
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  



 

  



 

 

はじめに 

 

 

 

 

 

 

 
令和５年４月１日、こども家庭庁が設立され、同日に「こども基本法」が施行されました。

我が国で初めて「こども」が権利の主体として位置づけられるとともに、その権利の擁護が

図られる社会の実現を目指して、こども政策を総合的に推進するものとされています。 

近年、こどもと子育て家庭を取り巻く環境は、かつてないスピードで変化しています。核

家族化の進行や地域社会との関わりの希薄化に加え、スマートフォンの普及や児童生徒１人

１台タブレット端末の整備等に象徴される、社会の急速なデジタル化が、ライフスタイルや

コミュニケーションの仕方にも大きな変化をもたらしています。 

このような状況を踏まえつつ、令和７年４月からの計画を策定するにあたり、これまで以

上に中津の宝であるこども・若者にスポットを当てるとともに、関係団体や市民の皆様方と

行政が共に力を合わせ、社会全体でこどもの成長を後押しするべく、こども・子育て施策の

総合指針となる「中津市こども計画」を策定しました。 

中津で育って良かった、中津で子育てして良かったと実感していただけるよう、今後も切

れ目や漏れのないこども・子育て施策を推進してまいります。 

結びに、本計画の策定にあたり、熱心にご審議いただいた中津市子ども・子育て会議の委

員各位をはじめ、貴重なご意見やご提言をいただきました多くの市民の皆様や関係団体の皆

様に、心から厚くお礼申し上げます。 

 

  令和７年３月 

中津市長       

奥 塚 正 典   
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１ 計画策定の背景と趣旨 

少子化や地域コミュニティの希薄化、核家族化の進行などにより、子どもや子育ての環境が大

きく変化する中、国においては、2012（平成 24）年８月に、子ども・子育て支援法を始めとする

「子ども・子育て関連 3法」が成立し、子ども・子育て支援新制度が始まりました。 

新制度では「市町村子ども・子育て支援事業計画」の策定が求められており、中津市では「第

１期なかつ子ども・子育て支援事業計画」（平成 27 年３月策定）に基づき、子ども・子育て支援

施策を推進してきました。 

こうした中、国は、2016（平成 28）年に「ニッポン一億総活躍プラン」を策定し、待機児童解

消に向けた取組を加速化させました。 

また、放課後児童対策として令和元年に「新・放課後子ども総合プラン」を策定し、放課後児

童クラブの受け皿整備などを推進しているほか、子育て世帯の負担軽減として、令和元年 10 月

から幼児教育・保育の無償化を実施しています。 

中津市においては、令和２年３月に「第２期なかつ子ども・子育て支援事業計画」を策定し、チ

ャイルド・ファーストの視点を第一に、こどもを産み育てやすい「みんなが子育てしたくなるまちづく

り」をこれまで推進してきました。 

さらに国では、令和５年４月に、幼児期までのこどもの健やかな成長に向けた子育て支援や環

境づくりに関する施策を一元的に推進し、社会全体でこどもの成長を後押しするため「こども家

庭庁」を創設するとともに、「こども基本法」が新たに施行され、こどもや子育て当事者等の意見

を聴取して反映させるために必要な措置を講ずることや、「市町村こども計画」の策定が求めら

れているところです。 

今回、第２期計画期間が令和６年度で満了を迎えることから、国の動向や中津市の実情を踏

まえ、「第２期なかつ子ども・子育て支援事業計画」に「こどもの貧困の解消に向けた対策計画」

及び「子ども・若者計画」を包含した「中津市こども計画」を策定します。 
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2017.3.28働き方改革実現会議決定 

2018.7.6公布 

これまでの少子化対策 

 

法律        閣議決定        少子化社会対策会議決定        上記以外の決定等 

 

 

2010（平成 22年）1月 

2010（平成 22年）11月 

 

2012（平成 24年）3月 

 

 

 

2012（平成 24年）8月 

2013（平成 25年）4月 

 

2013（平成 25年）6月 

 

 

2014（平成 26年）11月 

 

2014（平成 26年）12月 

 

2015（平成 27年）3月 

2015（平成 27年）4月 

 

2016（平成 28年）4月 

 

2016（平成 28年）6月 

 

2017（平成 29年）3月 

2017（平成 29年）6月 

 

2017（平成 29年）12月 

 

2018（平成 30年）4月 

 

2018（平成 30年）6月 

 

2018（平成 30年）7月 

 

 

2019（令和元年）5月 

 

2019（令和元年）12月 

 

 

2020（令和 2年）5月 

 

2020（令和 2年）12月 

 

 

2021（令和 3年）5月 

 

2021（令和 3年）12月 

 

2022（令和 4年）2月 

 

2023（令和 5年）4月 

 

2023（令和 5年）12月 

  

  

待機児童解消「先取り」プロジェクト 

子ども・子育て新システムの基本制度について 

2012.3.2少子化社会対策会議決定 

子ども・子育て支援法子ども・子育て関連３法 

2012.3.30閣議決定 子ども・子育て新システム関連３法案を国会に提出 

2012.8.10法案修正等を経て子ども・子育て関連３法が可決・成立（2012.8.22から段階施行） 

待機児童解消加速化プラン 

少子化危機突破のための緊急対策 

2013.6.7少子化社会対策会議決定 

まち・ひと・しごと創生法 

2014.11.28 
（一部規定は同年 12.2） 施行 

長期ビジョン・総合戦略 

2014.12.27閣議決定 

少子化社会対策大綱 

2015.3.20閣議決定 

子ども・子育て支援新制度本格施行 

2015.4.1 

次世代育成支援対策推進法延長 

2015.4.1～2025.3.31 

子ども・子育て支援法改正 

2016.4.1 施行 

ニッポン一億総活躍プラン 

働き方改革実行計画 

子育て安心プラン 

新しい経済政策パッケージ 

2016.6.2閣議決定 

2017.12.8閣議決定 

子ども・子育てビジョン 子ども・子育て新システム検討会議 

2010.1.29閣議決定 2010.1.29少子化社会対策会議決定 

子ども・子育て支援法改正 

2018.4.1施行 

人づくり革命 基本構想 

働き方改革を推進するための 
関係法律の整備に関する法律 

子ども・子育て支援法改正 

2019.10.1施行 

大学等における修学の支援に関する法律 

2018.6.13 
人生 100年時代構想会議とりまとめ 

 

2020.4.1施行 

少子化社会対策大綱 

2020.5.29閣議決定 

全世代型社会保障改革の方針 

2020.12.15閣議決定 

新子育て安心プラン 

2020.12.21公表 

子ども・子育て支援法及び児童手当法改正 

こども政策の新たな推進体制に関する基本方針 

2022.4.1施行 

2021.12.21閣議決定 

2021.2.25閣議決定 こども家庭庁設置法案等を国会に提出 

こども家庭庁発足 こども基本法 

こども大綱 

2023.4.1 2023.4.1施行 

2023.12.22閣議決定 
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2 計画の性格 

市町村こども計画は、既存の各法令に基づく以下の市町村計画と一体のものとして作成する

ことができることから、中津市こども計画は次の子育て関連計画を一体的に策定するものとしま

す。 

①子ども・子育て支援法第 61条に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」 

②次世代育成支援対策推進法に基づく「市町村行動計画」 

③こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第 10 条に基づく「こどもの貧

困解消対策計画」 

④子ども・若者育成支援推進法第９条に基づく「子ども・若者計画」 

⑤少子化社会対策基本法第７条第１項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処す

るための施策 

 

 

 

 

 

 

 

3 計画の位置づけ 

本計画は、市の最上位計画である総合計画「なかつ安心・元気・未来プラン 2017」をはじめ、

本計画の上位計画にあたる「地域福祉計画」、その他「中津市重層的支援体制整備事業実施

計画」等の福祉関連計画等と整合性を図りながら策定したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

中津市地域福祉計画 

中津市総合計画 

中
津
市
こ
ど
も
計
画 

中
津
市
健
康
づ
く
り
計
画 

中
津
市
障
が
い
者
プ
ラ
ン 

中
津
市
自
殺
対
策
計
画 

介
護
保
険
事
業
計
画
及
び
高
齢
者
福
祉
計
画 

そ
の
他
福
祉
保
健
関
連
計
画 

そ
の
他
関
連
計
画(

教
育
・都
市
整
備
・防
犯) 

◆
大
分
こ
ど
も
ま
ん
な
か
プ
ラ
ン 

◆
大
分
県
ひ
と
り
親
と
困
難
な
生
活
環
境
に
あ
る 

子
ど
も
の
支
援
計
画 

整合 整合 

中津市こども計画 

子ども・若者計画 

こどもの貧困解消対策計画 
 

子ども・子育て支援事業計画 

次世代育成支援行動計画 

中
津
市
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
実
施
計
画 

総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策 
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４ 計画期間 

本計画の期間については、令和7年度を開始初年度とし、令和１１年度までの５年間とします。 

制度の改正などを踏まえ、目標の達成状況の評価、進捗状況の点検を行ない、令和 11 年度

に計画の見直しを行うものとします。 

また、本計画における施策が社会情勢の変化の中で効果的に実現するよう、計画と実績の乖

離の状況等を注視しながら、必要に応じて、中間年度（令和 9年度）に見直しを行う等弾力的な

対応を図ります。 

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 

          

          

       
中間 

見直し 
 

計画 

見直し 

 

５ 策定体制 

（１）中津市子ども・子育て会議の設置 

本計画の策定にあたっては、その内容に市民や有識者、子育て支援関係者等の意見を反映

させる必要があります。「保護者」、「事業者」、「学識経験者」などから構成される「中津市子

ども・子育て会議」を設置し、慎重な協議を重ね、本計画を策定します。 

（２）アンケート調査の実施 

本計画の策定にあたっては、住民のニーズや意識、こども本人の意見等を盛り込む必要があ

ります。そのため、中津市内に在住する就学前児童（０～５歳）のいる世帯及び小学校児童（小

学１年生～５年生）のいる世帯を対象にその量的及び質的なニーズを把握するため子ども・子

育て支援事業計画策定に伴うアンケート調査を実施するとともに、中学校２年生の生徒本人に

対し、生活実態等のアンケート調査を実施しました。 

◆調査期間：令和５年11月 24日～令和５年12月 15日 
 

◆調査方法：オンライン調査にて実施 
 

◆調査対象 

対象者 配布数 回答数 回答率 

就学前児童の保護者 2,787 1,071 38.4％ 

就学児童保護者 2,956 1,684 57.0％ 

中学２年生 770 549 71.3％ 

（３）パブリックコメントの実施 

本計画の策定にあたり、その内容について広く市民の皆さんから意見をうかがうため、パブリ

ックコメントを実施しました。実施期間については、以下のとおりです。 

◆実施期間 令和 6年 12月 19日～令和7年 1月 20日

第 2期中津市子ども・子育て支援事業計画 

第１期中津市こども計画 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 中津市の子育てを取り巻く環境 
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１ 人口・世帯の状況 

（１）総人口と人口構造 

中津市の令和６年４月１日現在の総人口は、81,760 人（男性 39,957 人、女性 41,803

人）です。年代別でみると、70 代が最も多く、次いで 40 代が多くなっており、30 代以下が少

ない状況です。 

年齢階級別人口（令和６年４月１日時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：中津市住民基本台帳 

（２）総人口の推移 

中津市の総人口は、令和２年の 83,852 人から減少傾向で推移し、令和６年には 81,760

人と、2,092 人減少しています。 

人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：中津市住民基本台帳（各年４月１日時点）  

第２章 中津市の子育てを取り巻く環境 
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（３）地域別人口の推移 

中津・三光地域の人口は、令和２年の 75,457 人から減少傾向で推移し、令和６年には

74,392 人と、1,065 人減少しています。 

本耶馬渓・耶馬溪・山国地域の人口は、令和２年の 8,395 人から年々減少し、令和６年には

7,368 人と、1,027 人減少しています。 

 

人口の推移（中津・三光地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口の推移（本耶馬渓・耶馬溪・山国地域） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：中津市住民基本台帳（各年４月１日時点） 
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（４）地域別児童人口の推移 

中津市全体の０歳から１１歳の児童人口は、令和２年の 8,945 人から令和６年には 7,912

人と、1,033 人減少しており、減少率は 11.5％となっています。 

中津・三光地域の児童人口は、令和２年の8,516人から令和６年には7,559人と、957人

減少しており、減少率は 11.2％となっています。本耶馬渓・耶馬溪・山国地域の児童人口は、

令和２年の 429 人から令和６年には 353 人と、76 人減少しており、減少率は 17.7％となっ

ています。 

就学児童（６～１１歳）の経年による減少の様子と、就学前児童（０～５歳）の経年による減少

の様子が違うことから、近年特に出生するこどもの数の減少が進んでいることがうかがえます。 

 

児童人口の推移（中津市全体） 

【就学前児童（０～５歳）】 

 

【就学児童（６～11歳）】 

 
 

資料：中津市住民基本台帳（各年４月１日時点） 
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児童人口の推移（中津・三光地域） 

【就学前児童（０～５歳）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【就学児童（６～11歳）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：中津市住民基本台帳（各年４月１日時点）  

721 

684 

737 

713 

659 

758 

720 

690 

733 

717 

756 

757 

721 

694 

726 

732 

753 

762 

721 

691 

763 

732 

751 

760 

724 

772 

761 

730 

750 

763 

4,502 

4,407 

4,391 

4,371 

4,280 

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

令和２年

令和３年

令和４年

令和５年

令和６年

（人）

６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳

596 

607 

584 

513 

442 

608 

608 

602 

568 

512 

679 

606 

592 

602 

555 

714 

677 

605 

583 

608 

734 

716 

674 

602 

569 

683 

737 

715 

664 

593 

4,014 

3,951 

3,772 

3,532 

3,279 

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

令和２年

令和３年

令和４年

令和５年

令和６年

（人）

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳



 

- 9 - 

児童人口の推移（本耶馬渓・耶馬溪・山国地域） 

【就学前児童（０～５歳）】 

 

【就学児童（６～11歳）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：中津市住民基本台帳（各年４月１日時点） 
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（５）転入・転出・出生・死亡の推移 

転入・転出に伴う社会動態は、社会経済情勢の影響を受けやすい面があり、年によって増減

はあるものの、近年では転入・転出ともに増加傾向で推移している状況です。 

出生・死亡に伴う自然動態をみると、出生数が減少傾向にあるのに対し、死亡数は微増傾向

にあるため、自然減少の幅が年々大きくなっています。 

 

転入・転出・出生・死亡の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大分県の人口推計（年報） 

 

（６）世帯数の推移 

中津市の一般世帯数は、平成 12 年の 31,313 世帯から増加傾向で推移しており、令和２

年には 37,408 世帯となっています。一方、一世帯当たり人員は、令和 12 年の 2.67 人から

令和２年には 2.15 人と減少傾向で推移しており、核家族化が進んでいると思われます。 

 

世帯数と世帯人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査  
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（７）ひとり親世帯の状況 

中津市のひとり親世帯の状況は、父子世帯数は平成 22 年から減少傾向にあり、母子世帯

数は平成 27年までは増加傾向にありましたが、令和２年には減少しています。 

令和２年の中津市のひとり親世帯の割合は、６歳未満世帯員のいる一般世帯では 3.5％、

12 歳未満世帯員のいる一般世帯では 6.2％となっています。 

中津市のひとり親世帯の割合は、国より高く、県よりやや低い状況で、県内の他市と比較する

と、やや低い水準となっています。 

ひとり親世帯数の推移 

 
 

※ひとり親世帯とは、未婚，死別又は離別の親と、その未婚の 20 歳未満のこどものみから成る一般世帯

（他の世帯員がいないもの）をいう。 

 

ひとり親世帯の割合（令和２年 10月１日現在） 

 
 

資料：国勢調査 

 

  

64 71 77 61 57 

467 

591 580 
619 

547 

0

100

200

300

400

500

600

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

（件） 父子世帯 母子世帯

2.7 

3.7 3.5 3.4 

4.8 

3.7 

4.6 
4.2 4.3 

4.7 

3.1 
3.5 

4.5 4.8 

2.6 

3.9 
4.7 

6.4 6.2 5.9 

7.8 

6.4 

8.1 

5.6 

6.8 

8.7 

6.6 
6.0 

8.2 
7.7 

4.9 

6.7 

0

2

4

6

8

10

全
国

大
分
県

中
津
市

大
分
市

別
府
市

日
田
市

佐
伯
市

臼
杵
市

津
久
見
市

竹
田
市

豊
後
高
田
市

杵
築
市

宇
佐
市

豊
後
大
野
市

由
布
市

国
東
市

（％） 6歳未満世帯員のいる一般世帯に占めるひとり親世帯の割合

12歳未満世帯員のいる一般世帯に占めるひとり親世帯の割合



 

- 12 - 

２ 就業の状況 

（１）共働き夫婦の割合 

令和２年の中津市の共働き夫婦の割合は、末子の年齢が上がるにつれて高くなっています。

また、平成 22 年からの共働き夫婦の割合の推移をみると、末子の年齢０歳から２歳までは、経

年により上昇しています。 

 

末子の年齢別共働き夫婦の割合 推移 

 
 

資料：国勢調査 
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（２）女性の労働力率 

令和２年の中津市の女性の年齢階級別労働力率をみると、20～24歳、30～44歳において、

国や県より高い状況にあります。また、中津市の女性の労働力率の推移をみると、経年により、

ほとんどの年齢階級において上昇しています。 

 

女性の年齢階級別労働力率（令和２年 国・県との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性の年齢階級別労働力率 推移 

 

資料：国勢調査 
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（３）就業者の状況 

中津市の就業者数の推移をみると、平成 27 年調査まではほぼ横ばいで推移していました

が、令和２年調査では男女ともに減少しています。また、女性の就業者数の年齢階級別割合の

推移をみると、経年により、39 歳以下の割合が下がり、60 歳以上の割合が高くなっていること

がわかります。 

令和２年の女性の年齢階級別就業状況をみると、国より高く県より低い水準となっています。 
 

男女別就業者数の推移 

 

 

 

 

 

 
 

女性の就業者数 年齢階級別割合の推移 

  
女性の年齢階級別就業状況（令和２年 国・県との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：国勢調査  
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３ 少子化の状況 

（１）婚姻・離婚件数の推移 

中津市の婚姻件数は、令和元年の410件から減少傾向で推移しており、令和４年には332

件となっています。離婚件数は、平成 29 年の 148 件から増減し、令和４年には 144 件となっ

ています。 

婚姻率と離婚率を国や県と比較すると、婚姻率は県より高く国とほぼ同等、離婚率は国や県

より高い水準で推移しています。 

平均初婚年齢は、男性は令和元年以降、県平均より高くなっており、女性は令和３年まで県

平均より低く推移していましたが、令和４年には県平均より高くなっています。 
 

婚姻件数・婚姻率の推移 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

離婚件数・離婚率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大分県人口動態総覧、厚生労働省人口動態統計 
  

395 378 
410 

345 352 332 

4.8 4.6 
5.0 

4.2 4.3 4.1 

0.0

2.0

4.0

6.0

0

200

400

600

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

（人口千対）（件）
婚姻件数（中津市） 婚姻率（全国） 婚姻率（大分県） 婚姻率（中津市）

148 148 
164 

150 
135 144 

1.79 1.80 
2.00 

1.85 
1.65 

1.79 

0.0

1.0

2.0

0

100

200

平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

（人口千対）
（件）

離婚件数（中津市） 離婚率（全国） 離婚率（大分県） 離婚率（中津市）



 

- 16 - 

 
男性の平均初婚年齢の推移                     女性の平均初婚年齢の推移 

 

 

 

 

 

 
 
 

資料：大分県人口動態総覧、厚生労働省人口動態統計 

 

（２）未婚率の推移 

中津市の 20～39 歳の未婚率の経年変化については、男性はほとんどの年齢階級において

上昇傾向にあり、女性はほぼ横ばいで推移しています。 

 

男性未婚率の推移        

 

 

 

 

 

 

 

 

女性未婚率の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査  
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（３）地域別 出生数（０歳人口）の推移 

中津市の出生数（０歳人口）は、令和３年以降減少が続いており、令和６年には 454 人とな

っています。 

０歳人口の推移（中津市全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

０歳人口の推移（中津・三光地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

０歳人口の推移（本耶馬渓・耶馬溪・山国地域） 

 

 

 

 

 

 

 
資料：中津市住民基本台帳（各年４月１日時点）  
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（４）母親の年齢階級別出生数 

令和４年の中津市の母親の年齢階級別出生数をみると、出生数全体のうち「30～34 歳」の

母親の出産する割合が高く、令和４年では全体の 30.4％を占めています。 

母親の年齢階級別出生数の推移をみると、「25～29 歳」「30～34 歳」の母親の出産する

数が大きく減少しています。 

 

母親の年齢階級別出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省人口動態統計 
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（５）合計特殊出生率 

中津市の合計特殊出生率（15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人

の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときのこどもの数に相当する）は、平成

29 年以降、年々低下している状況です。人口置換水準（現在の人口を維持するために必要な

出生の水準）の 2.07 には達していませんが、国・県より高い水準で推移しています。 

合計特殊出生率は、市町村単位では、数値が大幅に上下することにより不安定な動きをする

ことがあるため、ベイズ推定値（当該市町村を含む広い地域の状況に当該市町村の観測デー

タを加えた、より安定した推定値）で、他市と比較しました。中津市の合計特殊出生率は 1.68

となっており、国や県より高く、県内他市と比較しても最も高い値となっています。 

 

合計特殊出生率の推移（国・県との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大分県人口動態総覧、厚生労働省人口動態統計 

 

合計特殊出生率 比較（平成 30年～令和４年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人口動態統計特殊報告(ベイズ推定値) 
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（６）中学卒業後の進路 

中津市の中学生の卒業後の進路をみると、令和元年度卒業から令和５年度卒業まで、進学

率は 98％以上となっています。就職率は、0.1～0.4％で、進学でも就職でもない「その他」の

割合は、0.4～1.2％となっています。 

 

中学卒業後の進路の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：学校基本調査 

 

 

 

 

  

98.9

98.9

98.7

99.1

99.5

0.1

0.4

0.1

0.1

0.1

0.9

0.7

1.2

0.8

0.4

0 20 40 60 80 100

令和元年度

（n=752）

令和２年度

（n=757）

令和３年度

（n=743）

令和４年度

（n=791）

令和５年度

（n=753）

（％）

進学（高等学校・専修学校等） 就職 その他



 

- 21 - 

４ 母子保健に関する状況 

（１）乳児（３～５か月児）健康診査受診率 

中津市における乳児（３～５か月児）健康診査受診率は、平成 29 年の 95.3％からやや上

昇傾向で推移しており、令和４年には 98.6％となっています。 

 

乳児健康診査受診率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：地域保健・健康増進事業報告 

 

（２）１歳６か月児健康診査受診率 

中津市における１歳６か月児健康診査受診率は、令和元年の 88.4％から大きく低下し、令

和２年と令和３年は 40％台となっていましたが、令和４年に上昇し、94.6％となっています。 

 

１歳６か月児健康診査受診率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：地域保健・健康増進事業報告  
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（３）３歳児健康診査受診率 

中津市における３歳児健康診査受診率は、令和元年の85.1％から大きく低下し、令和２年と

令和３年は約 40％となっていましたが、令和４年に上昇し、96.8％となっています。 

 

３歳児健康診査受診率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：地域保健・健康増進事業報告 

 

（４）１歳６か月児むし歯有病者率 

中津市における１歳６か月児むし歯有病者率は、令和元年の 1.00％から令和２年には

2.90％に大きく上がりましたが、その後低下し、令和４年には 0.47％となっています。 

 

１歳６か月児むし歯有病者率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：地域保健・健康増進事業報告 
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（５）３歳児むし歯有病者率 

中津市における３歳児むし歯有病者率は、平成 29 年は 25.4％でしたが、その後下降傾向

で推移し、令和４年には 15.2%となっています。 

 

３歳児むし歯有病者率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：地域保健・健康増進事業報告 
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５ アンケート調査結果概要 

（１）調査の概要 

①調査の目的 

令和７年度から５年間を計画期間とする『中津市こども計画』は、子ども・子育て支援法に

基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」、次世代育成支援対策推進法に基づく「市町

村行動計画」、こども基本法に基づく「市町村こども計画」の内容を網羅する計画です。市民

の子育て支援に関する意向をうかがい、その結果を踏まえて中津市の現状と課題を整理し計

画に反映させるため、保護者の皆さんに子育てに関するアンケート調査を行い、今後の子育て

支援を展開していくための基礎資料とするために実施しました。 

②実施概要 

アンケート調査の概要 
 

 就学前児童保護者用調査 就学児童保護者用調査 中学２年生用調査 

調査対象者 ０～５歳児の保護者 小学１～６年生の保護者 中学２年生 

調査方法 オンライン調査フォーム（株式会社トラストバンク提供「LoGo フォーム」） 

対象者数 2,787世帯 2,956世帯 770人 

有効回収数 

（有効回収率） 

1,071世帯 

（38.4％） 

1,684世帯 

（57.0％） 

549人 

（71.3％） 

調査期間 令和５年 11月 24日～令和５年 12月 15日 

 

 

 

 

  



 

- 25 - 

（２）調査結果概要 

①子ども・子育て支援事業計画関連調査 

ａ 平日の定期的な教育・保育事業の利用について 

就学前児童の平日の定期的な教育・保育事業の利用状況は、「利用している」が

87.6％となっており、前回調査と比較すると 5.6 ポイント増えています。 

年齢別の利用状況をみると、１歳児で５割、２歳児で約８割、３歳児で約９割、４歳以上で

はほとんどの児童が平日の定期的な教育・保育事業を利用しています。 

 

就学前児童：定期的な教育・保育事業の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

就学前児童：定期的な教育・保育事業の利用状況（年齢別） 
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ｂ 平日の定期的な教育・保育事業を利用していない理由 

平日の定期的な教育・保育事業を利用していない理由は、「子どもがまだ小さいため

（〔 〕歳くらいになったら利用しようと考えている）」が 51.5％と最も高く、次いで「利用す

る必要がない」が 23.5％、「利用したいが、保育・教育の事業に空きがない」が 17.4％と

なっています。前回調査と比較すると、「利用する必要がない」は 19.7 ポイント減少してい

ます。 

利用ニーズがあるものの利用できないとの回答（事業に空きがない、経済的理由）も一

定数あり、前回調査より高くなっています。 

 

就学前児童：平日の定期的な教育・保育事業を利用していない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
就学前児童：平日の定期的な教育・保育事業を利用していない理由（年齢別） 
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ｃ 「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）」が創設された場合の利用希望 

「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）」が創設された場合の利用希望につ

いて、０～２歳の全体では「利用したい」が 68.9%となっており、年齢別でみると「０歳児」

の利用希望が 76.7％と最も高くなっています。 

 

就学前児童：「乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）」の利用希望（年齢別） 

【平日の定期的な教育・保育事業を利用していない人のみ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ 病児・病後児保育について 

病児・病後児保育について、就学前児童では、利用希望が 40.1％で、前回調査の

22.9％より 17.2 ポイント増加しています。就学児童では、利用希望が 17.2％で、前回調

査と大きな差はありません。 

 

病児・病後児保育の利用希望 
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e 放課後の過ごし方について 

就学前児童が就学した際に、どのような場所で放課後を過ごさせたいかについて、「放

課後児童クラブ」が 52.8％と最も高く、次いで「自宅」の 41.0％となっています。前回調

査と比較すると、「習い事」が 26.1 ポイント減、「自宅」が 20 ポイント減となっています。 

就学児童については、「自宅」が 56.8％と最も高く、次いで「放課後児童クラブ」の

33.3％となっています。前回調査と比較すると、「習い事」が 26.5 ポイント減、「自宅」が

15.2 ポイント減となっています。 

 

就学前児童：放課後の過ごし方についての希望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就学児童：放課後の過ごし方についての希望 
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②次世代育成支援行動計画関連調査 

ａ 妊娠期から出産までの期間の満足感・充実感 

満足感・充実感が『あった（「十分あった」と「まあまああった」の合計）』は 75.2％とな

っていますが、前回調査と比較すると 7.7 ポイント減少しています。 

 

就学前児童：妊娠期から出産までの期間の満足感・充実感 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 子育てに関する相談先の有無 

子育てに関する相談相手や相談場所があるかについて、「いる/ある」は就学前児童が

90.3％、就学児童が 87.6％となっており、ともに前回調査と比較すると低くなっています。 

 

子育てに関する相談先の有無 
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十分あった まあまああった あまりなかった まったくなかった

90.3

96.7

87.6

93.7

9.7

3.3

12.4

6.3
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令和５年

（n=1,056）

平成30年

（n=3,197）

令和５年

（n=1,675）

平成30年

（n=2,191）

就
学
前
児
童

就
学
児
童

（％）

いる/ある いない/ない
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ｃ 地域における子育ての環境や支援への満足度 

満足度が『低い（「満足度が低い」と「満足度がやや低い」の合計）』は就学前児童が

42.0％、就学児童が 51.3％となっており、ともに前回調査と比較すると高くなっています。

特に就学児童については、過半数が何らかの不安を抱いていることが分かります。 

 

子育ての環境や支援への満足度 
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児
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児
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（％）

満足度が低い 満足度がやや低い 普通 満足度がやや高い 満足度が高い
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③こどもの貧困の解消に向けた対策計画関連調査 

ａ 就学児童調査結果 

◆暮らしの状況 

全体でみると、『苦しい（「大変苦しい」と「やや苦しい」の合計）』は 50.0％となっており、

世帯状況別でみると、ひとり親世帯では72.6％、低所得世帯では87.4％となっています。 

大分県子どもの生活実態調査結果と比較すると、『苦しい』は、全体・ひとり親世帯・低

所得世帯のいずれにおいても、中津市が県より高い状況です。 

 

就学児童：暮らしの状況（世帯状況別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：大分県 令和元年調査】  

小学５年生保護者：暮らしの状況（世帯状況別） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大分県子どもの生活実態調査結果報告書より抜粋 
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◆過去１年間に、必要な食料品が買えなかったことの有無 

全体でみると、「あった」は 15.3％となっており、世帯状況別でみると、ひとり親世帯では

27.8％、低所得世帯では 35.7％となっています。 

大分県子どもの生活実態調査結果と比較すると、「あった」は、全体・ひとり親世帯・低所

得世帯のいずれにおいても、中津市が県より高い状況です。 

 

就学児童：必要な食料品が買えなかったことの有無（世帯状況別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：大分県 令和元年調査】 

小学５年生保護者：必要な食料品が買えなかったことの有無（世帯状況別） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大分県子どもの生活実態調査結果報告書より抜粋 
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- 33 - 

ｂ 中学２年生生徒調査結果 

◆朝ごはんを週にどれくらい食べているか 

全体でみると、「毎日」は 81.1％となっています。 

世帯状況別でみると、「毎日」は両親がいる世帯で 82.7％、ひとり親世帯で 72.7％と、

ひとり親世帯が 10 ポイント低くなっています。同様に、「ほとんど食べていない」は、両親が

いる世帯で 3.2％、ひとり親世帯で 7.1％と、ひとり親世帯が 3.9 ポイント高くなっていま

す。 

 

中学２年生：朝ごはんを週にどのくらい食べていますか（世帯状況別） 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．自己肯定感について 

全体でみると、「自分は役に立たないと強く感じる」について、44.3％が『あてはまる

（「あてはまる」と「どちらかといえば、あてはまる」の合計）』と回答しています。 

世帯状況別でみると、「今の自分が好きだ」「うまくいくかわからないことにもがんばって

取り組む」「自分は役に立たないと強く感じる」において、両親がいる世帯とひとり親世帯

の生徒の回答に差が見られます。 

 

中学２年生：今の自分が好きだ（世帯状況別） 
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中学２年生：自分の親（保護者）から愛されていると思う（世帯状況別） 

 

 

 

 

 

 

 

中学２年生：うまくいくかわからないことにもがんばって取り組む（世帯状況別） 

 

 

 

 

 

 

 

中学２年生：自分は役に立たないと強く感じる（世帯状況別） 
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④子ども・若者計画関連調査 

ａ 居場所について 

自分の部屋・家庭・学校・地域・インターネット空間が、今の自分にとって居場所（ほっと

できる場所、安心できる場所）になっているかについて、『居場所になっている（「そう思う」

と「どちらかといえば、そう思う」の合計）』は、家庭が 92.1％と最も高く、次いで自分の部

屋の 90.2％となっています。 

『居場所になっていない（「そう思わない」と「どちらかといえば、そう思わない」の合計）』

は、学校が 19.8％と最も高く、次いで地域の 17.3％となっています。 

 

中学２年生：自分にとって居場所になっているか 
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⑤こども計画関連調査 

ａ 意見の表明について 

中津市子ども・子育て会議に意見を伝えたいと思うかについて、『伝えたい（「そう思う」

と「ややそう思う」の合計）』は 25.9％となっています。 

 

中学２年生：中津市子ども・子育て会議に意見を伝えたいと思うか 
 

 

 

 

 

 

 

ｂ 意見を伝えやすい方法・手法 

中津市子ども・子育て会議に意見を伝えやすい方法・手法について、「WEB アンケート」

が 47.4％と最も高く、次いで「LINE などのチャット」の 42.3％、「電話」の 39.4％となっ

ています。スマートフォンやタブレットを活用したオンラインによる回答が有効手段として挙

げられます。 

 

中学２年生：意見を伝えやすい方法・手法 

【意見を伝えたいと思うと回答した生徒のみ】 
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６ 前期計画の実績及び進捗状況 

（１）子ども・子育て支援事業計画実績及び進捗状況 

①幼児期の保育・教育の量の見込みと実績値の検証 

１号認定の量の見込みと実績値について、量の見込みは実績値が計画値を大きく下回って

おり、市全体でみると、１号認定の量の見込み（実績値）に対する確保方策（実績値）は十分

対応できています。 

２号認定の量の見込みと実績値について、量の見込みは、実績値が令和５年度以降計画

値を上回っており、市全体でみると２号認定の量の見込み(実績値)に対する確保方策(実績

値)は令和４年度以降対応できています。 

【中津市全域】 

区分 内  容  Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

１
号
認
定 

量の見込み 
計画値 870 852 810 761 723 

実績値 722 760 694 571 527 

確保方策 実績値 1,026 1,021 951 855 780 

 
特定教育・保育施設 実績値 1,026 1,021 951 855 780 

確認を受けない幼稚園 実績値 0 0 0 0 0 

差 実績値 304 261 257 284 253 

２
号
認
定 

量の見込み 
計画値 1,439 1,408 1,339 1,258 1,195 

実績値 1,414 1,353 1,301 1,280 1,257 

確保方策 実績値 1,396 1,328 1,361 1,680 1,624 

 特定教育・保育施設 実績値 1,396 1,328 1,361 1,680 1,624 

差 実績値 △18 △25 60 400 367 
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３号認定(0歳児)の量の見込みと実績値について、量の見込みは実績値が計画値を大きく

下回っており、市全体でみると３号認定(０歳児)の量の見込み(実績値)に対する確保方策

(実績値)は十分対応できています。 

３号認定(1・2 歳児)の量の見込みと実績値について、量の見込みは、実績値が計画値を

大きく上回っていますが、市全体でみると3号認定(1・2歳児)の量の見込み(実績値)に対す

る確保方策(実績値)は十分対応できています。 

【中津市全域】 

区分 内  容  Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

３
号
認
定 

量の見込み（０歳） 
計画値 309 306 301 297 292 

実績値 148 162 169 126 119 

確保方策 実績値 370 359 356 352 337 

 

特定教育・保育施設 実績値 351 340 337 333 318 

特定地域型保育事業 実績値 6 6 6 6 6 

企業主導型 実績値 13 13 13 13 13 

差 実績値 222 197 187 226 218 

量の見込み（１，２歳） 

計画値 874 815 808 797 787 

実績値合計 966 940 944 932 884 

1 歳実績値 436 448 462 438 413 

２歳実績値 530 492 482 494 471 

確保方策（１・２歳） 実績値 1,117 1,067 1,087 1,075 1,028 

確保方策（１歳） 実績値 502 510 531 498 478 

 特定教育保育施設 実績値 482 488 509 477 457 

 特定地域型保育事業 実績値 5 6 6 6 6 

 企業主導型 実績値 15 16 16 15 15 

確保方策（２歳） 実績値 615 557 556 577 550 

 特定教育保育施設 実績値 588 532 531 551 524 

 特定地域型保育事業 実績値 8 7 7 7 7 

 企業主導型 実績値 19 18 18 19 19 

差 実績値 151 127 143 143 144 
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中津・三光地域の１号認定の量の見込みと実績値について、量の見込みは実績値が計画

値を下回っており、１号認定の量の見込み(実績値)に対する確保方策(実績値)は十分対応

できています。 

中津・三光地域の２号認定の量の見込みと実績値について、量の見込みは、実績値が令和

６年度に計画値を上回っています。 

２号認定の量の見込み(実績値)に対する確保方策(実績値)は令和４年度以降対応できて

います。 

【中津・三光地域】 

区分 内  容  Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

１
号
認
定 

量の見込み 
計画値 826 809 769 724 687 

実績値 721 757 691 568 526 

確保方策 実績値 1,026 1,021 951 855 780 

 
特定教育・保育施設 実績値 1,026 1,021 951 855 780 

確認を受けない幼稚園 実績値 0 0 0 0 0 

差 実績値 305 264 260 287 254 

２
号
認
定 

量の見込み 
計画値 1,366 1,337 1,271 1,196 1,136 

実績値 1,317 1,257 1,209 1,196 1,180 

確保方策 実績値 1,270 1,227 1,260 1,579 1,531 

 特定教育・保育施設 実績値 1,270 1,227 1,260 1,579 1,531 

差 実績値 △47 △30 51 383 351 
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中津・三光地域の３号認定(０歳児)の量の見込みと実績値について、量の見込みは実績値

が計画値を大きく下回っています。３号認定(0 歳児)の量の見込み(実績値)に対する確保方

策(実績値)は十分対応できています。 

中津・三光地域の３号認定(1・2 歳児)の量の見込みと実績値について、量の見込みは、実

績値が計画値を大きく上回っているものの、３号認定(1・2 歳児)の量の見込み(実績値)に対

する確保方策(実績値)は十分対応できています。 

【中津・三光地域】 

区分 内  容  Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

３
号
認
定 

量の見込み（０歳） 
計画値 299 294 291 287 283 

実績値 142 154 160 121 116 

確保方策 実績値 350 340 337 333 319 

 

特定教育・保育施設 実績値 331 321 318 314 300 

特定地域型保育事業 実績値 6 6 6 6 6 

企業主導型 実績値 13 13 13 13 13 

差 実績値 208 186 177 212 203 

量の見込み（１，２歳） 

計画値 827 774 767 758 748 

実績値合計 919 901 906 892 845 

1 歳実績値 416 433 446 416 395 

２歳実績値 503 468 460 476 450 

確保方策（１・２歳） 実績値 1,053 1,017 1,037 1,025 979 

確保方策（１歳） 実績値 475 488 509 476 456 

 特定教育保育施設 実績値 455 466 487 455 435 

 特定地域型保育事業 実績値 5 6 6 6 6 

 企業主導型 実績値 15 16 16 15 15 

確保方策（２歳） 実績値 578 529 528 549 523 

 特定教育保育施設 実績値 551 504 503 523 497 

 特定地域型保育事業 実績値 8 7 7 7 7 

 企業主導型 実績値 19 18 18 19 19 

差 実績値 134 116 131 133 134 
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本耶馬渓・耶馬溪・山国地域の１号認定の量の見込みと実績値について、量の見込みは実

績値が計画値を大きく下回っており、１号認定の量の見込み(実績値)に対する確保方策(実

績値)は対応できていません。 

本耶馬渓・耶馬溪・山国地域の２号認定の量の見込みと実績値について、量の見込みと確

保方策ともに、実績値が計画値を上回っているものの、２号認定の量の見込み(実績値)に対

する確保方策(実績値)は十分対応できています。 

【本耶馬渓・耶馬溪・山国地域】 

区分 内  容  Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

１
号
認
定 

量の見込み 
計画値 44 43 41 37 36 

実績値 1 3 3 3 1 

確保方策 実績値 0 0 0 0 0 

 
特定教育・保育施設 実績値 0 0 0 0 0 

確認を受けない幼稚園 実績値 0 0 0 0 0 

差 実績値 △1 △3 △3 △3 △1 

２
号
認
定 

量の見込み 
計画値 73 71 68 62 59 

実績値 97 96 92 84 77 

確保方策 実績値 126 101 101 101 93 

 特定教育・保育施設 実績値 126 101 101 101 93 

差 実績値 29 5 9 17 16 
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本耶馬渓・耶馬溪・山国地域の３号認定(０歳児)の量の見込みと実績値について、量の見

込みは実績値が計画値を下回っており、３号認定（０歳児）の量の見込み(実績値)に対する

確保方策(実績値)は十分対応できています。 

本耶馬渓・耶馬溪・山国地域の３号認定(1・2 歳児)の量の見込みと実績値について、量の

見込みは、実績値と計画値は同等となっており、３号認定(1・２歳児)の量の見込み(実績値)

に対する確保方策(実績値)は十分対応できています。 

【本耶馬渓・耶馬溪・山国地域】 

区分 内  容  Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

３
号
認
定 

量の見込み（０歳） 
計画値 10 12 10 10 9 

実績値 6 8 9 5 3 

確保方策 実績値 20 19 19 19 18 

 

特定教育・保育施設 実績値 20 19 19 19 18 

特定地域型保育事業 実績値 0 0 0 0 0 

企業主導型 実績値 0 0 0 0 0 

差 実績値 14 11 10 14 15 

量の見込み（１，２歳） 

計画値 47 41 41 39 39 

実績値合計 47 39 38 40 39 

1 歳実績値 20 15 16 22 18 

２歳実績値 27 24 22 18 21 

確保方策（１・２歳） 実績値 64 50 50 50 49 

確保方策（１歳） 実績値 27 22 22 22 22 

 特定教育保育施設 実績値 27 22 22 22 22 

 特定地域型保育事業 実績値 0 0 0 0 0 

 企業主導型 実績値 0 0 0 0 0 

確保方策（２歳） 実績値 37 28 28 28 27 

 特定教育保育施設 実績値 37 28 28 28 27 

 特定地域型保育事業 実績値 0 0 0 0 0 

 企業主導型 実績値 0 0 0 0 0 

差 実績値 17 11 12 10 10 
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②地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと実績値の検証 

ａ 利用者支援事業 

こどもや保護者の身近な場所で、保育・教育施設や地域の子育て支援事業等の利用に

ついて情報収集を行うとともに、それらの利用に当たっての相談に応じ、必要な助言を行い、

関係機関との連絡調整等を実施する事業です。 

【基本型】 

 区分 単位 Ｈ31年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

計画値 
量の見込み 箇所 1 1 1 1 1 1 

確保数 箇所 1 1 1 1 1 1 

実績値 箇所 1 1 1 1 1  

【母子保健型】 

 区分 単位 Ｈ31年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

計画値 
量の見込み 箇所 1 1 1 1 1 1 

確保数 箇所 1 1 1 1 1 1 

実績値 箇所 1 1 1 1 1  

 

ｂ 地域子育て支援拠点事業 

家庭や地域における子育て機能の低下や、子育て中の親の孤独感や負担感の解消に

対応するため、地域の子育て中の親子の交流促進や育児相談等を行う事業です。 

  区分 単位 Ｈ31年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

計画値 

量の見込み 

※利用延人数 
人 47,043 44,244 42,048 41,580 41,028 40,452 

内）プレイルーム 人 25,295 23,803 22,621 22,370 22,073 21,763 

内）その他 人 21,748 20,441 19,427 19,210 18,955 18,689 

確保数 箇所 5 8 8 8 8 8 

実績値 

実績値 

※利用延人数 
人 79,268 28,043 36,827 54,097 63,267   

内）プレイルーム 人 52,943 10,424 18,326 31,265 43,360   

内）その他 人 26,325 17,619 18,501 22,832 19,907   

確保数 箇所 8 8 8 8 8 
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ｃ 妊婦健康診査 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の

把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医

学的検査を実施する事業です。 

 区分 単位 Ｈ31年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

計画値 
量の見込み 件 9,115 8,820 8,722 8,596 8,470 8,344 

確保数 件 9,115 8,820 8,722 8,596 8,470 8,344 

実績値 件 6,827 6,745 6,194 6,057 5,066  

ｄ 乳児家庭全戸訪問事業 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や

養育環境等の把握を行う事業です。 

 区分 単位 Ｈ31年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

計画値 
量の見込み 件 666 630 623 614 605 596 

確保数 件 666 630 623 614 605 596 

実績値 件 630 662 581 575 485  

ｅ 養育支援訪問事業 

乳児家庭全戸訪問事業などにより把握した、保護者の養育を支援することが特に必要

と判断される家庭に対して、保健師・助産師・保育士等が居宅を訪問し、養育に関する相

談支援や育児・家事援助などを行う事業です。 

 区分 単位 Ｈ31年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

計画値 
量の見込み 回 566 566 566 566 566 566 

確保数 回 566 566 566 566 566 566 

実績値 回 539 538 523 631 665  

ｆ 子育て短期支援事業 

一定の事由により児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童を児童養護施設等

で預かる短期入所生活援助（ショートステイ）事業、夜間養護等（トワイライトステイ）事業

です。 

  区分 単位 Ｈ31年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

計画値 
量の見込み 日 125 144 139 135 130 126 

確保数 箇所 3 3 3 3 3 3 

実績値 
預かり日数 日 108 124 201 156 296  

契約施設 箇所 3 3 3 3 3  
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ｇ 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

乳幼児や小学生等の一時的な預かりや移動支援等の援助を希望する者と、これらの援

助を行うことを希望する者との連絡・調整や、援助を行うことを希望する者へ講習の実施等

の支援を行う事業です。 

  区分 単位 Ｈ31年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

計画値 
量の見込み 件 167 270 266 260 256 250 

確保数 件 167 270 266 260 256 250 

実績値 

利用件数 件 108 108 326 250 243  

依頼会員 人 117 104 130 108 115  

提供会員 人 89 83 93 92 87  

ｈ 一時預かり事業 

家庭において一時的に保育を受けることが困難になった乳幼児について、幼児教育・保

育施設で一時的に預かり、必要な保育を行う事業です。 

  区分 単位 Ｈ31年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

計画値 

【一般型】 

量の見込み 
人回 2,714 2,578 2,488 2,411 2,318 2,243 

確保数 箇所 13 15 15 15 15 15 

【幼稚園型】 

量の見込み 
人回 89,880 127,063 124,277 118,253 111,030 105,516 

確保数 箇所 22 27 27 27 27 27 

実績値 

【一般型】 

実績値 
人回 3,425 2,745 2,400 1,840 1,707   

実施箇所数 箇所 14 16 16 16 13 20 

【幼稚園型】 

実績値 
人回 97,128 76,075 87,593 92,555 100,412   

実施箇所数 箇所 24 24 24 24 25 25 
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ｉ 延長保育事業 

保育認定を受けたこどもについて、通常の利用時間以外の時間において、保育所等で

引き続き保育を実施する事業です。 

  区分 単位 Ｈ31年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

計画値 
量の見込み 

実人数 694 1,100 1,061 1,028 989 957 

日 15,167 23,100 22,281 21,588 20,769 20,097 

確保数 箇所 23 23 23 23 23 23 

実績値 
実績値 

実人数 696 222 167 190 240   

日 13,332 9,112 9,055 7,452 9,555   

実施箇所数 箇所 23 22 21 19 18 18 

※ 一人あたりの利用日数を 21日とし、量の見込みを算出しています。 

 

ｊ 病児・病後児保育事業 

病気等の児童について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師

等が一時的に保育等を行う事業です。 

  区分 単位 Ｈ31年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

計画値 

量の見込み 人日 1,031 2,200 2,200 2,300 2,300 2,400 

内）病児保育  人日 － 1,000 1,000 1,100 1,100 1,200 

内）病後児保育 人日 1,031 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 

確保数 箇所 1 2 2 2 2 2 

実績値 

実績値 人日 1,745 758 1,275 1,509 1,165   

内）病児保育  人日 618 151 230 150 135   

内）病後児保育 人日 1,127 607 1045 1359 1030   

病児保育 

実施箇所 
箇所 1 1 1 1 1 1 

病後児保育 

実施箇所 
箇所 1 1 1 1 1 1 
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ｋ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

小学校に就学しており、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対し、授業の終

了後等に小学校の余裕教室や専用施設等において適切な遊び及び生活の場を与えて、

その健全な育成を図る事業です。 

【中津市全域】 

  区分 単位 Ｈ31年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

実績値 

（申込者） 

実績値（申込者） 人 1,030 1,038 1,021 1,050 1,059 1,032 

内）１年 人 365 376 357 409 387 369 

内）２年 人 314 296 333 286 336 322 

内）３年 人 195 223 214 219 199 223 

内）４年 人 98 90 73 72 80 63 

内）５年 人 36 29 33 39 29 34 

内）６年 人 22 24 11 25 28 21 

実績値 

（利用者） 

実績値（利用者） 人 1,023 1,028 1,014 1,046 1,052 1,027 

内）１年 人 361 375 354 409 387 369 

内）２年 人 313 293 333 286 336 322 

内）３年 人 193 222 212 219 199 223 

内）４年 人 98 85 71 70 74 62 

内）５年 人 36 29 33 37 28 32 

内）６年 人 22 24 11 25 28 19 

実績値 実施箇所 箇所 34 36 36 35 35 33 

実績値 定員数 人 1,525 1,525 1,593 1,547 1,579 1,546 

定員数と申込者の差 人 495 487 572 497 520 514 
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【中津・三光地域】 

  区分 単位 Ｈ31年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

実績値 

（申込者） 

実績値（申込者） 人 914 929 919 938 945 917 

内）１年 人 340 352 335 383 358 342 

内）２年 人 293 274 309 264 311 292 

内）３年 人 165 204 196 195 179 200 

内）４年 人 80 69 59 60 62 49 

内）５年 人 20 18 16 27 18 22 

内）６年 人 16 12 4 9 17 12 

実績値 

（利用者） 

実績値（利用者） 人 907 919 912 934 938 915 

内）１年 人 336 351 332 383 358 342 

内）２年 人 292 271 309 264 311 292 

内）３年 人 163 203 194 195 179 200 

内）４年 人 80 64 57 58 56 49 

内）５年 人 20 18 16 25 17 20 

内）６年 人 16 12 4 9 17 12 

実績値 実施箇所 箇所 28 30 30 29 29 28 

実績値 定員数 人 1,301 1,301 1,369 1,323 1,323 1,303 

定員数と申込者の差 人 387 372 450 385 378 386 

 

【本耶馬渓・耶馬溪・山国地域】 

  区分 単位 Ｈ31年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

実績値 

（申込者） 

実績値（申込者） 人 116 109 102 112 114 115 

内）１年 人 25 24 22 26 29 27 

内）２年 人 21 22 24 22 25 30 

内）３年 人 30 19 18 24 20 23 

内）４年 人 18 21 14 12 18 14 

内）５年 人 16 11 17 12 11 12 

内）６年 人 6 12 7 16 11 9 

実績値 

（利用者） 

実績値（利用者） 人 116 109 102 112 114 112 

内）１年 人 25 24 22 26 29 27 

内）２年 人 21 22 24 22 25 30 

内）３年 人 30 19 18 24 20 23 

内）４年 人 18 21 14 12 18 13 

内）５年 人 16 11 17 12 11 12 

内）６年 人 6 12 7 16 11 7 

実績値 実施箇所 箇所 6 6 6 6 6 5 

実績値 定員数 人 224 224 224 224 256 243 

定員数と申込者の差 人 108 115 122 112 142 128 
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ｌ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

新規参入事業者に対する相談・助言・巡回支援等を行う事業です。 

 区分 単位 Ｈ31年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

計画値 
量の見込み 事業者 － － － － － 1 

確保数 事業者 － － － － － 1 

実績値 事業者 － － － － －  
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（2）次世代育成支援対策行動計画の実績及び進捗状況 

①施策テーマ つながる安心 

■切れ目・すき間のない顔の見える支援 

◆切れ目・すき間のない多様な子育て支援サービスの充実 

デジタル化を活用した分かりやすく利用しやすい子育て支援情報の提供や相談

対応を行う事で、妊婦や保護者の不安や負担感の軽減につながっています。 

東九州短期大学と連携し、子育て学び教室や親子ふれあい教室、心理士等による

子育て相談会（パステルルーム）等の開催により、保護者のニーズに応じた事業展

開を行いました。 

育児に困りや不安がある家庭に、保健師等が訪問を実施しました。家事・育児支

援として訪問支援員を派遣し、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭、

虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭の支援を行いました。 

◆母子保健と児童福祉の連携による顔の見える支援 

要保護児童対策地域協議会を主軸とした関係機関との顔の見える支援体制強化

に向け、年 2回の代表者会議、年 24回の実務者会議、適宜個別ケース会議を開催

し、関係機関との顔の見える連携により支援が必要な家庭の情報共有、必要な支援

に繋げています。 
 

■子育てと仕事の両立支援 

◆保育事業・放課後児童クラブの充実 

教育・保育ニーズに対応するため、奨学金返還支援と併せて、就職応援金制度を

創設するなど保育士確保策の充実を図るとともに、保育サービスの質的向上を図

るため、市独自のキャリアアップ研修を実施しています。 

また、第２子以降の保育料無償化と併せて、給食費の無償化などの経済的支援に

取り組んでいます。 

障がい児に対する支援として、保育士を加配する保育施設への補助拡充、幼稚園

では、教育補助員を雇用し受け入れ体制を整備しています。 

放課後児童クラブでは、放課後子ども教室と連携し、全小学校の児童が利用でき

るように努めています。 

また、中津市独自で放課後児童クラブ利用料の多子世帯減免事業の実施や放課

後児童クラブアドバイザーを雇用し、放課後児童クラブの充実に努めています。 

父母ともに子育てと仕事が両立できるよう中津市独自で「有休の子の看護休暇

導入奨励制度」を創設し、中小企業に対し奨励金を支給しています。 

◆ワーク・ライフ・バランスと男女共同参画の推進 

おおいた子育て応援団「しごと子育てサポート企業」を普及するため、大分県と

協力して認証企業の取得を推進し、現在 28企業が認証を受けています。 

男女共同参画に関する意識啓発の強化、家族・親族ぐるみで子育てできる環境づ

くりのため、リフォーム補助事業の実施やUターン住宅改修補助を行っています。  
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■安全・安心な環境づくり 

◆小児医療の充実 

大学との連携により小児科医師の確保に努め、小児医療の維持・充実に努めてい

ます。 

また、令和５年度からこどものインフルエンザ予防接種費用助成を高校生相当

まで拡大し、令和６年４月からは高校生世代までこども医療費助成を拡大してい

ます。 

◆こどもの居場所づくり 

「中津市放課後子ども総合プラン庁内ワーキンググループ」を設置し、放課後児

童クラブと放課後子ども教室との連携を図っており、校舎内で両事業を実施する

学校を推進しています。 

また、待機児童のいる小学校区を中心に、放課後居場所緊急対策事業を現在３校

区で実施しています。 

さらに、こどもの居場所の開設・運営に意欲のある民間団体等に対して、こども

食堂開設等に一部補助や放課後等デイサービスを令和元年の９事業所から令和６

年には 22事業所に増加させるなど、こどもの居場所づくりに努めています。 

◆安全・安心なまちづくり 

自主防犯組織への物的支援や学校運営協議会の中で、学校・家庭・地域が連携し

て見守りを推進しています。 

通学路の安全や、事故防止を目的として、年 3回、危険個所を調査し、事故を未

然に防ぐため、関係機関と通学路安全対策会議を開催し、環境改善に努めています。 

また、小学校、幼稚園、公園については、年１回専門業者または職員にて定期点

検を行っています。 

 

 

 

  



 

- 52 - 

②施策テーマ つながる元気 

■ひとりひとりの健やかな育ちを支援 

◆妊娠、出産、産後の支援 

令和４年度には産婦健康診査を開始、令和５年度には多胎妊婦へ妊婦健診を追

加(５回分)、令和６年度には妊婦健診項目の追加と妊産婦健診等支援事業を開始し、

安心して出産にのぞめる環境づくりに努めています。 

また、令和４年度から母子健康手帳交付や月１回の妊婦・赤ちゃん健康相談をロ

ゴフォームによる電子予約制に変更し、待ち時間の解消に繋げています。 

 

◆こどもの健やかな成長・発達の支援 

乳幼児健診未受診者へ電話等で受診勧奨をしたり、家庭や所属する園へ訪問し

たりするなど、すべての乳幼児の状況把握を行っています。 

こどもの発達相談会では、相談件数の増加に伴い、令和３年度から年６回の相談

会を年 10回に増やすとともに、令和６年度からは作業療法士を１名から２名体制

に変更し、相談支援体制の充実に努めています。 

要支援児童・家庭の早期発見と早期支援として、子育て世代包括支援センターで

把握した家庭に対し、早期よりこども家庭総合支援拠点と連携して対応していま

したが、令和６年度より、双方の一体的支援体制を図るため、「こども家庭センタ

ー」として開設し、より連携した要支援家庭への支援を実施しています。 

 

◆母と子の健康づくりの支援 

幼児教育・保育施設では、市の管理栄養士による食育推進、栄養教諭・学校栄養

職員の配置校では、児童・生徒への食育推進、「食育だより」を発行するなど家庭

での食生活等について啓発を行っています。また、令和６年度には、高校生に対す

る食育出前講座を実施しています。 

また、学校における健康教育の一環として、小学校 16校で喫煙防止教室、中学

校 8校で薬物乱用防止教室を実施しています。  
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■健やかな成長を支える学びの提供 

◆幼児教育・保育の充実 

学校教育課と保育施設運営課が事務局となり、架け橋期カリキュラム開発会議

の開催(3回程度)、研修会を通して幼児教育・保育施設と各小学校との連携に努め

ています。 

◆学校教育の充実 

中津市教育委員会主催の研修・研究会として、授業改善による学力の向上に向け、

経験の浅い教員を対象とした授業づくり研修会（34 名参加）、推進校の今津小学

校・中学校で講師を招聘しての校内研究会（今津小・中学校全教職員参加）、豊陽

中にて中津市授業研究会（71名参加）を実施しています。 

また、いじめ・不登校未然防止の強化として、令和６年度、登校支援員を２人か

ら５人に増員し、校内教育支援ルーム教員が連携し、学習や学校生活等の支援を行

っています。 

◆家庭や地域の教育力の向上 

こどもたちが、故郷に愛着と誇りを持ち続けることができるよう、ふるさと学習

を実施しています（令和６年参加者は 214名）。 

「ほめまち中津の『家庭教育のススメ』」を活用して、保護者が授業を行い、親

子の良好な関係づくりについて啓発を行っています。また、家庭教育をテーマにワ

ークショップ研修会と「あったかエピソード」の表彰式を毎年実施しています。 

あそびのすすめ推進事業では、児童館で児童厚生員が中心となり、こどもの楽し

い居場所づくりに努めています。 

また、教育福祉センター内のなかつプレーパークで、小学生を中心とした親子を

対象に「おっちょるデー」を毎月 1回開催しています（令和５年度 622名参加)。 
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■配慮の必要なこども・家庭のサポート 

◆社会的養育の確立 

すべてのこども・若者の健やかな育成を目的に、令和４年度から重層的支援体制

整備事業として、様々な機関で多様な相談を受けられる支援体制を構築していま

す。 

要支援家庭等の在宅支援を強化するため、児童養護施設２ヶ所、乳児院１ヶ所に

加え、里親の追加委託を実施しています。また、新たに「親子入所」、「入所希望児

童支援」の２支援を追加し、保護者の家庭養育・育児疲れ等による受け入れ体制を

強化しています。 

◆障がい児福祉等の充実 

障がい児の利用ニーズに応じて、各年齢期に応じた支援体制の整備を進めてお

り、直近 5ヶ年で事業所が大幅に増加しています（児童発達支援センター2ヶ所、

児童発達支援 17 ヶ所、放課後等デイサービス 22 ヶ所、保育所等訪問支援 3 ヶ

所）。 

中津市自立支援協議会にこども部会を設置し、事業所紹介や事例検討などを実

施しています。 

◆ひとり親家庭等への支援 

ひとり親の方が様々な子育て支援サービスやその他の支援の情報を得ることが

できるよう「ひとり親家庭サポートブック」の内容を年度ごとに改定し、窓口配布

もしくは市ホームページで公開しています。 

大分県母子家庭等就業・自立支援センターの協力で年１回、ひとり親家庭のため

の無料法律相談を実施し、養育費や面会交流、財産分与等の相談に対応しています。 

◆外国人への配慮 

市の外国人総合相談センター開設情報や、外国語版母子健康手帳の交付（10ヶ

国対応）、予防接種予診票の外国語版（17ヶ国対応）、ごみ・資源カレンダーを作

成し、情報提供を行っています。 

外国人児童・生徒に関わる教育指導の充実を図るため、日本語を理解できず、学

校教育に困りのある児童生徒に、６人の日本語指導員が支援を行っています。 

また、外国にルーツのある児童と保護者が集い、日本文化や日々の学習について

学ぶ場を作っています（令和 4年比 93名増 令和５年 357名）。 
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③施策テーマ 未来につなぐ 

■未来につなぐ人づくり 

◆乳幼児教育振興プログラム「あそびのすすめ」の推進 

「あそびのすすめ」に基づいた架け橋期のカリキュラムの開発作業を進めると

ともに、大分県幼児教育センター主催の研修会への参加や幼児教育アドバイザー

の活用について、全幼児教育・保育施設に勧奨しています。 

◆未来の親育て 

多世代交流として、中学校２年生を中心とした幼児教育・保育施設への職場訪問

や、総合的な学習の時間を活用した高齢者福祉施設の訪問などの交流を行ってい

ます。 

 

■若者の希望が叶うまちづくり 

◆出会い・結婚・ふるさと暮らしを応援 

若者の結婚に関する希望が叶うよう、おおいた出会い応援プロジェクト「OITA

えんむす部」等と連携し、出会いの場づくり事業を開催し、本事業を通じて結婚し

た中津市に在住する人に結婚祝いとして商品券を贈呈しています。 

また、令和３年度から、結婚して旧下毛地域に住む人に応援金を支給する「結婚

新生活応援金事業」を開始しました。 

令和５年度の移住・定住支援事業を通じた県外からの移住者は 104 名となり、

前年の 39 人を大きく上回りました。また、Ｕターン住宅改修補助を実施し、10

世帯 13人の Uターンにつながりました。 

◆子育て世代に選ばれるまちづくり「やっぱりいいね！中津で子育て」 

子育て支援策等の広報を強化するほか、「みんなが子育てしたくなるまち」等を

目指し、SNS、商業施設のデジタルサイネージ、スマホアプリ等を活用した広報力

強化に努めています。 

グローバル化する社会で活躍できる人材育成のため、市内小中学校に英語指導

助手、外国語指導員を配置し、中学生を対象に英会話教室・英検対策講座・APUで

の語学研修などを実施しています。 
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■つなぎ手・支え手の育成 

◆中津市全体でこどもと子育てを応援 

大分県の「おおいた子育て応援スクラム事業」と連携し、子育てに関する周知広

報、セミナーの開催を行っています。 

「地域ぐるみで子育てを支えるまちづくり」の一環として、サロン、住民型有償

サービス団体、子育てサークル（６ヶ所）に対し、事業継続に向けた支援を行っ

ています。 
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７ 現状・課題の整理 

（１）統計データからみえる課題 

中津市の総人口は、令和２年から減少傾向で推移しており、特に本耶馬渓・耶馬溪・山国地

域の減少傾向が強くなっています。 

地域別児童人口の推移をみると中津市全体で０歳人口が減少傾向にあり、中津・三光地域、

本耶馬渓・耶馬溪・山国地域ともに同様の傾向となっています。 

中津市の婚姻件数も減少していることから、今後も児童数は減少傾向で推移していくものと

考えられます。 

ひとり親世帯は近年減少に転じていますが、市全体の世帯数の推移をみると、核家族化の傾

向がみられ、子育てに対して支援を必要とする家庭も増加することが予想されます。 

中津市の共働き夫婦の割合をみると、０歳、1-２歳において共働き夫婦の割合は増加傾向に

あり、今後も 3号認定の教育・保育ニーズは増加することが予想されます。 

 

（2）アンケート調査結果からみえる課題 

平日の定期的な教育・保育事業の利用について、前回調査と比較し、利用割合は増加して

います。 

末子の年齢別共働き夫婦の割合の状況からみても、今後も教育・保育ニーズは高まることが

予想されるものの、児童人口は減少することが予想されることから、教育・保育の量の見込みを

設定する際には注意が必要です。 

放課後の過ごし方について、放課後児童クラブの利用希望は、就学前児童が５割、就学児童

が３割と、前回調査と同等の割合となっており、今後の量の見込みを設定する際には、統計デー

タとの突合が重要と考えられます。 

子育てに関する相談先について、「いない/ない」の割合が上昇しており、核家族化も一要因

として考えられます。また、子育ての環境や支援への満足度について、満足度が低い割合が上

昇しています。 

子育て世帯の暮らしの状況について、「苦しい」と回答した割合や必要な食料品が買えなか

った割合も県と比較して高くなっています。 

また、ひとり親世帯では、こどもの自己肯定感や自己有用感が低くなっていることから、こども

の貧困対策についても強化する必要があります。 

さらに、こどもの居場所として、８割程度がインターネット空間を居場所と回答しています。近

年、SNS等を通じた犯罪等が増加する中で、ネットリテラシーに対する取り組みが今後より重要

と考えられます。 

こどもの意見聴取について、中津市子ども・子育て会議に意見を伝えたい生徒の割合は

25%程度となっており、意見を伝えやすい方法・手法として、スマートフォンやタブレットを活用し

たオンラインによる回答が有効手段として挙げられます。 
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（３）前期計画の実績及び進捗状況からみえる課題 

①子ども・子育て支援事業計画 

教育・保育の量の見込みに対する確保方策は、本耶馬渓・耶馬溪・山国地域の１号認定を

除き確保できています。 

今後、教育保育の量の見込み、確保方策の設定にあたっては、児童人口の減少や共働き夫

婦の割合に十分留意する必要があります。 

地域子ども・子育て支援事業について、「地域子育て支援拠点事業」では、令和４年度以

降、実績値は計画値を大きく上回っており、核家族化の進行等にも留意する必要があります。 

「養育支援訪問事業」、「子育て短期支援事業」は、実績値が計画値を大きく上回っており、

量の見込み設定には実績値との突合に留意することに加え、支援を必要とする世帯に向けた

施策強化を図る必要があります。 

「延長保育事業」は、実績値が計画値を大きく下回っており、量の見込み設定には実績値と

の突合に留意することが重要です。 

 

②次世代育成支援対策行動計画 

中津市では、つなぐ・つながるをテーマに、３つの施策テーマ（「①つながる安心」、「②つな

がる元気」、「③未来につなぐ」）に基づき、子育て施策を展開してきました。 

各施策については、所管課にて施策目標のもと各種事業を展開していますが、今後、支援

を必要とする子育て世帯に対する相談支援体制及び貧困対策がより重要になってきます。 

また、こどもの居場所づくりについては、インターネット空間を居場所とする生徒も多く、ネット

リテラシーについての教育も重要になってくると考えられます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 計画の基本的な考え方
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１ 基本理念 

第２期なかつ子ども・子育て支援事業計画においては、「その笑顔が未来（なかつ）を創る！～

みんなでつなごう、笑顔のループ～」を基本理念とし、こどもを含む若者が将来（就労・結婚・出

産など）に希望を描きその希望が叶えられるよう、また、こどもたちに「生まれ育った中津で子育

てしたい！子育てするなら中津で！」と思ってもらえるよう、「みんなが子育てしたくなるまち」を目

指してきました。 

本計画では、こども基本法に規定される「市町村こども計画」として策定するにあたり、こども

の権利条約の父と言われるヤヌシュ・コルチャック氏が残した言葉「こどもはだんだんと人間にな

るのではなく、すでに人間である。」（1989 年「19 世紀隣人愛の思想の発展」）を踏まえ、これ

までの中津市における取組に、「こども・若者※1 を権利の主体として認識し、その多様な人格・個

性を尊重する視点」を新たに加えるものとします。このことにより、こども・若者本人への支援及び

子育て当事者への支援を車の両輪として推し進め、こども・若者の心身の状況や置かれている

環境にかかわらず、身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態（ウェルビーイング※2）

で生活を送ることができるよう、常にこどもの最善の利益を追求するまち「こどもまんなか社会」

の実現を目指します。 

また、中津市ではこれまで、周産期に係る高度な医療行為を行うことができる中津市民病院

の整備等による小児医療体制の充実、官民が一体となった「こどもの命を守る」相談体制の確

立、大型遊具を備えた公園の整備及び保育施設の待機児童対策等、中津市内だけで完結する

子育て環境整備に取り組んできました。特に、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制

強化と事業の拡充を組織的に整えるため、母子保健機能と児童福祉機能を一体的に運営する

「こども家庭センター」を令和６年４月に設置し、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対する、こ

れまで以上に切れ目や漏れのない相談支援体制を構築しています。加えて、第五次中津市総合

計画「なかつ安心・元気・未来プラン 2017」においては、将来都市像として【暮らし満足№１の

まち「中津」】が掲げられており、こどもも大人も共に暮らしやすいまちづくりを目指していること

から、本計画における基本理念を次のとおりとします。 

 

 

 

 
 

 

 

※１ こども基本法における「こども」の定義を踏まえ、「乳幼児期」（義務教育年齢に達するまで）、「学童期」（小学生年代）、「思春期」

（中学生年代からおおむね 18 歳まで）、「青年期」（おおむね 18 歳以降からおおむね 30 歳未満。施策によってはポスト青年期

の者も対象とする。）とで分けて示すこととする。なお、「若者」については、法令上の定義はないが、ここでは思春期及び青年期

の者とし、「こども」と「若者」は重なり合う部分があるが青年期の全体が射程に入ることを明確にする場合には、分かりやすく示す

という観点から、法令の規定を示す場合を除き、特に「若者」の語を用いることとする。 

 

※２ 身体的・精神的・社会的に良い状態にあるという包括的な幸福として、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義など

将来にわたる持続的な幸福を含むものをいう。  

第３章 計画の基本的な考え方 

こどもまんなか住み良いなかつ 

～すべてのこどもが健やかで輝きに満ち、未来を彩るまち～ 
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＜参考＞ 

 

 

 

 

 

 

  

◆我が国におけるこども施策に係る基本理念について 

 令和５年 4 月１日に施行されたこども基本法では、国において実施されるこども施策の基本理

念が次のとおり示されました。 

（基本理念） 

第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別

的取扱いを受けることがないようにすること。 

二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護さ

れること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利

が等しく保障されるとともに、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）の精神にのっとり教

育を受ける機会が等しく与えられること。 

三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項

に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。 

四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善

の利益が優先して考慮されること。 

五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を

有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家

庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こど

もが心身ともに健やかに育成されるようにすること。 

六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。 

（国の責務） 

第四条 国は、前条の基本理念（以下単に「基本理念」という。）にのっとり、こども施策を総合

的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体と

の連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責

務を有する。 
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２ 基本目標                                       

基本理念の実現に向けて、次の４つの基本目標に基づき、各種施策を展開していきます。 

（１）こども・若者の社会参画・意見反映 

こども・若者は、未来を担う存在であるとともに、今を生きている存在であり、生まれながらに

して権利の主体、かつ大人と同じく権利が尊重されるべき存在であるとの認識のもと、社会参

画や意見反映の機会を設け、こども・若者の意見等を中津市の施策に反映させることにより、こ

どもの最善の利益を追求する「こどもまんなか社会」のまちを目指します。 

（２）ライフステージを通した重要な支援施策 

「子育て」とは、こどもの誕生前から男女ともに始まっており、乳幼児期の後も、学童期、思春

期、青年期を経て、おとなになるまで続くものとの認識のもと、こども・若者への支援が特定の年

齢で途切れることなく行われ、円滑な社会生活が送れるようになるまで、ライフステージを通し

た縦断的な施策により、切れ目のない子育てを支えるまちを目指します。 

（３）ライフステージ別の重要な支援施策 

こどもは、乳幼児期から学童期、思春期、青年期における様々な学びや体験を通じて成長し

ていくとの認識のもと、それぞれのライフステージに特有の課題があり、それらが、こどもや若者、

子育て当事者にとってどのような意味を持ち、どのような点に留意すべきかを踏まえ、社会全体

で切れ目なく支えるまちを目指します。 

（４）子育て当事者への支援に関する重要な支援施策 

核家族化の進展や地域のつながりの希薄化など家庭をめぐる環境が変化している中で、祖

父母や近隣の人から、子育てに関する助言や支援、協力を得ることが難しくなってきているとの

認識のもと、子育て当事者が、経済的な不安や孤立感を抱いたり、仕事との両立に悩んだりす

ることなく、自己肯定感とゆとりを持って、こどもに向き合えるまちを目指します。 
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３ 施策体系                             
 

（１）こども・若者の社会参画・意見反映 

 ①こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有及び意見反映 

（２）ライフステージを通した重要な支援施策 

 ②多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり 

 ③こどもの貧困の解消に向けた対策の推進 

 ④障がい児支援・医療的ケア児等への支援 

 ⑤児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援 

 ⑥こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組 

（３）ライフステージ別の重要な支援施策 

 ⑦こどもの誕生前から幼児期まで 

 ⑧学童期・思春期 

 ⑨青年期 

（４）子育て当事者への支援に関する重要な支援施策 

 ⑩子育てや教育に関する経済的負担の軽減 

 ⑪地域子育て支援、家庭教育支援 

 ⑫共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大 

 ⑬ひとり親家庭への支援 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 施策の展開
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〈目指す姿〉 
こども・若者は、未来を担う存在であるとともに、今を生きている存在であり、生まれながらに

して権利の主体、かつ大人と同じく権利が尊重されるべき存在であるとの認識のもと、社会参

画や意見反映の機会を設け、こども・若者の意見等を中津市の施策に反映させることにより、こ

どもの最善の利益を追求する「こどもまんなか社会」のまちを目指します。 

 

 

 

基本目標① こども・若者の社会参画・意見反映 

 

 

 

 

 

 〈基本施策〉 

○基本施策１ こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有及び意見反映 

基本施策１ こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有及び意見反映 

〈現状と課題〉 

●こども基本法の制定により、こども・若者は心身の発達の過程にあっても、乳幼児期から生ま

れながらに権利の主体であることが明記されました。一方で、これまでの中津市の施策は主

に保護者の利益を追求してきたものであり、こども・若者本人の声を聴き、またそれを施策に

反映させる仕組みを構築する必要があります。 

●「こどもまんなか住み良いなかつ」を実現するためには、こども・若者を、多様な人格を持った

個として尊重し、その権利を保障し、最善の利益を図る必要があります。そのため、こども・若

者が権利の主体であることを含め、こども基本法やこどもの権利条約の趣旨や内容を社会

全体に周知し、考えを共有するため、積極的な情報発信に取り組む必要があります。 

●令和５年度に実施した市内中学校２年生本人へのアンケート結果によれば、大人に意見を

伝えやすい方法・手法として、スマートフォンやタブレットを活用したオンラインによる回答が有

効とされているため、こども・若者の意見を聴く際には留意が必要です。 

  

第４章 施策の展開 
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〈施策の方向性〉 

平成６年に子どもの権利に関する条約が批准されましたが、その条約の精神にのっとり、令

和５年にこども基本法が施行されたことにより、ようやく我が国においてもこどもの権利を保障

する体制が整いつつあります。 

こども基本法第３条では、全てのこども・若者について、その年齢及び発達の程度に応じた意

見表明機会や社会的活動に参画する機会を確保することとされています。 

中津市においても、こども・若者が権利の主体であることを市民の皆様に広く周知するととも

に、実際にこども・若者本人から意見を聴き、それを施策に反映させることにより、こども基本法

の基本理念を体現していきます。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

1 

新規 

こども・若者会議 子育て支援課 

こどもから直接市政に対する意見を聴取する機

会を設けることや、気軽に意見を言える体制を整

え、こども本人の意見を各種施策に反映させてい

きます。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

開催頻度 ０回/年 １回/年 １回/年 

2 

新規 

こどもまんなか社会の 

実現に向けた機運醸成 
子育て支援課 

こどもまんなか社会の実現のためには、こども・

若者が権利の主体であることを社会全体で理解・

共有したうえで、子育てしやすい環境を整えるこ

とが重要です。そこで、積極的に子育てに関する

情報発信を行うこと等により、機運の醸成を図り

ます。 

3 

新規 

こどもまんなか応援 

サポーター 
子育て支援課 

令和５年に大分県及び県下市町村と共に「こども

まんなか応援サポーター」合同宣言を行いまし

た。こどもの意見を聴き、またその意見を尊重す

る、社会全体で子育てを行う機運醸成に引き続き

取り組みます。 

4 みんな活躍授業の推進 学校教育課 

児童・生徒全員が考えを表現する機会を設ける

等の授業改善を行っています。このことにより、

「先生が教える授業ではなく、こども達が学ぶ授

業へ」変革し、児童・生徒の主体性を育みます。 

5 

中津市人権を尊重する

社会づくり推進条例の推

進 

人権・同和対策課 

中津市では、日本国憲法及び世界人権宣言の理

念にのっとり、市民一人ひとりが人権を尊び、社

会的身分、門地、人種、信条、性別、年齢、障が

い、疾病等による不当な差別や人権侵害をなくす

ための行動を促すとともに、すべての人々の人権

を尊重する社会の実現に向け「中津市人権を尊

重する社会づくり推進条例」を制定しています。今

後も、この条例の理念に基づき、すべての人々の

人権を尊重する人権行政を推進します。 

  

施策No.1-1 

こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有及び意見反映 
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No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

6 
「第３次中津市男女共同

参画計画」の推進 
人権・同和対策課 

男女共同参画の意識が進み、男女ともに仕事と

生活の調和がとれるよう、意識改革や生活の安

定、女性の活躍の推進を図ります。特に、長時間

労働の抑制等の推進、多様で柔軟な働き方の推

進、男性の家事・育児への参画を促進します。 

7 
「第２期中津市教育振興

基本計画」の推進 
学校教育課 

第２期中津市教育振興基本計画に基づき、豊か

な心と人権感覚を養うために、すべての教育活動

の中に道徳教育と人権教育の視点を位置づけ、

児童生徒の発達段階に応じた道徳・人権教育の

推進を図ります。 
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〈目指す姿〉 
「子育て」とは、こどもの誕生前から男女ともに始まっており、乳幼児期の後も、学童期、思春

期、青年期を経て、おとなになるまで続くものとの認識のもと、こども・若者への支援が特定の

年齢で途切れることなく行われ、円滑な社会生活が送れるようになるまで、ライフステージを通

した縦断的な施策により、切れ目のない子育てを支えるまちを目指します。 

基本目標② ライフステージを通した重要な支援施策 

 

 

 

 

 

 〈基本施策〉 

○基本施策２ 多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり 

○基本施策３ こどもの貧困の解消に向けた対策の推進 

○基本施策４ 障がい児支援・医療的ケア児等への支援 

○基本施策５ 児童虐待防止対策及びヤングケアラーへの支援を含めた社会的養育の確立 

○基本施策６ こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組 

基本施策２ 多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり                     

〈現状と課題〉 

●乳幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる極めて重要な時期であり、多くの研

究から、日々の生活や遊びが、豊かな感性、好奇心や探求心等を育み、さらに創造性を豊か

にする等、夢に向かって人生を積み重ねていく土台となることが分かっています。そのため、親

子が地域の資源を活用し、様々な人と関わり合いながら生活や遊び等の体験を通じて楽し

める環境づくりが必要です。 

●中津市は自動車関連の企業が集まる産業集積地域であり、親元を離れて就職し、結婚・出

産を経験する人も少なくありません。そのため、中津市内にどのような遊びや体験ができる場

があるのかについて、分かりやすく情報発信することが求められます。 

●近年は外国人労働者が増えてきており、同じ市民として共に社会生活を送っています。こど

も・若者が異文化や多様な価値観、我が国の伝統・文化への理解、チャレンジ精神、外国語

によるコミュニケーション能力を育成する教育や教養教育を推進する必要があります。 

●こども・若者が、性別にかかわらず、様々な可能性を広げていくことができるよう、学校教育と

社会教育において男女平等の理念を推進する教育・学習の一層の充実を図る必要がありま

す。また、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるため、心

身の発達に応じた教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じた知識の着実な普及等の

施策を講じる必要があります。 
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〈施策の方向性〉 

遊びや体験活動は、こども・若者の健やかな成長の原点であり、自らの遊びを充実、発展さ

せていくことは、創造力や好奇心、自尊心、創造力や思いやり、やり抜く力、折り合いをつける力

などの社会を生き抜くうえでの必須のスキルを育みます。こども・若者が主体的に選択でき、多

様な遊びや体験・活動、さまざまな人との交流ができる居場所づくりを進めるため、自由来館型

の児童館や屋外公園を充実させるほか、若者が余暇を楽しめる施設や未就学児の親子の居

場所も確保します。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

8 児童館運営事業 子育て支援課 

０歳から 18歳までのこどもたちが、放課後や休日
に自由に遊び、遊びを通じて多様な体験や交流
をし、その成長を見守り、乳幼児期から思春期ま
での切れ目のない支援を行う児童福祉施設で
す。 

9 

拡充 
若者の余暇の充実 体育・給食課 

野球・サッカー・ボルダリング等の若者に人気の
スポーツ施設の整備等により、若者の余暇の充
実を図っています。 

10 

赤ちゃんの駅 子育て支援課 

市内には多数の公共施設や民間施設が、外出先
で授乳やおむつ替えができる「赤ちゃんの駅」とし
て登録されています。ミルク用のお湯の提供を行
っている駅もあり、親子の市内の外出を支援しま
す。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

登録数 69施設 72施設 75施設 

11 
なかつ子育てサポート

BOOK 
子育て支援課 

自然を活用した遊び場や、各子育て支援関係機
関の情報等を網羅した冊子を作成し、ちょっとし
たおでかけや各種イベント等に参加しやすい機運
醸成及び情報発信を行います。 

12 

拡充 

屋外公園の充実 建設政策課 

県内有数の大型遊具を有する公園や、ちょっとし
た遊び場としての公園について、遊具等の適切
な維持管理を行い、親子が安心して遊べる居場
所を確保します。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

遊具点検回数 ４回/年 ４回/年 ４回/年 

13 

なかつ・こどもいきいき 

プレイルーム 
こども家庭センター 

地域子育て支援拠点事業所の一つですが、その
中でも、屋内でありながら広い面積を有し、未就
学のこどもが思いっきり遊べる屋内施設です。暑
い日や寒い日でも安心して親子が一緒に遊べる
場として広く周知します。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

年間利用者数 － 34,630人 32,466人 

  

施策No.２-1 

遊びや体験活動の推進、生活習慣の形成・定着 
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No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

14 歴史と文化の伝承 社会教育課 

「第２期中津市教育振興基本計画」に基づき、市
民だれもが中津の歴史や文化を身近に触れ、活
躍できる場を提供し、伝統的な文化や歴史的遺
産を後世に引き継ぐための支援を行い、地域へ
の誇りと愛着を育てます。 

15 
第三次中津市健康づくり

計画 
地域医療対策課 

すべての市民が、生活しているだけでおのずと健
康になる環境づくりや、楽しみながら自然に身体
活動量が増えるようなしくみを推進し、「すべての
市民が健やかで心豊かに生活できるまち」の実
現を目指します。 

16 

親子ふれあいイベント 子育て支援課 
ひとり親家庭にものづくりや学びの場を提供し、
ひとり親家庭の親及び子のふれあいの増進を図
ることを目的に開催しています。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

年間開催数 １回/年 １回/年 １回/年 

17 

地域子育て支援拠点 

事業 
こども家庭センター 

子育て支援センターの名前で親しまれており、地
域の身近なところで、気軽に親子の交流や子育
て相談ができる場所です。市内７か所で実施して
います。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

※中津市子ども・子育て支援事業計画（第

５章）にて管理 
－ － － 
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〈施策の方向性〉 

こども・若者が、一人一人異なる長所を伸ばし、特技を磨き、才能を開花させ、世界や日本、

地域社会の未来を切り開いていけるよう、異文化や多様な価値観と触れること、在住外国人へ

の支援、ジェンダーギャップの解消、若者の就業支援、住宅支援等を推進します。中津市では、

異文化交流や外国人への支援等を通じて、多様性に寛容なまちを目指します。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

6 

【再掲】 

「第３次中津市男女共同

参画計画」の推進 

人権・同和対策課 

男女共同参画の意識が進み、男女ともに仕事と
生活の調和がとれるよう、意識改革や生活の安
定、女性の活躍の推進を図ります。特に、長時間
労働の抑制等の推進、多様で柔軟な働き方の推
進、男性の家事・育児への参画を促進します。 

18 
男女共同参画週間の取

り組み 
人権・同和対策課 

男女共同参画社会の実現に向けた標語コンクー
ルや記念講演会、街頭キャンペーンを開催し、
様々な方法で啓発活動を行います。 

19 

拡充 

在住外国人・留学生へ

の情報提供と生活支援 

総合政策課 

企業立地・ 

雇用対策課 

外国人の方が暮らしの様々な困りごとなどについ
て夜間や休日にも相談できる一元的な窓口を設
置し、相談内容に応じて支援窓口へつなぐなど、
適切な情報提供を行います。また、外国人を雇用
する企業に対し、外国人が働きやすい環境整備
のための支援を行います。 

20 

新規 

外国人を受入れた事業

所への人材育成支援 

企業立地・ 

雇用対策課 

市内の歴史や観光に触れ、日本文化を学ぶ機会
を提供し、外国人従業員の日常生活の充実を目
的とし、「中津を学ぼう体験ツアー」を実施してい
ます。また、資格取得に関する補助事業も行って
います。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

外国人の資格取得支援事業補助金の 

利用者数 
３人 ５人 ５人 

21 

拡充 

空き家バンク制度 まちづくり推進課 

市内全域の空き家を登録し、ホームページ等を
通じ利用希望者を募る空き家バンクを運用してい
ます。更に成約件数を増やすべく取組みを進めま
す。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

５年間で累計 250件 33件 
150件 

（R7～R9累計） 

250件 

（R7～R11累計） 

22 

若者の地元への就業 

支援 

企業立地・ 

雇用対策課 

企業合同就職説明会の開催により、地元企業へ
の就労を支援しています。また、地元企業及び大
分県立工科短期大学と連携し、小学生ものづくり
体験授業を実施しており、地元ものづくり企業を
知ってもらう機会としています。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

合同就職説明会等の年間参加者数 235人 280人 280人 

  

施策No.２-２ 

こども・若者が活躍できる機会づくり 
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No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

23 

産業創出の担い手育成 
企業立地・ 

雇用対策課 

産業創出の担い手となる人材を発掘・育成するた
め、起業希望者や起業家の新たなビジネスづくり
の学びの機会を提供する、創業・新規事業構築
セミナーや女性起業家支援事業を開催していま
す。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

中津市創業支援等事業計画に基づく年間

創業者数 
15人 20人 20人 

24 
日本語教室 

「あい♡ことば」 
社会教育課 

日本語を母語としない児童と保護者が集い、日本
文化や日本語を中心とした日々の学習について
学ぶ場を提供します。 

25 

拡充 
日本語指導員の配置 学校教育課 

日本語の理解のために支援が必要で、学校教育
に困りのある小中学校の児童生徒に、支援を行
います。 

26 

新規 

中津市立中学校標準服

の導入 
学校教育課 

快適に自分らしく学校生活を送ることができる標
準服として、機能性・経済性・多様性に配慮した
同一デザインの上着を導入するとともに、ボトム
スは本人の希望により、スラックス、スカート、キ
ュロットから選択できるようにしています。また、上
着のエンブレムやボタン等のデザインについて、
児童・生徒の投票により決定したものを使用しま
す。 
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基本施策３ こどもの貧困の解消に向けた対策の推進                      

〈現状と課題〉 

●こどもの貧困は、経済的な面だけではなく、心身の健康や衣食住、進学機会や学習意欲、前

向きに生きる気持ちを含め、こどもの権利利益を侵害するとともに、社会的孤立にもつながる

深刻な課題です。 

●こどもの貧困の背景には様々な社会的な要因があるとの認識のもと、こどもの現在と将来が

生まれ育った環境によって左右されることのないよう貧困を解消し、貧困の連鎖を断ち切る

必要があります。 

●保護者の所得など家庭の状況がこどもの学力や体験の機会に影響を与えるなど、教育にお

ける格差の問題が指摘されています。全てのこども・若者が、家庭の経済状況にかかわらず、

質の高い教育を受け、能力や可能性を最大限に伸ばして、それぞれの夢に挑戦できるように

する必要があります。 

●貧困の状況にあるこども・若者や子育て当事者の社会的孤立防止のため、親の妊娠・出産

期からの相談支援の充実やこどもの居場所づくりなど、各段階における支援が切れ目なく行

われるよう、様々な関係機関が密接に連携して関連分野における総合的な取組を進める必

要があります。 

  



 

- 72 - 

 

 

 

〈施策の方向性〉 

貧困によって、日々の食事に困るこどもや、学習の機会や部活動・地域クラブ活動に参加する

機会を十分に得られないこども、進学を諦めざるを得ないなど権利が侵害された状況で生きて

いくことを防ぐため、経済的な支援やセーフティネットにつなげる相談体制の構築を推進します。

中津市では直接的な金銭援助のほか、様々な関係機関が連携する「切れ目のない顔の見える

支援」に力を入れており、どの窓口に相談しても最適な機関に繋がり、適切な支援が受けられ

る体制を構築しています。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

27 

拡充 
児童手当 子育て支援課 

高校生年代までのこどもを養育している人に支給
する手当であり、こどもの育ちを支える基礎的な
経済支援です。受給者の手続きに係る利便性向
上を図るとともに、適正な支給事務に努めます。 

28 

拡充 
児童扶養手当 子育て支援課 

ひとり親家庭等の生活の安定と自立を援助し、児
童の福祉増進を図るため、児童扶養手当を支給
しています。 

29 
こども家庭センター 

（児童福祉機能） 
こども家庭センター 

こどもとその家庭及び妊産婦等を対象に、実情の
把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関
との連絡調整その他の必要な支援を行っていま
す。 

30 

要保護児童対策地域協

議会 
こども家庭センター 

児童虐待の早期発見及び要支援家庭への適切
な支援を行うため、福祉・教育・保健・医療・警察・
人権擁護等の各機関の代表者で構成され、各機
関の連携の下に組織的・専門的対応を図ってい
ます。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

開催頻度 2回/年 2回/年 2回/年 

31 

拡充 
こども医療費の助成 こども家庭センター 

高校生年代以下のこどもの入院・通院医療費を
助成しています。すべてのこどもが安心して医療
が受けられるよう、医療費助成制度の充実に努
めます。 

32 

こども食堂の開設支援 子育て支援課 

こども食堂の新規開設や機能強化を支援する補
助金を交付します。地域のこどもたちが食事や団
らん等を通して、豊かな人間性や社会性を身に
付け、安心して過ごすことができるこどもの居場
所づくりを進めます。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

こども食堂の新規開設か所数 １か所 １か所 １か所 

 

  

施策No.３-1 

こどもの貧困の解消に向けた対策の推進 
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No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

33 助産・母子保護制度 

こども家庭センター 

福祉政策課 

福祉支援課 

市民病院 

助産制度は、経済的理由により入院助産を受け
ることができない妊産婦を対象に、入院費用を援
助する制度です。母子保護制度は、母子生活支
援施設へ入所し、母子の生活安定と自立支援を
図る制度です。困窮する妊産婦に対し、相談支援
機関や市民病院が積極的に関与し、どのような
状況でも安心して出産できる環境づくりに努める
ほか、DV や生活困窮等で支援が必要な母子の
保護に努めます。 

34 
生活困窮者自立相談支

援窓口 
福祉政策課 

社会福祉協議会に窓口を設置し、生活困窮者に
対する支援や適切に生活保護制度につなげる対
応を図っています。 

35 母子父子自立支援員 こども家庭センター 

こども家庭センター内に母子父子自立支援員を 1
名配置し、住居や生活、就労、教育、ＤＶ等の関
係機関と連携して支援しています。ひとり親家庭
等のワンストップ相談窓口と位置付け、総合的か
つ計画的な支援を行います。 

36 
母子父子寡婦福祉資金

貸付金 
こども家庭センター 

ひとり親家庭等のこどもの修学のための資金、保
護者等の資格取得のための資金等、各種資金の
貸付を行う制度です。 

37 

ひとり親家庭のための 

無料法律相談 
こども家庭センター 

大分県母子家庭等就業・自立支援センターと協
働で、年に 1回程度、無料法律相談会を開催して
います。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

開催頻度 １回/年 １回/年 １回/年 

38 
放課後児童クラブ保護

者負担金助成事業 
子育て支援課 

児童扶養手当受給世帯等の低所得世帯に対し、
大分県の事業として放課後児童クラブ保護者負
担金の一部を助成しています。また少子化対策と
して、中津市独自でこどもが２人以上の多子世帯
に対する助成も実施します。 

39 

拡充 
就学援助制度 学校教育課 

こどもの就学に際して経済的な援助が必要な保
護者へ、必要な費用を支給しています。 

40 

子育て用品等のリユー

スの取り組み 
清掃管理課 

中津市役所ロビーに「ゆずります、ゆずってくださ
い」コーナーを設置し、学生服・ベビーカー・おもち
ゃなど利用者がそれぞれ要らないもの・欲しいも
のを提供しています。 

また、クリーンプラザ３階の「アース君の部屋」で、
学生服・ベビーカー・おもちゃなど利用者がそれ
ぞれ要らないものを持ち寄り、代わりに欲しいも
のを持って帰る物々交換の場を提供しています。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

利便性の向上 随時 随時 随時 

41 中津市奨学資金 学校教育課 

高校進学者及び准看護師養成所に進むもので、
学業、人物ともに優秀と認められ、経済的理由に
より学資の支弁が困難なものを対象に奨学資金
を贈与します。 

42 生理用品支援事業 学校教育課 
小中学校において、保健室及び女子トイレの個
室ブース等に配付用の生理用品と生理用ショー
ツを準備します。 
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No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

24 

【再掲】 

日本語教室 

「あい♡ことば」 

社会教育課 
日本語を母語としない児童と保護者が集い、日
本文化や日本語を中心とした日々の学習につ
いて学ぶ場を提供します。 

43 

スクールソーシャルワー

カー及びスクールカウン

セラーの活用 

学校教育課 

教育委員会にスクールソーシャルワーカー及び
スクールカウンセラーを配置し、児童・生徒が生
活の中で抱えている様々な問題の解決を図って
います。学校における教育相談や家族支援の体
制を強化します。 

44 
ひとり親家庭医療費 

助成事業 
子育て支援課 

ひとり親家庭の保護者と児童の医療費を助成し
ています。 

45 
自立支援教育訓練 

給付金 
子育て支援課 

ひとり親家庭の保護者が就職に有利な資格や技
能を取得する場合、指定教育講座の受講に係る
費用を助成しています。 

46 
ひとり親家庭への 

就労支援 
子育て支援課 

児童扶養手当の現況届受付期間中に中津市役
所内にハローワーク中津の特設窓口を設置する
等、児童扶養手当受給者を対象とした就職支援
を行っています。 

47 
高等職業訓練促進 

給付金 
子育て支援課 

ひとり親が就職に有利で生活の安定に役立つ資
格を取得するために養成機関で６ヶ月以上修業
する場合、就業期間中（上限４年）の生活費を支
給します。 

48 

新規 

支援対象児童等 

見守り強化事業 
こども家庭センター 

困りや不安を抱える子育て世帯の居宅を訪問す
るなどして状況の把握や食事の提供、学習・生活
指導支援等を通じた見守り体制の強化を図り、児
童虐待の早期発見・早期対応を推進します。 
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基本施策４ 障がい児支援・医療的ケア児等への支援                                 

〈現状と課題〉 

●こどもの発達に課題が見られた場合、早期に発見し、適切な支援や療育につなげていく必要

があり、保護者の障害受容等に配慮した支援体制の充実が求められています。また、保護者

やこどもに関わる機関の関係者の発達障害に対する正しい理解を深める必要があります。 

●障害の有無にかかわらず、安心して共に暮らすことができる地域づくりを進めるため、保育所、

認定こども園、幼稚園、小学校等において、適切な教育・保育が受けられる体制の整備が必

要です。 

●中津市は、児童通所支援や放課後等デイサービスの利用者が増えており、それぞれの事業

所も増加しています。こどもにとってふさわしいサービスにつなげていくため、各事業所におい

て質の確保に取り組む必要があります。 
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〈施策の方向性〉 

障がいのあるこども・若者、発達に特性のあるこども・若者の地域社会への参加・包容（イン

クルージョン）を推進し、それぞれのこども・若者の置かれた環境やライフステージに応じて、一

般の子育て支援との連続の中で、その発達や将来の自立、社会参加を支援するとともに、保護

者等家族への支援も推進します。中津市では特に、放課後等デイサービス等の療育の場として

のこども本人の居場所の確保や保護者に対する相談体制の充実のほか、小学校就学前の５歳

児と１年生の２年間を円滑に接続するため、インクルージョンの視点を取り入れた「架け橋期の

カリキュラム」を作成しています。教育委員会と健康福祉部が連携しつつ、障がい児保育事業

や保育所等訪問支援事業等様々な施策を通じてインクルージョンを推進します。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

49 

巡回支援事業・保育所

等訪問支援事業 

福祉支援課 

保育施設運営課 

幼児教育・保育施設や学校等のこどもが集まる
施設に心理士や作業療法士など発達障がい等
の知識を有する専門員が訪問し、障がいが“気に
なる”段階から支援を行うために、職員等に対し
て相談・助言を行っています。障がいのある児童
の集団生活への適応や、障がいの早期発見・早
期対応のための支援に努めます。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

巡回支援を利用する施設の割合 30％ 60％ 90％ 

50 

拡充 
障がい児通所支援 福祉支援課 

児童発達支援 18か所、医療型児童発達支援１ヶ
所、放課後等デイサービス 22 か所、保育所等訪
問支援３か所で通所支援を実施しています。障が
い児の利用ニーズ等を考慮し、円滑な利用の促
進を図ります。 

51 障がい児相談支援 福祉支援課 

障がいのある児童の適切なサービス利用に向け
て、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するた
め、障害児支援利用計画の作成や、利用中のサ
ービスのモニタリング等を行っています。 

52 
障がい児への支援機器

の支給や医療の給付 
福祉支援課 

障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律（障害者総合支援法）に基
づき、障がいのある児童の日常生活を支援する
ため、補装具や日常生活用具を支給、育成医療
の給付を行っています。 

53 
障がい児余暇活動支援

てくてく 
福祉支援課 

障がいのある児童が余暇を充実して過ごすた
めの活動の場を、社会福祉協議会が提供してい
ます。軽スポーツやレクリエーション等、障が
いのある児童が楽しく体を動かすことができ
るよう、内容の充実に努めます。 

54 
訪問系・日中活動系 

サービス 
福祉支援課 

居宅介護 12 か所、短期入所５か所、日中一時支
援３か所、移動支援５か所、行動援護２か所で居
宅訪問や日中活動等の支援を実施しています。 

 

施策No.４-1 

障がい児支援・医療的ケア児等への支援 
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No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

55 地域活動支援センター 福祉支援課 
障がいのある児童等に創作活動や交流の場を提
供し、相談支援も行っています。利用児童等がく
つろぎ、自由に過ごせる場所づくりに努めます。 

56 

拡充 

障がいのある児童への

保育の支援 

子育て支援課 

保育施設運営課 

学校教育課 

幼児教育・保育施設や放課後児童クラブにお
いて、職員の加配等により、障がいのある児童
の受入を支援しています。保護者の就労支援
にも資する取組です。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

障がいのある児童を受け入れる施設の 

割合 
70％ 80％ 90％ 

57 
障がいのある保護者の

支援 
福祉支援課 

中津市障がい者プランに基づいて、障害福祉の
充実に努めています。障害福祉サービスと子育
て支援サービスを効果的に組み合わせる等、関
係支援機関が相互に連携し、寄り添いの個別支
援や家族支援を図ります。 

58 
特別児童扶養手当・障

害児福祉手当 
福祉支援課 

心身に障がいのある児童や保護者の精神的・物
質的負担の軽減と福祉の増進を図るため、手当
を支給しています。 

59 
在宅重度障害者（児） 

住宅改造助成事業 
福祉支援課 

在宅の心身に重度の障がいがある人が、住宅設
備を改造する場合に、その費用の一部を助成し
ます。在宅の障がいがある児童の日常生活の利
便性向上を図るため、本事業が有効活用される
よう制度の周知に努めます。 

60 
中津市自立支援協議会

こども部会 
福祉支援課 

障がい福祉や保健、保育、教育等に関わる福祉
事業所や行政機関等で構成されています。障が
いのあるこどもやその家族に対して、乳幼児期か
ら学校を卒業するまで、一貫した効果的な支援を
身近な場所で提供する体制づくりを目標に活動し
ます。 

61 
相談支援ファイル 

「あすなろ」 
学校教育課 

支援を必要とするこどもに必要な支援が継続して
行われるよう、こどもの育成歴の記録、サービス
利用状況等を１冊にまとめて保管ができるファイ
ルを配布しています。これにより、進学等の際に
スムーズな情報の引き継ぎを可能とします。 

62 

新規 

医療的ケア児在宅レス

パイト事業 
福祉支援課 

在宅で医療的ケア児の看護・介護を行う家族に
対し、家族の負担軽減及びレスパイトを図るた
め、保険適用外（医師指示書の範囲以上、外出
時など）で訪問看護を利用した場合の利用料に
ついて助成を行います。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

指定訪問看護事業所数 ３事業所 ４事業所 ５事業所 
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基本施策５ 児童虐待防止対策及びヤングケアラーへの支援を含めた社会的養育の確立                                

〈現状と課題〉 

●平成１８年に設置された「中津市要保護児童対策地域協議会」では、児童福祉・保健医療・

教育・警察・司法等の関係者が委員として構成されている代表者会議の開催（年２回）や、

各関係機関の要保護児童の支援に携わる実務者による実務者会議を開催（毎月１回）して

おり、引き続き顔の見える関係づくり、機関相互の円滑な連携のため情報交換や協議を行っ

ていく必要があります。 

●虐待は決して許されるものではありませんが、あらゆる子育て当事者が無縁ではないという

認識の下、不適切な養育につながる可能性のある家庭の支援ニーズをキャッチし、こどもや

家庭の声を受け止め、子育ての困難や不安を分かち合うことで、子育てに困難を感じる家庭、

こどものＳＯＳをできる限り早期に把握し、具体的な支援を行う必要があります。 

●ヤングケアラーについては近年社会問題として取り扱われることが増えてきたものの、周囲の

大人のみならず、本人や家族に自覚がないなどといった理由から、支援が必要であっても表

面化しにくいという課題があります。早期発見及び早期支援を行うため、広報等の啓発活動

や教育委員会等の関係機関と連携して支援を行っていく必要があります。また、ヤングケアラ

ーの支援については、「介護（高齢）」「障害」「子ども・子育て」「学校教育」「地域づくり」な

ど、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援を一体的に実施で

きるよう、「重層的支援体制整備事業」の中で、支援の在り方を協議し地域の関係機関と連

携して、ヤングケアラー本人だけでなく、家族全体に対する支援体制を整えていく必要があり

ます。 

●こどもが権利の主体であり、こどもの最善の利益を優先することを念頭に、こどもが家庭にお

いて健やかに養育されるよう、地域全体で支える社会的養育の推進を図る必要があります。

これらの子育てに困難を抱える家庭への包括的な支援のための体制強化として、令和６年

度に設置された「こども家庭センター」は、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもへの一体的な

相談支援と、必要な地域資源の開拓にも努めながら、地域の関係機関との連携協働した支

援体制の充実・強化を図る必要があります。 
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〈施策の方向性〉 

児童虐待は、こどもの心身に深い傷を残し、成長した後においても様々な生きづらさにつな

がり得るものであり、どのような背景や思想信条があっても許されるものではありません。しかし

一方で、虐待に至った親にも自らの被虐待経験や、貧困、疾病、障害等の様々な困難が背景に

ある場合が多いという現実もあり、子から親になった養育者自身が置かれている困難に対する

支援を社会全体で提供する必要があります。中津市では「要保護児童対策地域協議会」のネ

ットワークを活用し、様々な関係機関との情報共有や顔の見える連携を図ることで、児童虐待を

早期に発見し、包括的な支援に努めます。 

また、児童が心身ともに健やかに養育されるよう、家庭での養育が困難又は適当でない場

合は養育環境の改善に取り組みながら、家庭養育優先原則に基づき、こどもが「家庭における

養育環境と同様の養育環境」において継続的に養育されるよう、里親の確保・充実を進めると

ともに、家庭や里親等での養育が適当でない場合の児童養護施設との連携に努めます。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

63 ホームスタート こども家庭センター 

未就学児のいる家庭にボランティア（ビジター）が
訪問し、傾聴と協働により、アウェイ育児（出身地
以外での育児）等に悩む保護者を支援していま
す。保健師と連携して制度周知や利用促進を図
るほか、ビジターの養成に努めます。 

64 

養育支援訪問事業 こども家庭センター 

赤ちゃん訪問や乳幼児健診の結果等により、養
育支援が特に必要と認められる家庭を訪問し、
養育に関する指導・助言等を行うことにより、家庭
の適切な養育の実施を確保しています。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

※中津市子ども・子育て支援事業計画（第

５章）にて管理 
－ － － 

29 

【再掲】 

こども家庭センター 

（児童福祉機能） 

こども家庭センター 

こどもとその家庭及び妊産婦等を対象に、実情の
把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関
との連絡調整その他の必要な支援を行っていま
す。 

30 

【再掲】 

要保護児童対策地域協

議会 

こども家庭センター 

児童虐待の早期発見及び要支援家庭への適切
な支援を行うため、福祉・教育・保健・医療・警察・
人権擁護等の各機関の代表者で構成され、各機
関の連携の下に組織的・専門的対応を図ってい
ます。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

開催頻度 ２回/年 ２回/年 ２回/年 

 

  

施策No.５-1 

児童虐待防止対策等の更なる強化及び社会的養育の確立 
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No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

65 

保育コーディネーターの

活用 
保育施設運営課 

市内 25 施設で、特別な配慮が必要な児童や家
庭に応じた専門的な支援を行うとともに、関係機
関と連携し適切な時期に適切な支援につなげる
ことができる専門的保育者が保育コーディネータ
ーとして活動しています。全施設に保育コーディ
ネーターが配置されるよう、県と連携して保育コ
ーディネーターの養成に努めます。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

保育コーディネーターを配置する施設の

割合 
70％ 80％ 90％ 

66 

中津方式の社会的養育

に関わる対応・人材育成

システム 

こども家庭センター 

スペシャルケア研究会、母子保健事業研究会、
家族支援に関する合同研修会等の官民が一体と
なった取り組みにより、社会的養育に関わる支援
者が相互に連携・研鑽を深め、要支援家庭等の
早期発見・早期支援に努めています。 

67 こども家庭センター こども家庭センター 
令和６年４月より母子保健と児童福祉の機能を一
体化し、切れ目のない、またより身近な相談機関
として、包括的な支援を行います。 

68 

拡充 

子育て短期支援事業 こども家庭センター 

保護者の出張や冠婚葬祭、病気、育児疲れ等に
より、こどもの養育ができない場合に、児童養護
施設、乳児院、里親において短期間の宿泊等で
こどもを預かります。また、多様化するニーズに
対応するため、親子での利用やこどもからの希望
による利用など拡充を図ります。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

※中津市子ども・子育て支援事業計画（第

５章）にて管理 
－ － － 

43 

【再掲】 

スクールソーシャルワー

カー及びスクールカウン

セラーの活用 

学校教育課 

教育委員会にスクールソーシャルワーカー及び
スクールカウンセラーを配置し、児童・生徒が生
活の中で抱えている様々な問題の解決を図って
います。学校における教育相談や家族支援の体
制を強化します。 

69 

新規 

子育て世帯訪問支援 

事業 
こども家庭センター 

家事・子育て等に対して不安・負担を抱えた子育
て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭を
訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩み
を傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実
施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待
リスク等の高まりを未然に防ぎます。 

70 児童養護施設との連携 
こども家庭センター 

学校教育課 

入所児童の学習支援や生活支援、退所後の自
立支援や施設と地域の交流支援を行っていま
す。 

71 里親の推進 こども家庭センター 
大分県では、一中学校区に一里親家庭を目標
に、里親制度説明会を開催しています。中津市で
も様々な媒体を用いて周知広報に努めます。 
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〈施策の方向性〉 

本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこども、いわ

ゆるヤングケアラーの問題は、ケアが日常化することで学業や友人関係等に支障が出てしまう

など、個人の権利に重大な侵害が生じているにもかかわらず、こども本人や家族に自覚がない

場合もあり、顕在化しづらいという問題があります。そのため中津市では、教育委員会と連携し

て早期発見を目指すため、コーディネーターを配置するとともに、毎月教育委員会と情報共有

の場を設けています。実際に困りのある家庭にはヘルパー等を派遣し支援します。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

69 

新規 

【再掲】 

子育て世帯訪問支援 

事業 

こども家庭センター 

家事・子育て等に対して不安・負担を抱えた子育
て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭を
訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩み
を傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実
施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待
リスク等の高まりを未然に防ぎます。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

※中津市子ども・子育て支援事業計画（第

５章）にて管理 
－ － － 

72 

新規 
ヤングケアラー支援事業 こども家庭センター 

親の介護や幼いきょうだいの世話などを行うヤン
グケアラーの早期発見早期支援につなげるた
め、コーディネーターを配置し、啓発活動や、教育
委員会等関係機関と連携し支援を行います。 

43 

【再掲】 

スクールソーシャルワー

カー及びスクールカウン

セラーの活用 

学校教育課 

教育委員会にスクールソーシャルワーカー及び
スクールカウンセラーを配置し、児童・生徒が生
活の中で抱えている様々な問題の解決を図って
います。学校における教育相談や家族支援の体
制を強化します。 

 

  

施策No.５-2 

ヤングケアラーへの支援 
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基本施策６ こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組                               

〈現状と課題〉 

●平成２８年の自殺対策基本法の改正により、全ての自治体に自殺対策計画の策定が義務付

けられ、中津市においても「中津市自殺対策計画」が策定されています。しかし、大人の自殺

とこども・若者の自殺については、その要因やＳＯＳサインの出し方も異なる傾向があることか

ら、こども・若者に合わせた対策が必要です。 

●中津市においては令和２年度に小中学校における児童生徒１人１台タブレット端末の整備が

行われ、こどもがインターネット上の世界と触れ合う機会が一気に増大されましたが、それに

伴い、情報モラル教育や実際にインターネット犯罪等からこどもを守る取組みが急務とされて

います。 

●令和５年１１月に就学児童保護者に対して実施した中津市子ども・子育て支援事業ニーズ b

調査によると、子育てをするうえで行政等からして欲しいサポートとして、登下校や放課後等

の見守りをして欲しいという意見が１１件ありました。行政が行える通学路の安全点検等をし

っかり行っていく必要があります。 
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〈施策の方向性〉 

全国的に小中高生の自殺者数が増加傾向にあり、中津市でも、「中津市自殺対策計画」の

もと、関係機関や関連施策と連携し、生きることの包括的な支援体制を構築しています。また、

周りに相談できないこどもに配慮し、タブレット端末から相談窓口にアクセスできるルートを確

保するほか、いじめが発生した際にも、専門家である第三者機関が調査や対応ができる体制

を構築しており、誰も自殺に追い込まれることのないよう、緊張感をもって体制強化を図ります。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

73 
いじめ問題への対策 

強化 
学校教育課 

いじめ問題対策連絡協議会を設置し関係機関の
連携を推進するとともに、教育委員会の諮問機
関としていじめ問題専門委員会を設置することに
より、第三者である専門家による調査や対応を可
能としています。 

74 いじめ相談窓口 学校教育課 

大分県が開設する相談窓口「いじめ・不登校相
談」、「24 時間子供ＳＯＳダイヤル」等の相談窓
口について、小中学生に１人１台配布されてい
るタブレット端末を用いて、こども本人がいつで
もアクセスできる環境を整備しています。 

75 こころの悩み相談窓口 福祉支援課 

先の見えない不安や、生きづらさを感じる等のこ
ころの悩みについて、24 時間対応の電話窓口や
ＳＮＳ相談窓口を一覧にし、市のホームページで
公開します。 

76 
「中津市自殺対策計画」

の推進 
福祉支援課 

自殺の背景には、精神保健上の問題だけでなく、
過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤
立など様々な社会的要因があるため、保健、医
療、福祉、教育、労働その他の関連施策と連携
し、「生きることの包括的な支援」を推進します。 

 

  

施策No.６-１ 

こども・若者の自殺対策 
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〈施策の方向性〉 

社会の情報化が加速度的に進展する中、こどもが情報活用能力を身に付け、情報を適切に

取捨選択して利用するとともに、インターネットによる情報発信を適切に行うことができるように

することが重要な課題となっています。しかし一方で、こどものインターネット利用の低年齢化が

進む中で、こどもの健やかな成長を著しく阻害する有害情報も氾濫し、犯罪被害につながると

いった重大な問題も起きています。中津市では、GIGA スクール構想により小中学校の児童生

徒１人１台タブレット端末の整備が行われていますが、有害情報を遮断するフィルタリングソフト

を導入するとともに、情報活用能力を最大限活かすため、教員や児童生徒に対する情報モラル

教育を推進します。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

77 

新規 

フィルタリングソフトの 

導入 
学校教育課 

小中学校に導入している１人１台タブレット端末に
ついて、有害情報を阻止し、犯罪被害から児童生
徒を守るため、フィルタリングソフトを導入します。 

78 

拡充 
情報モラル教育の推進 学校教育課 

学校の教育課程の情報教育の計画の中に、情報
モラルの教材を扱う学習を位置付け、情報モラル
教育を推進します。 

 

  

施策No.６-２ 

こどもが安全に安心してインターネットを利用できる環境整備 
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〈施策の方向性〉 

全国的に、こどもが心身に一生に残る傷を負う事件やこどもが生命を失う事故が後を絶た

ず、こどもの生命・尊厳・安全を脅かす深刻な状況となっています。こどもの生命を守り、犯罪被

害や事故、災害からの安全を確保することが全てのこどもが健やかに育つための大前提であ

るとの認識のもと、通学路や遊具の点検、防犯・交通安全対策等について、関係各課が連携し

て取り組みます。また、新たに開始される「日本版ＤＢＳ」制度についても、積極的な導入を検討

します。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

79 
自主防犯パトロール隊

への支援 
市民安全課 

ボランティア隊員による下校児童の見守り、巡回
パトロール活動、被害防止啓発活動を行っていま
す。犯罪からこどもを守る環境整備を進めます。 

80 
中津市安心パトロール

隊による見守り活動 
市民安全課 

安心パトロール車４台で、市内全域をパトロール
し「見せる・見える・知らせる」パトロール活動を展
開しています。学校、放課後児童クラブ、幼児教
育・保育施設周辺の安全パトロールを強化しま
す。 

81 
安全・安心関連情報の

収集・提供 

市民安全課 

防災危機管理課 

大分県警察の「まもメール」や中津市の「なかつメ
ール」等を活用して、安全・安心関連情報の収集
及び提供を行っています。保護者に対し「まもメー
ル」や「なかつメール」等の利用を促進します。 

82 

交通事故や犯罪を防ぐ

ための広報・啓発活動の

推進 

市民安全課 

各種ボランティアや関係機関・団体との連携によ
り、広報活動や街頭啓発活動、推進大会等を実
施しています。市民、警察、行政が一体となり交
通事故や犯罪のない、こどもや保護者が安心し
て暮らせるまちづくりを進めます。 

83 交通安全教育の推進 

市民安全課 

保育施設運営課 

学校教育課 

交通安全協会と連携して、学校や幼児教育・保育
施設にて交通安全教室を開催しています。児童
の年齢等に応じて、段階的・体系的な交通安全
教育を推進します。 

84 救急法の指導 消防本部総務課 

学校や幼児教育・保育施設、放課後児童クラブ
の保護者や職員を対象に、乳幼児救急講習会等
を実施しています。市民が正しい応急処置法を身
につけられるよう、指導・啓発を更に強化します。 

85 通学路の安全点検 
学校教育課 

建設土木課 

通学路が良好な状態で保全されるよう関係各課
が連携して維持管理に努めています。こどもの事
故を未然に防ぐため、通学路の安全点検を徹底
します。 

 

  

施策No.６-３ 

犯罪被害、事故、災害からこどもを守る環境整備（「こども・若者の性犯罪・性暴

力対策」を含む」） 
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No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

86 

遊具の安全点検 

教育総務課 

保育施設運営課 

建設政策課 

遊具が良好な状態で保全されるよう各担当課に
おいて維持管理に努めています。必要に応じて
修繕、撤去を行うとともに、遊具を新設するなど、
こどもの事故を防ぎながら計画的な整備を実施し
ます。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

公園の遊具点検回数 ４回/年 ４回/年 ４回/年 

保育所、幼稚園及び小学校の遊具点検回

数 
１回/年 １回/年 １回/年 

87 乳幼児救急講習会 こども家庭センター 

生後６ヶ月から２歳児の保護者を対象に、救急救
命士による講話と応急手当の実技講習を年２回
実施しています。家庭におけるこどもの事故の未
然防止を図ります。 

88 

新規 
日本版ＤＢＳ 子育て支援課 

こどもに接する仕事に就く人に対し、性犯罪歴が
ないかを確認する「日本版 DBS」制度の施行に際
し、委託事業や補助事業についても積極的な導
入を検討します。 
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〈目指す姿〉 
こどもは、乳幼児期から学童期、思春期、青年期における様々な学びや体験を通じて成長し

ていくとの認識のもと、それぞれのライフステージに特有の課題があり、それらが、こどもや若

者、子育て当事者にとってどのような意味を持ち、どのような点に留意すべきかを踏まえ、社会

全体で切れ目なく支えるまちを目指します。 

基本目標③ ライフステージ別の重要な支援施策 

 

 

 

 

 

 〈基本施策〉 

○基本施策７ こどもの誕生前から幼児期まで 

○基本施策８ 学童期・思春期 

○基本施策９ 青年期 

基本施策７ こどもの誕生前から幼児期まで                             

〈現状と課題〉 

●令和５年１１月に就学前児童保護者に対して実施した中津市子ども・子育て支援事業ニー

ズ調査によると、中津市における子育てのしやすさについて、満足感があったと回答した人は

75.2％でしたが、平成３０年度に実施した前回調査では 82.9％であったため、7.7 ポイント

下がっています。 

●若年妊娠や高齢出産等、母子健康手帳交付の時点から継続支援が必要と判断される妊婦

が増えてきています。また、核家族化や地域社会との関わりの希薄化等により、周囲に子育て

を支援してくれる人がいない状態で、育児不安を抱えながら子育てをしている家庭もありま

す。医療、保健、福祉等の関係者等との連携体制の構築を図り、複雑化・多様化している課

題に、柔軟に対応していく必要があります。 

●幼児教育・保育施設はこどもが多くの時間を過ごすため、質の高い乳幼児教育を提供してい

くことが必要です。教育委員会と福祉部局が連携し、認可外保育施設も含めたすべての教

育・保育施設において、質の確保を図る必要があります。 

●病児・病後児保育について、令和５年１１月に就学前児童保護者に対して実施した中津市子

ども・子育て支援事業ニーズ調査によると、「できれば病児・病後児保育施設等を利用した

い」が 40.1％となっており、平成 30 年度に実施した前回調査では 22.9％であったため、

17.2 ポイント増加しています。 

●中津市では平成２９年度以降、幼児教育・保育施設における待機児童は発生していません。 
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〈施策の方向性〉 

こどもの誕生前から幼児期までは、こどもの将来にわたるウェルビーイングの基礎を培い、人

生の確かなスタートを切るための最も重要な時期であるとともに、この時期への社会的投資が

次代の社会の在り方を大きく左右するため、社会全体にとっても極めて重要な時期であると言

えます。中津市では、医師会及び市民病院等と連携して小児救急センターを運営し、夜間休日

の急患対応について、初期診療を小児救急センター、その後方の二次医療を市民病院が行い、

365日24時間体制で安心して暮らせる医療体制を確保しています。また、市民病院は圏域で

唯一の地域周産期母子医療センターであり、産科と小児科が連携して周産期に係る高度な医

療行為を行うことができます。妊娠・出産から新生児にいたる医療の安全性を確保し、また発達

相談会等を通したきめ細やかな支援に努め、市内で安心して暮らせる保健・医療体制を推進

していきます。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

89 

利用者支援事業 こども家庭センター 

こども家庭センターにおいて、妊産婦や子育て家
庭の困りごと等に対し総合的な相談窓口を運営
します。また、子育て情報誌や子育てアプリ等に
より情報提供や各種支援の紹介を行っていま
す。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

※中津市子ども・子育て支援事業計画（第

５章）にて管理 
－ － － 

90 

新規 

妊婦等包括相談支援 

事業(伴走型相談支援) 
こども家庭センター 

全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育て
できるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して
身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な
支援につなぐため、伴走型相談支援として面談
（①妊娠届出時、②妊娠８か月前後、③出生届出
から乳児家庭全戸訪問までの間）を実施し、必要
な支援に繋げます。 

91 
こども家庭センター 

（母子保健機能） 
こども家庭センター 

妊娠期から子育て期の様々なニーズに対して総
合的相談支援を提供するワンストップ窓口で、保
健師や助産師等の専門職が支援します。 

92 
地域の小児医療の維持

と充実 
地域医療対策課 

医師会や歯科医師会の協力の下、休日当番医
の取り組みや市民病院の医師確保等を行い、小
児医療を含む地域医療の維持・充実に努めま
す。 

93 小児救急医療の充実 市民病院 

周辺医師会や各大学、近隣病院の協力により、
小児救急センターの運営を行っています。夜間休
日の急患対応について、初期診療を小児救急セ
ンター、その後方の二次医療を市民病院が行
い、365 日 24 時間体制で安心して暮らせる医療
体制を維持します。 

94 
地域周産期母子医療 

センター 
市民病院 

中津市民病院は圏域で唯一の地域周産期母子
医療センターであり、産科と小児科が連携して出
産前後に係る高度な医療行為を行うことができま
す。安心して生み育てられる環境を維持します。 

施策No.７-１ 

妊娠前から妊娠期、出産、幼児期までの切れ目ない保健・医療の確保 
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No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

95 予防接種費用助成 こども家庭センター 
任意予防接種に係る費用助成をしています。赤
ちゃん訪問や乳幼児健診等の機会を利用して周
知を行い、予防医療の推進に努めます。 

96 
妊婦・赤ちゃん健康相

談、育児電話相談 
こども家庭センター 

保健師等が各地区の公民館等を巡回し、身
長・体重の測定等と併せて相談に応じるほか、
電話による相談にも応じています。 

97 乳幼児健康診査 こども家庭センター 

乳幼児の診察や健康相談を実施しています。乳
幼児の病気等の早期発見と早期療育に向け、健
診の受診勧奨や保護者の育児不安等へきめ細
かな支援を行い、すべての未受診児の状況把握
に努めます。 

98 こどもの発達相談会 こども家庭センター 

こどもの発達に関する相談会を毎月１回実施して
います。こどものことばや運動面、行動面等で気
になることについて、保健師等の専門職が相談
に応じ、保護者へのきめ細かな支援に努めます。 

99 離乳食講習会 こども家庭センター 

栄養士による講話と試食会を実施し、離乳食の
進め方や作り方の講習を行っています。併せて、
成長段階に応じ母乳やミルクだけでは栄養が不
足すること、噛むことであごの発達や歯並びが整
うこと等を啓発し、乳幼児期に食べることの重要
性を啓発します。 

100 乳幼児むし歯予防教室 こども家庭センター 

生後６ヶ月から２歳児の保護者を対象に、歯科医
による講話を年２回実施しています。歯科医によ
る講話を通じ、保護者に口腔ケアの重要性を啓
発し、こどものむし歯予防を推進します。 

101 幼児フッ化物塗布 こども家庭センター 
歯科医院に委託し、幼児にフッ化物の塗布を実
施しています。保護者にフッ化物の有効性を啓発
し、こどものむし歯予防の取り組みを強化します。 

102 
妊娠・出産・育児関連 

図書及び環境の充実 
小幡記念図書館 

図書館に「マタニティーコーナー」を設置し、各種
専門書や司書によるおすすめ本などを揃え妊娠・
出産から育児に関連する情報を幅広く提供して
います。 

103 

新規 
産後ケア事業 こども家庭センター 

不安や負担を抱える産婦に対し、産科医療機関
等において出産後のサポートを行います。 

104 

新規 
産婦健診 こども家庭センター 

産後うつや自殺予防を図るため、大分県内の産
科医療機関及び助産院に委託し、産後２週間、
産後１か月の２回、健康状態や育児環境把握の
ため産婦健診を実施します。 

105 

こんにちは赤ちゃん 

訪問 
こども家庭センター 

乳児家庭全戸訪問事業のことで、生後４か月ま
での乳児のいるすべての家庭を訪問し、様々な
不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提
供を行うとともに、支援が必要な家庭に対して
は適切なサービスにつなげます。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

※中津市子ども・子育て支援事業計画（第

５章）にて管理 
－ － － 
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〈施策の方向性〉 

乳幼児は多くの時間を家庭や地域の中で過ごし、幼稚園・保育所・認定こども園への就園状

況も異なるなど、育ちの環境は多様であるところですが、その多様性を尊重しつつ、保護者・養

育者の「子育て」を支えることだけでなく、「こどもの育ち」に係る質にも社会がしっかりと目を

向け、保護者・養育者の就労・養育状況を含むこどもの置かれた環境等に十分に配慮しつつ、

ひとしく、切れ目なく、ウェルビーイングの向上を図ることが重要です。中津市では、平成 28 年

度を最後に待機児童は発生しておらず、また延長保育や休日保育、また病児・病後児保育とい

った、保護者のニーズに合わせた保育サービスの拡充を図ってきました。しかし、保育時間をど

んどん延長するといったサービスが、親と子の愛着形成を基礎とした情緒の安定や他者への信

頼感の醸成等が必要な時期に、こどもにとって本当に良いことか検討する必要があります。今

後は、小学校と幼児教育・保育施設とが連携してカリキュラムを作成することや、保育内容の充

実を図ることにより、こどもの成長の保障と遊びの充実を推進していきます。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

17 

【再掲】 

地域子育て支援拠点 

事業 

こども家庭センター 

子育て支援センターの名前で親しまれており、地
域の身近なところで、気軽に親子の交流や子育
て相談ができる場所です。市内７ヵ所で実施して
います。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

※中津市子ども・子育て支援事業計画（第

５章）にて管理 
－ － － 

106 
子育て支援活動の展開

を図る取り組み 
こども家庭センター 

子育て支援センター等において、食育や遊び、自
然体験等の活動を通じ、こどもだけでなく親も一
緒に成長できるプログラムに取り組むほか、大学
教授等専門家による育児相談も行います。 

107 子育てサークル支援 こども家庭センター 

公民館等を拠点に、子育て中の保護者がお互い
の親睦と交流を深めるサークル活動に対し、活動
費の助成を行います。活動を推進することで、子
育ての孤立化等の未然防止に寄与し、子育てし
やすい環境づくりの推進を図ります。 

108 

病児・病後児保育事業 保育施設運営課 

病気や病後のこども（小学生以下）を保護者が家
庭で養育できない場合に、専用施設（病児・病後
児各１ヶ所）で預かります。定員に対する受入れ
の効率化に取組みます。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

※中津市子ども・子育て支援事業計画（第

５章）にて管理 
－ － － 

 

  

施策No.７-２ 

こどもの誕生前から幼児期までのこどもの成長の保障と遊びの充実 
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No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

109 

保育需要への対応と 

保育内容の充実 
保育施設運営課 

認可保育所 21 ヶ所、認定こども園 13 ヶ所、地域
型保育事業１ヶ所で保育を実施しています。保育
士の各種研修への参加を促進し、保育サービス
の質的向上を図ります。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

実施施設数 35施設 35施設 35施設 

110 

延長保育事業 保育施設運営課 

認可保育所、認定こども園で延長保育を実施して
います。保護者の就労形態の多様化に対応する
ため、需要に応じた延長保育の実施に努めま
す。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

※中津市子ども・子育て支援事業計画（第

５章）にて管理 
－ － － 

111 

休日保育事業 保育施設運営課 
認可保育所１ヶ所で休日保育を実施しています。
保護者の就労形態の多様化に対応するため、需
要に応じた休日保育の促進に努めます。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

実施施設数 １施設 １施設 １施設 

112 
幼稚園におけるサービス

の充実 
学校教育課 

公立幼稚園において、給食の実施や午後及び長
期休業期間中の預かり保育を実施しています。 

113 

拡充 

保育士・幼稚園教諭就

職応援金支給事業 

保育士等奨学金返還支

援事業 

保育施設運営課 

市内の民間保育施設に就職する保育士等に対し
応援金を支給するとともに、保育士等の奨学金
返還に要する費用の一部を補助することにより、
保育人材の確保・定着及び離職防止を図ります。 

114 
母子保健推進員の活動

支援 
こども家庭センター 

母子保健向上のため、各地域の母子保健推進員
が、各種母子保健事業の支援を行っています。 

115 
赤ちゃん絵本の読み聞

かせ事業 
小幡記念図書館 

７ヶ月児健診の際に絵本の読み聞かせを行うとと
もに、図書館から職員とボランティアで読み聞か
せの大切さを伝え、一人に２冊の絵本をプレゼン
トしています。絵本の読み聞かせを通じた親子の
ふれあいを推進するほか、おはなし会やあかちゃ
んタイム等の取り組みを並行して行うことで、子
育て世代の図書館利用を促進し、図書館ならで
はの子育て支援に努めます。 

116 

新規 

架け橋プログラムの推進 
学校教育課 

保育施設運営課 

教育委員会と健康福祉部が連携して作成した
「中津市モデル版架け橋期のカリキュラム」を踏
まえ、原則として各小学校区単位において学校と
幼児教育・保育施設とが連携してカリキュラムを
作成することにより、円滑な接続を図ります。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

市内保育施設への周知を目的として研修

会を開催 
作成中 実施 実施 
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No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

117 

大分県幼児教育センタ

ーの活用 

学校教育課 

保育施設運営課 

大分県幼児教育センターの幼児教育アドバイザ
ーを積極的に活用するよう促し、各施設における
幼児教育・保育の充実を図ります。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

大分県幼児教育センターの幼児教育アド

バイザーの周知 
１回/年 １回/年 １回/年 

118 
特色ある幼児教育・保育

の推進 

保育施設運営課 

学校教育課 

各幼児教育・保育施設ごとに外国語や音楽、体
育等それぞれの強みを活かした特色ある幼児教
育・保育を実践しています。 
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基本施策８ 学童期・思春期                                        

〈現状と課題〉 

●学童期は、こどもにとって、身体も心も大きく成長する時期であり、自己肯定感や道徳性、社

会性などを育む時期です。自らのことを客観的に捉えられるようになり、善悪の判断や規範

意識を形成するとともに、集団生活で様々な課題に直面する中で、自らの役割や責任を自覚

し、友人関係や遊びを通じて協調性や自主性を身に付けます。学童期のこどもが、安全・安

心が確保された場で、小さな失敗も経験しながら、直面した課題に全力で取り組んで達成す

る成功体験を重ね、自己肯定感を高めることができる環境を整えていくことが重要です。 

●思春期は、性的な成熟が始まり、それに伴って心身が変化し、自らの内面の世界があること

に気づき始め、他者との関わりや社会との関わりの中で、自分の存在の意味、価値、役割を

考え、アイデンティティを形成していく時期です。一方で、自己の存在に対しての様々な葛藤を

抱えたり、学業や家族・友人との関係や恋愛などに悩んだりする繊細な時期でもあります。思

春期のこどもが、自己肯定感を高めることができ、成育環境などを理由に自らの進路の選択

が制約されることがないよう支えていくことが必要です。 
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〈施策の方向性〉 

こどもにとって、学校は単に学ぶだけの場ではなく、安全に安心して過ごしながら、他者と関

わりながら育つ、こどもにとって大切な居場所の一つであり、こどもの最善の利益の実現を図る

観点から、また、格差を縮小し、社会的包摂を実現する観点から、公教育を再生させ、学校生活

を更に充実したものとする必要があります。中津市では、授業改善等による学力向上の取組の

ほか、道徳や人権教育の視点を授業に取り入れることや、スポーツ及び文化・芸術に触れる機

会を提供すること等を通して、全てのこどもが、自分の良さや可能性を認識するとともに、多様

な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り開き、持続可能な社会

の創り手となることができるよう、公教育を充実させていきます。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

119 食育の推進 

こども家庭センター 

林業水産課 

農政課 

保育施設運営課 

学校教育課 

中津市食育推進計画に基づき、「バランスのよい
朝ごはんを食べること」や「家族と楽しく食事をす
ること」等を推進しています。 

120 学校給食の充実 体育・給食課 

小中学校及び公立幼稚園の完全給食を実施して
います。地産地消を推進し、安全・安心でおいし
い魅力ある給食の提供に努めるほか、学校・家
庭と連携して給食を通じた食育を推進します。 

121 
こどもが文化・芸術とふ

れあう機会の創造 

小幡記念図書館 

社会教育課 

中津市歴史博物館、新中津市学校、木村記念
美術館のイベント等において芸術文化にふれる
機会を提供するほか、図書館では第３次中津
市子ども読書活動推進実施計画に基づいた各
種取り組みを展開しています。 

122 スポーツの振興 
体育・給食課 

学校教育課 

ニーズに応えるスポーツ施設の整備や身近な学
校施設の多目的利用を図るほか、スポーツ協会
やスポーツ推進委員、スポーツ少年団等と連携し
た指導者育成やイベントの開催、部活動やクラブ
活動の支援により、こどもが気軽にスポーツを楽
しめる環境づくりに努めます。 

123 学童フッ化物洗口事業 学校教育課 

小学校において１～６年生を対象にフッ化物の洗
口を実施しています。歯が生えかわる時期からフ
ッ化物洗口を定期的に行うことで、むし歯予防の
高い効果が期待できることを児童・保護者に啓発
します。 

124 学校における健康教育 学校教育課 

学校の養護教諭や保健所と連携し、児童・生徒
に対し健康教育を実施しています。喫煙・飲酒・
薬物乱用の防止、性の正しい知識の普及に努め
ます。 

125 豊かな心の育成 学校教育課 

豊かな心と人権感覚を養うため、すべての教育
活動の中に道徳教育と人権教育の視点を位置付
けています。「考え議論する道徳」の授業を目指
し、体験や問題解決を通じて実感が伴った学びを
保障します。 

  

施策No.８-１ 

こどもが安心して過ごし学ぶことのできる質の高い公教育の再生等 
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No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

126 新中津市学校 社会教育課 

中津市学校の精神を受け継ぎ人材育成を図るた
め、中津市の新たな「学びの拠点」として運営して
います。市民の「学びの場」を提供する他、慶應
義塾と連携して福澤諭吉の精神を研究・広める
事業を展開します。 

127 学びのススメ 学校教育課 

活用問題に取り組む短期集中講座、英検に取り
組む英検塾、市内２カ所の児童養護施設に講師
を派遣する児童養護施設出前教室を実施し、学
力向上を図ります。 

128 
ＡＬＴ・ＮＥＴ・国際化推進

員の配置 
学校教育課 

外国人講師の派遣を受け入れることにより、外国
語体験活動等を実施し、英語に親しむ児童生徒
の増加を目指します。また、ＡＬＴの中から１名を
国際化推進委員として配置し、外国語体験活動
等を実施します。 

129 
コミュニティ・スクール 

（学校運営協議会制度） 
学校教育課 

地域住民が学校の教育活動に参画し、学校・地
域・家庭が協働してこどもの成長を支援していこ
うという意識を高め、地域と一体となって特色ある
学校づくりを進めます。 

130 
ひまわり会（特別支援教

育支援事業） 
学校教育課 

特別支援学級の児童に対し、他校の児童との集
団生活や交流、校外での体験活動を通じ、協調
性や連帯感の育成、公共性や生活習慣の自立を
図る。 

131 

新規 
ＡＩ型ドリルの導入 学校教育課 

ＡＩを用いた学習ドリルを小学校６年生～中学校２
年生までの児童生徒に導入し、真に個別最適化
された学習により主体的な学びを実現します。 

4 
【再掲】 

みんな活躍授業の推進 
学校教育課 

児童・生徒全員が考えを表現する機会を設ける
等の授業改善を行っています。このことにより、
「先生が教える授業ではなく、こども達が学ぶ授
業へ」変革し、児童・生徒の主体性を育みます。 
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〈施策の方向性〉 

こども・若者の「居場所」とは、こども・若者が遊んだり、何もしなかったり、好きなことをして過

ごす場所や時間、人との関係性全てが「居場所」になり得るものですが、その場を居場所と感じ

るかどうかはこども・若者本人が決めるものであるという前提に立って居場所づくりを推進する

必要があります。中津市では安全に安心して過ごせる居場所づくりに取り組んでおり、こども・

若者が自分の意思で来館できる児童館のほか、放課後児童の居場所の充実や地域の中での

居場所としてこども食堂の開設支援等を通して、多様な居場所づくりを推進します。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

8 
【再掲】 

児童館運営事業 
子育て支援課 

０歳から 18歳までのこどもたちが、放課後や休日
に自由に遊び、遊びを通じて多様な体験や交流
をし、その成長を見守り、乳幼児期から思春期ま
での切れ目のない支援を行う児童福祉施設で
す。 

132 

拡充 

放課後児童健全育成 

事業 
子育て支援課 

保護者が昼間家庭にいない児童（小学生）が、放
課後や長期休業期間中に小学校の余裕教室や
専用施設等で過ごし、児童の健全育成を行う場
です。放課後子ども教室との連携や、学校等公
共施設を活用した施設の確保を進めます。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

※中津市子ども・子育て支援事業計画（第

５章）にて管理 
－ － － 

133 

放課後児童クラブ 

アドバイザー巡回事業 
子育て支援課 

放課後児童クラブアドバイザー２名を子育て支
援課内に配置し、各クラブへの日々の巡回支
援や放課後児童支援員に対する定期的な集合
研修を実施し、保育の質の向上及び市と各クラ
ブ間の連携促進を図ります。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

アドバイザーの人数 ２人 ２人 ２人 

134 放課後子ども教室 社会教育課 

学校や公民館を活用して地域の指導者やボラ
ンティアを配置し、放課後や週末に学習支援や
体験活動、地域住民との交流活動を行ってい
ます。放課後の居場所として、放課後児童クラ
ブとの連携を進めます。 

 

  

施策No.８-２ 

居場所づくり 
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No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

135 
放課後居場所緊急対策

事業 
子育て支援課 

放課後の公民館や学校等に見守りスタッフを配
置し、児童の入退館の把握や見守りを行うもので
あり、放課後児童クラブを補完する事業です。待
機児童の解消を進めるとともに、過疎地域におけ
る持続可能な放課後のこどもの居場所としても積
極的に実施していきます。 

32 

【再掲】 

こども食堂の開設支援 
子育て支援課 

こども食堂の新規開設や機能強化を支援する補
助金を交付します。地域のこどもたちが食事や団
らん等を通して、豊かな人間性や社会性を身に
付け、安心して過ごすことができるこどもの居場
所づくりを進めます。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

こども食堂の新規開設か所数 １か所 １か所 １か所 

136 
長期休業期間限定児童

クラブ 
子育て支援課 

通年の放課後児童クラブに入所していないもの
の、長期休業期間中に保育ニーズのある小学校
低学年児童について、期間限定の児童クラブを
開設し、健全育成を図ります。 

137 

児童クラブの人材確保

のための短大等との協

力 

子育て支援課 
開所時間の関係上確保が難しい放課後児童クラ
ブの支援員について、市内の短期大学や高等学
校と連携し、学生アルバイトの確保に努めます。 

138 

新規 

中津市放課後子ども総

合プラン庁内ワーキング

グループ 

子育て支援課 

教育委員会と各市長部局が協力して放課後児童
クラブの待機児童を解消するための受け皿を効
率的に整備するため、関係各課が所管する施設
に係る整備計画等の確認や調整を行うグループ
です。定期的な連絡調整に努めます。 

139 

新規 

中津市放課後児童クラ

ブに係る学校施設等活

用ガイドライン 

子育て支援課 

教育総務課 

教育委員会、健康福祉部及び関係部局が連携
し、学校施設を活用した放課後対策を推進するた
め、その具体的な指針についてガイドラインとして
取りまとめます。文部科学省及びこども家庭庁の
方針を踏まえ、安心・安全な放課後の居場所を確
保していきます。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

学校施設敷地内で実施する放課後児童ク

ラブの支援単位数 
13 16 20 
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〈施策の方向性〉 

こども・若者が社会の中で自立し、他者と連携・協働しながら、社会を生き抜き、地域の課題

解決を社会の構成員として主体的に担う力を発達の程度等に応じて身に付けることができるよ

う、主権者教育を推進する必要があります。中津市では、様々な仕事・ロールモデルに触れる機

会、社会人との交流の場、乳幼児と触れ合う機会などを創出し、こども・若者が自らのライフデ

ザインを描けるよう、意識啓発や情報提供に取り組みます。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

140 
郷土愛のある人材の 

育成 
社会教育課 

中津市歴史博物館等を活用して、こどもたちが中
津市の歴史や文化に触れる機会を提供し、自分
が育ったまちに対して愛着や誇りを持ち、大人に
なったときに自らの手で地域を担う人材となるよう
郷土愛を育てます。 

141 産業教育の推進 
学校教育課 

社会教育課 

地元企業や関係団体の協力の下、職場訪問や
職場体験、社会人講話等を実施しているほか、
職人フェスティバル等の体験の場を活用し、勤労
観・職業観を育成するとともに、児童・生徒が将
来の夢や希望を抱き、豊かな自己実現を図るた
めのキャリア教育を推進します。 

142 ふるさと教育の推進 
学校教育課 

社会教育課 

新中津市学校や中津市歴史博物館を活用する
等、こどもたちが、故郷に愛着と誇りを持ち続ける
ことができるよう、地域と学校が連携を強化し、校
区の歴史や自然を学ぶ体験を重視した学習の機
会を提供します。 

143 
世代間・異年齢間の 

交流の促進 

社会教育課 

学校教育課 
学校や公民館等で、こどもを主体とした世代間・
異年齢間の交流行事を行います。 

144 
中高生とこどもの 

ふれあい 
子育て支援課 

各こども関連施設において積極的に学生のインタ
ーンシップの受入れを行い、こどもと触れ合う機
会を通して、こどもを生み育てるイメージを抱いて
もらいます。 

145 
児童・生徒への 

選挙啓発 
総務課 

市内の小学校・中学校・高校に、選挙啓発ポスタ
ーの作成を依頼しています。児童・生徒が選挙に
ついて学び、政治を身近に感じることで、自分事
として感じることができるよう、主権者教育を推進
します。 

 

  

施策No.８-３ 

成年年齢を迎える前に必要となる知識に関する情報提供や教育 
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〈施策の方向性〉 

いじめは、こどもの心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であり、社会総がかりでいじ

め問題に取り組む必要があります。中津市では首長部局と教育委員会が連携し、全ての小中

学校において、いじめ防止対策推進法に基づいた対応の徹底を図ります。また、加害の背景に

虐待体験があったり、生活困窮の問題があったりするなど、その実態や背景の把握、解決に向

けた対応は容易でないことも多いため、スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー、ま

た第三書による調査等、柔軟に調査や支援ができる体制を整備します。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

43 

【再掲】 

スクールソーシャルワー

カー及びスクールカウン

セラーの活用 

学校教育課 

教育委員会にスクールソーシャルワーカー及び
スクールカウンセラーを配置し、児童・生徒が生
活の中で抱えている様々な問題の解決を図って
います。学校における教育相談や家族支援の体
制を強化します。 

73 

【再掲】 

いじめ問題への対策 

強化 

学校教育課 

いじめ問題対策連絡協議会を設置し関係機関の
連携を推進するとともに、教育委員会の諮問機
関としていじめ問題専門委員会を設置することに
より、第三者である専門家による調査や対応を可
能としています。 

74 
【再掲】 

いじめ相談窓口 
学校教育課 

大分県が開設する相談窓口「いじめ・不登校相
談」、「24 時間子供ＳＯＳダイヤル」等の相談窓口
について、小中学生に１人１台配布されているタ
ブレット端末を用いて、こども本人がいでもアクセ
スできる環境を整備しています。 

 

  

施策No.８-４ 

いじめ防止 
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〈施策の方向性〉 

不登校については、本人・家庭・学校に関わる様々な要因が複雑に関わっている場合が多く、

不登校はどのこどもにも起こり得るものであり、不登校というだけで問題行動であると受け取ら

れることのないように配慮することを基本的な考え方とする教育機会確保法の趣旨を踏まえ、

全てのこどもが教育を受ける機会を確保できるように取り組む必要があります。中津市では、教

育相談や実際に適応指導を行うことができる専門機関を設置しているほか、首長部局と教育

委員会が定期的な情報交換をする場を設けることにより、福祉的な支援が必要な場合でも早

期に対応できるよう取り組んでいます。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

146 不登校未然防止の強化 学校教育課 

スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセ
ラーと積極的な連携を図り、深刻な事案に対して
も早急に対応できる体制を整え、人間関係づくり
プログラムの継続的な取組を通じて、不登校の未
然防止に努めます。 

43 

【再掲】 

スクールソーシャルワー

カー及びスクールカウン

セラーの活用 

学校教育課 

教育委員会にスクールソーシャルワーカー及び
スクールカウンセラーを配置し、児童・生徒が生
活の中で抱えている様々な問題の解決を図って
います。学校における教育相談や家族支援の体
制を強化します。 

147 
教育支援センター・ふれ

あい学級 
学校教育課 

不登校や不登校傾向にある児童生徒とその保護
者に対し、学校ではない専門機関で教育相談や
適応指導の指導・援助を行うことにより、児童生
徒の学校への再登校や自立を図り、また保護者
の心の安定を図ります。 

 

  

施策No.８-5 

不登校のこどもへの支援 
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基本施策９ 青年期                                            

〈現状と課題〉 

●青年期は、心理的、社会的に発達し、成人期へと移行していくための準備期間として、大学等

への進学や就職に伴い新たな環境に適応し、専門性や職業性を身に付け、将来の夢や希望

を抱いて自己の可能性を伸展させる時期です。また、人生における様々なライフイベントが重

なる時期でもあり、自らの価値観や生き方を確立しようとしますが、同時に、社会的な役割や

責任に対する不安なども感じることがあります。青年期の若者が、自らの適性等を理解した

上で、職業や進学などのライフイベントに係る選択を行うことができ、その決定が尊重される

ような取組や若者に対する相談支援が求められます。 

●行政による結婚支援の在り方についても、ライフコースが多様化している中、どのような支援

が行政に求められているのか、社会経済状況の変化に合わせて柔軟に対応していく必要が

あります。 
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〈施策の方向性〉 

結婚の希望が叶えられない大きな理由としては、経済的事情や仕事の問題などのほか「適

当な相手にめぐり会わないから」であり、行政が実施する出会いの機会・場の創出支援につい

て、効果の高い取組を推進し、より広域での展開、官民連携、伴走型の支援が必要です。中津

市では現在、大分県と連携して広域的な出会いの場づくりの支援をしていますが、引き続き、効

果的な行政による支援の在り方について調査・研究を行います。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

148 出会いの場づくり事業 総合政策課 

市内の企業や団体と連携し、独身の男女を対象
に出会いの場を提供しています。また、おおいた
出会い応援プロジェクト「ＯＩＴＡえんむす部」の加
入促進により、出会いの機会創出を図ります。 

149 
結婚祝い金・結婚新生活

支援金 
総合政策課 

中津市が主催・共催した婚活イベントを通じて結
婚し、中津市内に住む人に５万円相当の商品券
を進呈しています。また、旧下毛地域に住む人
(年齢・所得要件あり)に支援金を支給する「結婚
新生活支援事業」も実施しています。 

 

  

施策No.９-１ 

結婚を希望する方への支援、結婚に伴う新生活への支援 
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〈施策の方向性〉 

社会的弱者と言われる高齢者、障がい者、女性、こども等に比べて、若者への支援や相談機

関が少ないのが現状です。しかし、進学や就職、人間関係について悩みや不安を抱えやすい時

期でもあり、誰にでも相談できず孤独やストレスを感じたりするなど、こころのＳＯＳサインに対応

できる体制を構築する必要があります。中津市では、このような悩みを抱えている若者、ニート

やひきこもり状態の若者に対して、関係機関が連携して多様な相談を受けることができる体制

を構築しています。また、ライフマネジメントセミナーといったプッシュ型の若者支援も並行して実

施していきます。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

150 ひきこもり支援 福祉政策課 

ひきこもり等の困難を抱えるこども・若者は、貧
困・虐待・いじめ・不登校等の問題が相互に影響
しあい、複合性・複雑性を有しています。関係機
関が連携し多様な相談を受けることができる体制
づくりに取り組みます。 

19 

拡充 

【再掲】 

在住外国人・留学生へ

の情報提供と生活支援 

総合政策課 

企業立地・ 

雇用対策課 

外国人の方が暮らしの様々な困りごとなどについ
て夜間や休日にも相談できる一元的な窓口を設
置し、相談内容に応じて支援窓口へつなぐ等、適
切な情報提供を行います。また、外国人を雇用す
る企業に対し、外国人が働きやすい環境整備の
ための支援を行います。 

151 

新規 

ライフマネジメント 

セミナー 
子育て支援課 

結婚を考える若者や子育て世帯に対して、今後
の人生において見込まれるライフイベントへの備
えや金融の知識を身につけるためのセミナーを
実施することで、安心してこどもを生み育てる機
運醸成を図ります。 

75 
【再掲】 

こころの悩み相談窓口 
福祉支援課 

先の見えない不安や、生きづらさを感じる等のこ
ころの悩みについて、24 時間対応の電話窓口や
ＳＮＳ相談窓口を一覧にし、市のホームページで
公開します。 

 

  

施策No.９-２ 

悩みや不安を抱える若者やその家族に対する相談体制の充実や情報提供 
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〈目指す姿〉 
核家族化の進展や地域のつながりの希薄化など家庭をめぐる環境が変化している中で、祖

父母や近隣の人から、子育てに関する助言や支援、協力を得ることが難しくなってきているとの

認識のもと、子育て当事者が、経済的な不安や孤立感を抱いたり、仕事との両立に悩んだりす

ることなく、自己肯定感とゆとりを持って、こどもに向き合えるまちを目指します。 

基本目標④ 子育て当事者への支援に関する重要な施策 

 

 

 

 

 

 〈基本施策〉 

○基本施策１０ 子育てや教育に関する経済的負担の軽減 

○基本施策１１ 地域子育て支援、家庭教育支援 

○基本施策１２ 共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大 

○基本施策１３ ひとり親家庭への支援 

基本施策１０ 子育てや教育に関する経済的負担の軽減                                

〈現状と課題〉 

●令和５年１１月に就学前児童及び就学児童保護者に対して実施した中津市子ども・子育て

支援事業ニーズ調査によると、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関して自

由意見を求めた設問について、カテゴリ別に分類すると、いずれも経済的支援を求める意見

が最も多くありました。 

●子育てに係る経済的支援については、妊娠、医療、教育・保育等、多岐にわたるため、児童手

当について次代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援として位置付けるとと

もに、幅広くニーズに合わせた支援メニューを揃えることが重要です。 
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〈施策の方向性〉 

教育費の負担が理想のこども数を持てない大きな理由の一つとなっているとの声があること

から、幼児教育・保育の無償化や高校等の授業料支援、多子世帯の大学無償化など、国によ

る子育ての負担軽減策が拡充されてきています。中津市においても、拡充された児童手当につ

いて次代を担う全てのこどもの育ちを支える基礎的な経済支援として位置付けるとともに、更に

多種多様な負担軽減策を設けることにより、こどもを産み育てやすいまちづくりを進めます。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

27 

拡充 

【再掲】 

児童手当 
子育て支援課 

高校生年代までのこどもを養育している人に支給
する手当であり、こどもの育ちを支える基礎的な
経済支援です。受給者の手続きに係る利便性向
上を図るとともに、適正な支給事務に努めます。 

152 
認可外保育施設への 

助成 
保育施設運営課 

認可外保育施設を利用する児童や職員の健康
診断及び調理員の細菌検査費用を助成していま
す。大分県と連携して、認可外保育施設の衛生・
安全対策を図ります。 

153 

保育施設に係る多子世

帯への保護者負担金の

助成 

保育施設運営課 

国の幼児教育・保育の無償化と併せて、３歳未満
の第２子以降保育料等の無償化（にこにこ保育
支援事業）を実施し、各家庭が希望するこどもの
数の実現を後押しします。 

154 

拡充 
リフォーム支援事業 子育て支援課 

子育て世帯の住環境の向上を図るため、子育て
世帯や三世代同居世帯が行う住宅改修工事費
用の一部を補助しています。また、こどもが３人
以上の多子世帯については補助上限額を引き上
げて実施します。 

155 

新規 
奨学金返還支援 地域振興・広聴課 

Ｕターン促進として、奨学金の返還支援を行い、
若年層の経済的負担の軽減を図ります。 

95 
【再掲】 

予防接種費用助成 
こども家庭センター 

任意予防接種に係る費用助成をしています。赤
ちゃん訪問や乳幼児健診等の機会を利用して周
知を行い、予防医療の推進に努めます。 

31 

拡充 

【再掲】 

こども医療費の助成 
こども家庭センター 

高校生年代以下のこどもの入院・通院医療費を
助成しています。すべてのこどもが安心して医療
が受けられるよう、医療費助成制度の充実に努
めます。 

156 

拡充 
不妊治療等の支援 こども家庭センター 

保険適用治療と併用して実施した先進医療(大分
県不妊治療費等助成と併用に限る)の助成に加
え、不妊治療の保険適用外となる治療回数・年齢
超過となった不妊治療費を妻の年齢にかかわら
ず一部追加助成します。また、不育症治療費の
一部を助成します。 

 

  

施策No.１０-１ 

妊娠期から中等教育段階まで切れ目のない負担軽減 
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No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

157 

妊婦健康診査 こども家庭センター 

妊婦に対し、健康診査受診票を 14 回分発行し
ています。妊娠期の健康管理及び安全で快適
な「いいお産」をめざし、健康診査の受診をサポ
ートします。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

※中津市子ども・子育て支援事業計画（第

５章）にて管理 
－ － － 

158 
妊婦超音波検査受診票

の交付 
こども家庭センター 

出産時 35 歳以上の妊婦を対象に超音波検査受
診票を交付しています。妊娠の経過や胎児の発
育状況の確認、母体の変化のチェック等により、
安心して出産を迎えられるようサポートします。 

159 
新生児聴覚検査受診票

の交付 
こども家庭センター 

母子健康手帳交付時に、新生児聴覚検査受診票
を交付しています。新生児に対し聴覚スクリーニ
ング検査を行うことにより、聴覚障害の早期発
見・早期療育を図ります。 

38 

【再掲】 

放課後児童クラブ 

保護者負担金助成事業 

子育て支援課 

児童扶養手当受給世帯等の低所得世帯に対し、
大分県の事業として放課後児童クラブ保護者負
担金の一部を助成しています。また少子化対策と
して、中津市独自でこどもが２人以上の多子世帯
に対する助成も実施します。 

39 

拡充 

【再掲】 

就学援助制度 
学校教育課 

こどもの就学に際して経済的な援助が必要な保
護者へ、必要な費用を支給しています。 

41 
【再掲】 

中津市奨学資金 
学校教育課 

高校進学者及び准看護師養成所に進むもので、
学業、人物ともに優秀と認められ、経済的理由に
より学資の支弁が困難なものを対象に奨学資金
を贈与します。 

160 未熟児養育医療給付 こども家庭センター 
身体の発達が未熟なままで生まれ、入院を必要
とする赤ちゃんに対して、必要な健康保険対象内
の医療費を助成します。 

161 

新規 
妊婦のための支援給付 こども家庭センター 

妊婦 1 人につき 5 万円、胎児 1 人につき 5 万円
を支給します。妊娠期からの切れ目ない相談支
援と組み合わせて実施することで、妊婦等の身
体的、精神的ケア及び経済的支援を行います。 

162 

新規 
妊産婦健診等支援事業 こども家庭センター 

自宅から産科医療機関までの距離が 20Km を超
える妊産婦や医師の診断で産科医療機関が変
更になった妊産婦の健診や出産に要する交通費
等を支援する事で安心して出産できる環境づくり
を推進します。 

163 

新規 
産婦健康診査 こども家庭センター 

全ての産婦を対象に、産後２週間・産後１か月の
産婦健康診査を費用助成する事で、産後初期の
母子支援を強化します。 

 

  



 

- 107 - 

基本施策１１ 地域子育て支援、家庭教育支援                                 

〈現状と課題〉 

●国勢調査による中津市における最年少のこどもの年齢別共働き夫婦割合の推移を見ると、

令和２年は「０歳」が 44.1％、「１～２歳」が 63.4％となっており、平成２７年と比較すると共

働き夫婦の割合が増加しており、子育てにあまり時間を割けない中でも行政からの必要な情

報が届くよう、また各種手続きの簡素化等について工夫を凝らす必要があります。 

●ライフスタイルの多様化や核家族化の進展等により、保育所に入所していない未就学児につ

いても保護者の様々なニーズに対応できる一時預かり事業の充実が求められています。 

●各家庭にとって一番身近な各地域については本来、こどもや子育て家庭の課題を発見しや

すい場所であるところ、昨今の地域コミュニティの希薄化により、地域の人々との顔の見える

関係の構築及び情報共有が必要です。 
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〈施策の方向性〉 

子育て期間中は、こども医療費助成、保育所、放課後児童クラブ等の各種申請手続きが多く、

共働き世帯が増えたことや核家族化の進行により、時間に余裕のない保護者が増えてきていま

す。現代の子育て世帯はスマホ等デジタルデバイスと親和性が高く、各種申請手続き等をＩＣＴ

化することによる時短・簡素化は欠かせません。申請手続きのオンライン化を進めるとともに、Ｓ

ＮＳ、スマホアプリ、ＡＩチャットボット及び各種ＷＥＢサービスを活用した情報発信により、申請手

続きや情報発信の効率化を進めます。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

164 

拡充 

広報やプロモーションの

強化 
子育て支援課 

市報、情報誌、ホームページ、ＳＮＳ、スマホアプ
リ等、様々な手段を用いて、中津市を挙げて子育
てを応援していることを PR しています。こどもま
んなか社会の実現に向け、機運醸成にも取り組
みます。 

165 

母子健康手帳型アプリ

の活用 
子育て支援課 

妊娠から出産・子育てまで全ての子育て世帯を
切れ目なく支援するためのスマホアプリを活用
し、各予防接種のタイミングで通知を行う機能な
どにより、プッシュ型の情報発信を行います。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

登録ユーザー数 1,423人 1,900人 2,200人 

166 

新規 
なかつ保育ガイド 保育施設運営課 

保育施設の入所申込やオンライン手続きなどの
問い合わせ窓口としてＡＩチャットボットを導入し、
24時間対応可能な窓口を設けます。 

167 

新規 

学校保護者間連絡 

アプリ 
学校教育課 

学校と保護者が連絡アプリでつながり、一斉送信
ができる体制を整備することにより、日々の印刷・
配布業務の手間削減や、緊急時の連絡の迅速
化等を図ります。 

168 

新規 

オンラインカレンダーの

活用 
こども家庭センター 

各子育て支援センターのイベント情報をオンライ
ンカレンダーに掲載して情報発信しています。毎
日忙しい子育て中の保護者であっても、空いた時
間にピンポイントで、親子で遊べるイベントを探す
ことができます。 

169 

新規 
オンラインマップの活用 こども家庭センター 

オンラインマップに子育て関連施設や赤ちゃんの
駅登録店舗の情報を登録して公開しています。
外出中であっても、スマホで近くの子育て関連施
設が検索できます。街歩きにも活用いただけま
す。 

 

  

施策No.１１-１ 

ICT を活用したプッシュ型の情報提供や申請手続き等の簡素化 
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〈施策の方向性〉 

国を挙げての待機児童対策や幼児教育・保育の無償化等により、共働き世帯への支援につ

いては大幅な拡充がされてきたところ、一方で保育園や幼稚園に通っていない小学校就学前

のこども（無園児）への支援が手薄であるとされてきました。無園児は同世代のこどもと関わる

機会が相対的に少なくなる傾向にあり、また保護者の育児負担や孤独感の解消も急務です。

中津市では、保護者の就労状況に関わりなく利用できる一時預かり等の事業を実施していま

す。より使いやすい制度となるよう調査・研究していきます。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

170 

一時預かり事業 保育施設運営課 

保護者の急な用事やリフレッシュしたい時等にこ
どもを預かる事業で、幼児教育・保育施設等で実
施しています。今後は更なる利便性の向上に努
めます。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

※中津市子ども・子育て支援事業計画（第

５章）にて管理 
－ － － 

68 

拡充 

【再掲】 

子育て短期支援事業 
こども家庭センター 

保護者の出張や冠婚葬祭、病気、育児疲れ等に
より、こどもの養育ができない場合に、児童養護
施設、乳児院、里親において短期間の宿泊等で
こどもを預かります。また、多様化するニーズに
対応するため、親子での利用やこどもからの希望
による利用など拡充を図ります。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

※中津市子ども・子育て支援事業計画（第

５章）にて管理 
－ － － 

171 

ファミリー・サポート・セン

ター事業 
こども家庭センター 

こどもの預かり等の援助を希望する保護者と、援
助を行うことを希望する人が相互に助け合う制度
です。親しみやすく利用しやすい制度運用に努
め、制度周知と利用促進を図ります。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

※中津市子ども・子育て支援事業計画（第

５章）にて管理 
－ － － 

172 

新規 

乳児等通園支援事業 

（こども誰でも通園制度） 
保育施設運営課 

３歳未満かつ保育所等保育施設に入所していな
いこどもについて、就労要件等が不要の定期的
な保育を実施します。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

※中津市子ども・子育て支援事業計画（第

５章）にて管理 
－ － － 

  

施策No.１１-２ 

一時預かり等の利用の促進 
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〈施策の方向性〉 

保護者が家庭においてこどもの基本的な生活習慣や自立心等を育む教育を行うため、また

地域の中で子育て家庭が支えられるよう、中津市では様々な事業を実施しています。言うまで

もなく、こどもの養育については家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責

任を有するものであり、正しい子育てができるよう子育て応援教室等を開催しています。一方で、

核家族化が進み共働き世帯が増える中、地域での子育て支援もかかせません。地域における

子育て・親育てにつながる活動も推進していきます。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

173 家庭教育の推進 

社会教育課 

小幡記念図書館 

こども家庭センター 

地域ごとに子育て支援センターや子育てサーク
ル等と連携して、家庭教育学級を開催していま
す。また、図書館ではボランティアと協働して「お
はなし会」や「あかちゃんタイム」、「赤ちゃんおは
なし会」を実施し乳幼児期からの絵本に触れる機
会を提供しています。 

174 
地域協育振興プラン推

進事業 
社会教育課 

各校区に校区ネットワーク会議を設け、地域の特
色を活かした地域協育振興プランを推進していま
す。 

175 「ほめあうまち」の推進 社会教育課 

学校・家庭・地域が一体となり、お互いにほめあう
ことを通して、人にやさしいコミュニティを創造して
います。中津市 PTA 連合会と連携し「ほめまち授
業」や「家庭教育ノススメ」の活動を通して、自分
のよさとともに他人のよさを認めることができるこ
どもの育成と人権意識が高い地域住民の育成を
図ります。 

176 地域組織の活動支援 
社会教育課 

福祉政策課 

PTA、子ども会、青少年健全育成会、民生児童委
員協議会、地域婦人会、各種女性団体等の組織
が、各地域で活動しており、地域全体でこどもの
成長と子育て家庭を応援する取り組みを推奨しま
す。 

177 子育て応援教室 
こども家庭センター 

社会教育課 

児童家庭支援センターと連携して、暴力や暴言で
はない方法でこどもとコミュニケーションを取り正
しいしつけを行えるよう、子育て応援教室を開催
します。 

178 
地域を主体とした子育

て・親育て 
福祉政策課 

地域福祉計画・地域福祉活動計画に基づい
て、様々な地域活動が推進されています。世代
間交流や地域の寄合いの場としてのサロン、
住民型有償サービスの活動等、地域における
子育て・親育てにつながる活動を積極的に推
進します。 

 

  

施策No.１１-３ 

家庭教育支援及び地域子育て支援の推進 

 



 

- 111 - 

基本施策１２ 共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの 

主体的な参画促進・拡大                                              

〈現状と課題〉 

●令和５年１１月に就学前児童に対して実施した中津市子ども・子育て支援事業ニーズ調査

によると、教育・保育環境の充実など子育ての環境や支援に関して自由意見を求めた設問

について、カテゴリ別に分類すると、職場環境の改善等に係る意見が５番目に多い結果でし

た。 

●家庭内において育児負担が女性に集中している現状を変え、夫婦が相互に協力しながら子

育てし、それを職場が応援し、地域社会全体で支援する社会をつくるため、共働き・共育てを

推進する必要があります。 

●男性の育児休業が当たり前になる社会の実現に向けて官民一体となって取り組むこととし、

国の両立支援に関する各種施策を後押しするとともに、男性の家事・子育てに参画したいと

いう希望を叶えるとともに、その主体的な参画を社会全体で後押しできるよう機運の醸成に

取組みます。 
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〈施策の方向性〉 

男性の家事・育児時間を増やす方法としては、長時間労働を是正し、働き方を柔軟化するこ

とが有効であるとされていますが、それとともに男性の意識改革も重要です。また、国が実施す

る「両立支援等助成金事業」は、男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務

体制整備等を行った場合に助成金を支給するものであり、男性が育児休業を取得しやすい環

境整備を推進しています。中津市においても、市内企業に対して子育て世代が働きやすい環境

を整備していただくよう機運醸成を図るとともに、女性の起業支援を行い様々な働き方の実現

を後押ししています。また、中津市独自事業として有休の子の看護休暇制度を創設した企業に

奨励金を交付する事業を実施しており、国・県・市・企業が連携して働き方改革を進めて行きま

す。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

179 

子育てと仕事両立支援

事業 
子育て支援課 

国の両立支援等助成金と併せて、有休の子の看
護休暇制度を創設した市内中小企業に奨励金を
交付する事業を中津市独自で実施し、父母ともに
子育てと仕事が両立できる社会の実現を目指し
ます。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

認定事業所数 20 25 30 

6 

【再掲】 

「第３次中津市男女共同

参画計画」の推進 

人権・同和対策課 

男女共同参画の意識が進み、男女ともに仕事と
生活の調和がとれるよう、意識改革や生活の安
定、女性の活躍の推進を図ります。特に、長時間
労働の抑制等の推進、多様で柔軟な働き方の推
進、男性の家事・育児への参画を促進します。 

180 イクボス・イクメンの推進 
企業立地・ 

雇用対策課 

子育て世代にとって働きやすい環境を作る「イク
ボス」や、子育てに積極的に関与する男性「イクメ
ン」について、県と協働で市内事業者に推進して
います。 

181 

拡充 

女性の起業支援 
企業立地・ 

雇用対策課 

女性の創業の促進及び女性起業家同士の交流
のため、女性起業家支援事業を実施しています。
セミナーやフォローアップを実施するとともに、女
性創業者への補助事業を実施し、女性の様々な
分野での活躍を支援します。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

中津市創業支援等事業計画に基づく年間

創業者数（女性） 
７ 10 10 

182 

拡充 

女性の新たな働き方の

支援 

企業立地・ 

雇用対策課 

女性起業家支援事業において自宅での創業等を
支援するほか、大分県のテレワーク助成金や、サ
テライトオフィスにおける働き方改革の実施につ
いての周知を行うことにより、子育てとの両立を
可能にする女性のあらゆる働き方を支援します。 

 

  

施策No.１２-１ 

働き方改革の推進、男性の育児休業が当たり前になる社会の実現 
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No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

18 

【再掲】 

男女共同参画週間の取

り組み 

人権・同和対策課 
男女共同参画社会の実現に向けた標語コンクー
ルや記念講演会、街頭キャンペーンを開催し、
様々な方法で啓発活動を行います。 

183 
ファミリー向け料理教室

の開催 
人権・同和対策課 

「料理は女性が行うもの」という固定観念を払拭
するため、ファミリー向け料理教室を各地域の公
民館等で開催しています。 

184 
男性の家事・育児参画

の推進 

子育て支援課 
こども家庭センター 

各子育て支援センターで、父親が参加しやすいイ
ベントを企画し、父を含めた家族同士で触れ合え
る機会を設けることにより、父親の育児参加を促
進する取組を行います。 

185 
父子健康手帳の配布 

ママパパクラスの開催 
こども家庭センター 

母子健康手帳交付時に希望者に父子健康手帳
を配布しています。また、初めての出産を迎える
夫婦を対象とした講習会や交流会を開催してい
ます。 
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基本施策１３ ひとり親家庭への支援                                 

〈現状と課題〉 

●令和５年１１月に就学児童に対して実施した中津市子ども・子育て支援事業ニーズ調査によ

ると、暮らしの状況を質した設問について、ひとり親世帯では 72.6％が「苦しい（「大変苦し

い」と「やや苦しい」の合計）」という回答結果でした。 

●過半数が経済的に苦しいという状況の中で、金銭的な直接支援のほか、こどもにとってなる

べく不利益が生じることがないよう、きめ細かく当事者に寄り添った相談支援が必要です。 
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〈施策の方向性〉 

我が国のひとり親家庭の相対的貧困率がＯＥＣＤ加盟国の中でも非常に高い水準で推移し

てきた現状を直視し、ひとり親家庭の子育てを支え、経済的な自立の実現に結びつける必要が

あります。その際、仕事と子育てを一手に担わざるを得ないひとり親家庭は、いわゆる「時間の

貧困」にも陥りやすく、親子で心穏やかに過ごす時間を持てないことも留意しなければなりませ

ん。中津市では、手当等による直接的な経済的支援のほか、子育てを援助する事業に対して助

成することや就労支援等を行い、ひとり親が安心して自立に向かえる環境を整備します。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

28 

拡充 

【再掲】 

児童扶養手当 
子育て支援課 

ひとり親家庭等の生活の安定と自立を援助し、児
童の福祉増進を図るため、児童扶養手当を支給
しています。 

44 

【再掲】 

ひとり親家庭医療費 

助成事業 

子育て支援課 
ひとり親家庭の保護者と児童の医療費を助成し
ています。 

36 

【再掲】 

母子父子寡婦福祉資金 

貸付金 

こども家庭センター 
ひとり親家庭等のこどもの修学のための資金、保
護者等の資格取得のための資金等、各種資金の
貸付を行う制度です。 

45 

【再掲】 

自立支援教育訓練 

給付金 

子育て支援課 
ひとり親家庭の保護者が就職に有利な資格や技
能を取得する場合、指定教育講座の受講に係る
費用を助成しています。 

46 

【再掲】 

ひとり親家庭への 

就労支援 

子育て支援課 

児童扶養手当の現況届受付期間中に中津市役
所内にハローワーク中津の特設窓口を設置する
等、児童扶養手当受給者を対象とした就職支援
を行っています。 

47 

【再掲】 

高等職業訓練促進 

給付金 

子育て支援課 

ひとり親が就職に有利で生活の安定に役立つ資
格を取得するために養成機関で６ヶ月以上修業
する場合、就業期間中（上限４年）の生活費を支
給します。 

186 
保育施設への優先入

所、保育料の軽減 

保育施設運営課 

子育て支援課 

ひとり親家庭の就労支援の一環として、保育施設
への優先入所や保育料の軽減を実施していま
す。 

 

  

施策No.１３-１ 

経済的支援 
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〈施策の方向性〉 

別居により実質的にひとり親の状態となっている方を含む多くのひとり親が仕事と子育てを

一手に担わざるを得ない状況にあることを踏まえ、市として相談しやすい環境を作ることや、手

続き等についてなるべく負担をかけないような取組が求められています。中津市では、ひとり親

への様々な支援を網羅的に掲載した「ひとり親家庭サポートブック」を作成することや、毎年の

児童扶養手当現況届の面談機会を利用したプッシュ型の相談支援を行うとともに、様々な課

題にワンストップで必要な支援につなげることができる相談窓口体制を構築しています。 

No. 具体的な取り組み 所管課 施策内容 

35 
【再掲】 

母子父子自立支援員 
こども家庭センター 

こども家庭センター内に母子父子自立支援員を 1
名配置し、住居や生活、就労、教育、ＤＶ等の関
係機関と連携して支援しています。ひとり親家庭
等のワンストップ相談窓口と位置付け、総合的か
つ計画的な支援を行います。 

187 
ひとり親家庭 

サポートブック 
子育て支援課 

ひとり親家庭等への支援策を盛り込んだひとり親
家庭サポートブックを作成し、対象世帯に配布し
ています。定期的に更新し、最新情報の提供に
努めます。 

188 
ひとり親へのあらゆる 

機会を捉えた支援 
子育て支援課 

ホームページや市報による広報のほか、児童扶
養手当現況届の面談機会を利用して、制度や施
策を周知しています。 

37 

【再掲】 

ひとり親家庭のための 

無料法律相談 

こども家庭センター 
大分県母子家庭等就業・自立支援センターと協
働で、年に１回程度、無料法律相談会を開催して
います。 

目標 
現状 

（R６年度） 

目標 

（R９年度） 

目標 

（R１１年度） 

開催頻度 １回/年 １回/年 １回/年 

 

  

施策No.１３-２ 

相談支援 
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指標一覧 

No. 指標の内容 
現状 

（Ｒ６年度） 

目標 

（Ｒ９年度） 

目標 

（Ｒ11年度） 

1 こども・若者会議 開催頻度 ０回/年 １回/年 １回/年 

2 赤ちゃんの駅 登録数 69施設 72施設 75施設 

3 屋外公園 遊具点検回数 ４回/年 ４回/年 ４回/年 

4 
なかつ・こどもいきいきプレイルーム 

年間利用者数 
－ 34,630人 32,466人 

5 親子ふれあいイベント 年間開催数 １回/年 １回/年 １回/年 

6 外国人の資格取得支援事業補助金 利用者数 ３人 ５人 ５人 

7 合同就職説明会等の年間参加者数 235人 280人 280人 

8 
中津市創業支援等事業計画に基づく 

年間創業者数（うち女性） 
15人（7人） 20人（10人） 20人（10人） 

9 要保護児童対策地域協議会 開催頻度 ２回/年 ２回/年 ２回/年 

10 こども食堂 新規開設か所数 １か所 １か所 １か所 

11 
ひとり親家庭のための無料法律相談 

開催頻度 
１回/年 １回/年 １回/年 

12 
巡回支援事業：保育所等訪問支援事業 

巡回支援を利用する施設の割合 
30％ 60％ 90％ 

13 障がいのある児童を受け入れる施設の割合 70％ 80％ 90％ 

14 指定訪問看護事業所数 ３事業所 ４事業所 ５事業所 

15 
保育コーディネーターを配置する保育施設の 

割合 
70％ 80％ 90％ 

16 保育所、幼稚園及び小学校の遊具点検回数 １回/年 １回/年 １回/年 

17 保育事業 実施施設数 35施設 35施設 35施設 

18 休日保育事業 実施施設数 １施設 １施設 １施設 

19 
架け橋プログラムの周知 

市内保育施設における研修会の実施 
作成中 実施 実施 

20 
大分県幼児教育センターの幼児教育アドバイザ

ーの周知 
１回/年 １回/年 １回/年 

21 放課後児童クラブアドバイザーの人数 ２人 ２人 ２人 

22 
学校施設敷地内で実施する放課後児童クラブ 

支援単位数 
13 16 20 

23 母子健康手帳型アプリ 登録ユーザー数 1,423人 1,900人 2,200人 

24 子育てと仕事両立応援事業 認定事業所数 20事業所 25事業所 30事業所 
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１ 区域の設定 

（１）教育・保育提供区域の設定について 

国の基本指針では、市町村は地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、現在の教

育・保育の利用状況、教育・保育を提供するための施設の整備状況その他の条件を総合的に

勘案し、地域の実情に応じて、保護者やこどもが居宅より容易に移動することが可能な区域

（以下、「教育・保育提供区域」という。）を定める必要があるとしており、区域ごとに事業の量の

見込み（需要量）を算出するとともに、確保方策（事業内容や供給量、実施時期）を示す必要

があります。 

【 国の区域設定における考え 】 

◆地理的条件、人口、交通事情その他社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況

その他の条件を総合的に勘案して定める。 
 

◆小学校区単位、中学校区単位、行政区単位、地域の実状に応じて、保護者やこどもが居宅から容易

に移動することが可能な区域を定める。 
 

◆地域型保育事業の認可の際に行なわれる需給調整の判断基準となることを踏まえる。 
 

◆教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を通じて共通の区域設定とすることが基本となる。 
 

◆教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の広域利用の実態が異なる場合には、実状に

応じて、区分または事業ごとに設定することができる。 

 

（２）中津市の教育・保育提供区域について 

事業ごとの「区域設定」について、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、現在

の保育・教育の利用状況、施設の整備状況、その他の条件を総合的に勘案して、「保育・教育

の事業の実施区域」及び「放課後児童健全育成事業の実施区域」は、「中津・三光地域」と

「本耶馬渓・耶馬溪・山国地域」の２区域とし、放課後児童健全育成事業を除く「地域子ども・

子育て支援事業の実施区域」については「中津市全域」の１区域と設定しました。 

 

  

第５章 子ども・子育て支援事業計画 
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２ 各年度における教育・保育の量の見込み並びに提供体制の確保の

内容及びその実施時期 

（１）幼児期の学校教育・保育の量の見込み 

自治体は、計画期間における「幼児期の学校教育・保育の量の見込み（必要利用定員総

数）」を定めなければいけません。 

市内に居住するこどもについて、「現在の教育・保育施設等(幼稚園・保育園等)の利用状況」

に、「利用希望」を踏まえて以下の区分で設定します。 

【保育の必要性の認定区分】 

◆1号認定３－５歳 幼児期の学校教育（19条１項１号に該当：教育標準時間認定） 

◆2号認定３－５歳 保育の必要性あり（19条１項２号に該当：満３歳以上・保育認定） 

◆3号認定０－２歳 保育の必要性あり（19条１項３号に該当：満３歳未満・保育認定） 

 

（２）１号認定（教育ニーズ）の実績・量の見込み・確保方策区域の設定 

◆中津市全域 

実績値                            単位：人 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

実績値 722 760 694 571 527 

 

量の見込み・確保方策                       単位：人 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 505 484 416 389 374 

Ｂ 確保方策（定員数） 810 810 810 810 810 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 305 326 394 421 436 

 

◆中津・三光地域 

実績値                            単位：人 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

実績値 721 757 691 568 526 

 

量の見込み・確保方策                       単位：人 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 503 482 414 387 373 

Ｂ 確保方策（定員数） 810 810 810 810 810 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 307 328 396 423 437 
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◆本耶馬渓・耶馬溪・山国地域 

実績値                            単位：人 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

実績値 1 3 3 3 1 

 

量の見込み・確保方策                       単位：人 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 2 2 2 2 1 

Ｂ 確保方策（定員数） 0 0 0 0 0 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） △2 △2 △2 △2 △1 

 

 

（３）２号認定（保育ニーズ）の実績・量の見込み・確保方策 

 

◆中津市全域 

実績値                            単位：人 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

実績値 1,414 1,353 1,301 1,280 1,257 

 

量の見込み・確保方策                       単位：人 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 1,331 1,276 1,152 1,077 1,037 

Ｂ 確保方策（定員数） 1,385 1,385 1,385 1,385 1,385 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 54 109 233 308 348 

 

◆中津・三光地域 

実績値                            単位：人 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

実績値 1,317 1,257 1,209 1,196 1,180 

 

量の見込み・確保方策                       単位：人 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 1,257 1,204 1,088 1,017 980 

Ｂ 確保方策（定員数） 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 35 88 204 275 312 
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◆本耶馬渓・耶馬溪・山国地域 

実績値                            単位：人 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

実績値 97 96 92 84 77 

 

量の見込み・確保方策                       単位：人 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 74 72 64 60 57 

Ｂ 確保方策（定員数） 93 93 93 93 93 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 19 21 29 33 36 

 

（４）３号認定（０歳児、１歳児、２歳児）の実績・量の見込み・確保方策 

①３号認定（０歳児） 

◆中津市全域 

実績値                            単位：人 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

実績値 148 162 169 126 119 

 

量の見込み・確保方策                       単位：人 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 141 140 138 136 134 

Ｂ 確保方策（定員数） 322 322 322 322 322 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 181 182 184 186 188 

 

◆中津・三光地域 

実績値                            単位：人 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

実績値 142 154 160 121 116 

 

量の見込み・確保方策                       単位：人 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 136 135 133 131 129 

Ｂ 確保方策（定員数） 303 303 303 303 303 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 167 168 170 172 174 
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◆本耶馬渓・耶馬溪・山国地域 

実績値                            単位：人 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

実績値 6 8 9 5 3 

 

量の見込み・確保方策                       単位：人 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 5 5 5 5 5 

Ｂ 確保方策（定員数） 19 19 19 19 19 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 14 14 14 14 14 

 

②３号認定（１・２歳児） 

◆中津市全域 

実績値                            単位：人 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

実績値 966 940 944 932 884 

 

量の見込み・確保方策                       単位：人 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 817 777 805 801 794 

Ｂ 確保方策（定員数） 990 990 990 990 990 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 173 213 185 189 196 

 

◆中津・三光地域 

実績値                            単位：人 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

実績値 919 901 906 892 845 

 

量の見込み・確保方策                       単位：人 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 782 743 770 767 760 

Ｂ 確保方策（定員数） 942 942 942 942 942 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 160 199 172 175 182 
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◆本耶馬渓・耶馬溪・山国地域 

実績値                            単位：人 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

実績値 47 39 38 40 39 

 

量の見込み・確保方策                       単位：人 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 35 34 35 34 34 

Ｂ 確保方策（定員数） 48 48 48 48 48 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 13 14 13 14 14 

 

（５）１号・２号・３号認定の合計の実績・量の見込み・確保方策 

◆中津市全域 

実績値                            単位：人 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

実績値 3,250 3,215 3,108 2,909 2,787 

 

量の見込み・確保方策                       単位：人 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 2,794 2,677 2,511 2,403 2,339 

Ｂ 確保方策（定員数） 3,507 3,507 3,507 3,507 3,507 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 713 830 996 1,104 1,168 

 

◆中津・三光地域 

実績値                            単位：人 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

実績値 3,099 3,069 2,966 2,777 2,667 

 

量の見込み・確保方策                       単位：人 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 2,678 2,564 2,405 2,302 2,242 

Ｂ 確保方策（定員数） 3,347 3,347 3,347 3,347 3,347 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 669 783 942 1,045 1,105 
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◆本耶馬渓・耶馬溪・山国地域 

実績値                            単位：人 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

実績値 151 146 142 132 120 

 

量の見込み・確保方策                       単位：人 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 116 113 106 101 97 

Ｂ 確保方策（定員数） 160 160 160 160 160 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 44 47 54 59 63 
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３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに提供体制の確保

の内容及びその実施時期 

（１）利用者支援事業〔基本型・こども家庭センター型〕 

こどもや保護者の身近な場所で、保育・教育施設や地域の子育て支援事業等の利用につい

て情報収集を行うとともに、それらの利用に当たっての相談に応じ、必要な助言を行い、関係機

関等との連絡調整等を実施する事業です。 

 

1 本市の事業名称 利用者支援事業 

2 担当課 こども家庭センター 

3 対象／単位 ０～18歳 ／ 実施箇所数 

4 
計画策定の 

考え方 

令和６年に「子育て世代包括支援センター」と「子ども家庭総合支援

拠点」の機能を維持し、母子保健・児童福祉の両機能が一体的に相談

支援を行う機関として「こども家庭センター」を設置しました。引き

続き、全ての妊産婦、子育て世帯に対して切れ目なく一体的な支援に

努めます。 

 

実績値                          単位：箇所 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

実施箇所 2 2 2 2 2 

量の見込み・確保方策                     単位：箇所 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 2 2 2 2 2 

Ｂ 確保方策 2 2 2 2 2 

 ①基本型 1 1 1 1 1 

②こども家庭センター型 1 1 1 1 1 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 0 0 0 0 0 
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【妊婦等包括相談支援事業】【新規】 

出産、育児等の見通しを立てるための面談等(①妊娠届出時、②妊娠 8か月前後、③出生届出か

ら乳児家庭全戸訪問事業の間)やその後の継続的な情報発信等を実施し、必要な支援につなぐ相談

事業です。 

1 本市の事業名称 妊婦等包括相談支援事業 

2 担当課 こども家庭センター 

3 対象／単位 妊産婦及びその配偶者等 ／ 面談回数（回／年） 

4 
計画策定の 

考え方 

こども家庭センターにて１組当たり３回の面談を行い、すべての妊婦・

子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備に努めます。 

【量の見込みと確保方策の算出について】 

０歳児推計人口 × 面談数（３回） 

 
量の見込み                 単位:回 

区 分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 1,455 1,443 1,425 1,401 1,386 

①妊娠届出時 485 481 475 467 462 

②妊娠 8か月前後 485 481 475 467 462 

③出生届出 485 481 475 467 462 

Ｂ 確保方策 1,455 1,443 1,425 1,401 1,386 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 0 0 0 0 0 

※②は面談またはアンケートによる実施、③は乳児家庭全戸訪問事業と併せて実施します。 

（２）地域子育て支援拠点事業 

家庭や地域における子育て機能の低下や、子育て中の親の孤独感や負担感の解消に対応

するため、地域の子育て中の親子の交流促進や育児相談等を行う事業です。 

1 本市の事業名称 子育て支援センター、なかつ・こどもいきいきプレイルーム 

2 担当課 こども家庭センター 

3 対象／単位 ０～６歳 ／ 延べ利用者数（人／年）、実施箇所数 

4 
計画策定の 

考え方 

子育て中の親子の交流や育児相談としての場所として、引続き親子が

ともに学び成長できるイベント等の機会を提供するとともに、地域の

子育てに関係する団体等と連携し、子育て支援の充実に努めます。ま

た、本耶馬渓・耶馬溪・山国地域においては、児童館等による「出張ひ

ろば」を実施します。 

【量の見込みの算出について】 

令和５年度実績値を基に、年齢別人口推計の増減率を乗じて算出 

・プレイルーム：０～６歳児 

・その他の拠点施設：０～２歳児 

【確保方策の算出について】 

・人数：量の見込み数と同数を設定 

・箇所：現在の箇所数を維持 
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実績値                      単位：人回、箇所 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

利用者数（延べ人数） 28,043 36,827 54,097 63,267  

実施箇所 8 8 8 8 7 

量の見込み・確保方策                 単位：人回、箇所 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 57,603 55,600 53,670 52,137 51,036 

Ｂ 確保方策 57,603 55,600 53,670 52,137 51,036 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 0 0 0 0 0 

実施箇所 7 7 7 7 7 

（３）妊婦健康診査 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の把握、

②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査

を実施する事業です。 

1 本市の事業名称 妊婦一般健康診査 

2 担当課 こども家庭センター 

3 対象／単位 妊婦 ／ 受診件数（件／年） 

4 
計画策定の 

考え方 

母子健康手帳の交付時に妊婦健康診査受診票（14回）を配布し、大分

県内の医療機関及び助産施設への委託により妊婦健診サービスを提供

します。また県外の医療機関等を受診する場合は償還払いにより公費

負担を行う等、妊産婦の経済的負担の軽減と産科医療機関等と連携し

た適正な受診の勧奨に努めます。 

【量の見込みと確保方策の算出について】 

０歳児推計人口 × 過去の妊婦１人あたり平均受診回数（11回） 

 

実績値                           単位：件 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

実施件数 6,745 6,194 6,057 5,066  

量の見込み・確保方策                      単位：件 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 5,335 5,291 5,225 5,137 5,082 

Ｂ 確保方策 5,335 5,291 5,225 5,137 5,082 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 0 0 0 0 0 
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（４）乳児家庭全戸訪問事業 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育

環境等の把握を行う事業です。 

1 本市の事業名称 こんにちは赤ちゃん事業 

2 担当課 こども家庭センター 

3 対象／単位 生後４か月までの乳児 ／ 訪問件数（人／年） 

4 
計画策定の 

考え方 

転出や長期入院など訪問が出来ない場合でも電話連絡等で養育状況の

把握に努め、母子保健サービスの紹介や育児相談等を実施します。 

【量の見込みと確保方策の算出について】 

０歳児推計人口と同数を設定 

 

実績値                           単位：件 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

訪問数 662 581 575 485  

量の見込み・確保方策                      単位：件 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 485 481 475 467 462 

Ｂ 確保方策 485 481 475 467 462 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 0 0 0 0 0 

 

【産後ケア事業】【新規】 

退院直後の母子に対して心身のケアや育児等のサポート等を行い、産後も安心して子育てがで

きる支援体制を確保する事業です。 

1 本市の事業名称 産後ケア事業 

2 担当課 こども家庭センター 

3 対象／単位 産婦 ／ 延べ利用者数（人／年） 

4 
計画策定の 

考え方 

【量の見込みと確保方策の算出について】 

推計産婦数 × 利用見込み産婦数 ÷ 全産婦数 × 平均利用日数 

・直近の利用状況を踏まえて設定しました 

 

量の見込み・確保方策                      単位：人日 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 262 260 257 252 249 

推計産婦数 485 481 475 467 462 

利用見込み産婦率 18% 18% 18% 18% 18% 

平均利用日数 3 3 3 3 3 

Ｂ 確保方策 262 260 257 252 249 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 0 0 0 0 0 
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（５）養育支援訪問事業 

乳児家庭全戸訪問事業などにより把握した、保護者の養育を支援することが特に必要と判

断される家庭に対して、保健師・助産師・保育士等が居宅を訪問し、養育に関する相談支援や

育児・家事援助などを行う事業です。 

1 本市の事業名称 養育支援訪問事業 

2 担当課 こども家庭センター 

3 対象／単位 
支援を特に必要とする妊産婦及びその家庭 ／ 延べ訪問回数（回／

年） 

4 
計画策定の 

考え方 

乳幼児全戸訪問事業等により、積極的な支援が必要と判断した家庭に

対し、母子保健係や相談支援係の保健師や専門員が訪問し、指導助言

を行うほか、児童家庭支援センター等による育児・家事援助を実施し

ます。 

【量の見込みと確保方策の算出について】 

子育てに対する不安や孤立感等を抱える世帯や様々な原因により養育

支援が必要となっている家庭が増加傾向にあるため、直近の利用実績

の最大値（R5年度）を見込み量として設定しました。 

 

実績値                           単位：回 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

訪問数 538 523 631 665  

量の見込み・確保方策                      単位：回 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 665 665 665 665 665 

Ｂ 確保方策 665 665 665 665 665 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 0 0 0 0 0 
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（６）子育て短期支援事業 

一定の事由により児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童を児童養護施設等で預

かる短期入所生活援助（ショートステイ）事業、夜間養護等（トワイライトステイ）事業です。 

1 本市の事業名称 ショートステイ、トワイライトステイ 

2 担当課 こども家庭センター 

3 対象／単位 ０歳～18歳 ／ 利用日数（日／年）、個所数 

4 
計画策定の 

考え方 

世帯状況や家庭環境を十分把握し、必要に応じて他の子育て支援サー

ビスとも連携を取りながら、保護者及びこどもへの負担をできる限り

軽減できるよう配慮していきます。 

【量の見込みの算出について】 

多子世帯や支援が必要な家庭の利用が増えていることに鑑み、直近の

利用実績の最大値（R5年度）を量の見込みとして設定しました。 

【確保方策の算出について】 

・日数：量の見込みと同数を設定 

・箇所：現在の箇所数を維持 

 

実績値                       単位：日、箇所 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

預かり日数 124 201 156 296  

契約施設 3 3 3 3 3 

量の見込み・確保方策                  単位：日、箇所 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 278 278 278 278 278 

Ｂ 確保方策 278 278 278 278 278 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 0 0 0 0 0 

契約施設 3 3 3 3 3 
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（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

乳幼児や小学生等の一時的な預かりや移動支援等の援助を希望する者と、これらの援助を

行うことを希望する者との連絡・調整や、援助を行うことを希望する者へ講習の実施等の支援

を行う事業です。 

1 本市の事業名称 ファミリー・サポート・センター 

2 担当課 こども家庭センター 

3 対象／単位 ０歳～小学６年生 ／ 利用件数（件／年） 

4 
計画策定の 

考え方 

「まかせて会員」の確保が難しくなっていることなどの課題について

委託先の中津市社会福祉協議会と協議し、会員の増加を目指します。

また、効果的な周知を行い当該事業を積極的に利用してもらえるよう、

普及促進に努めます。 

【量の見込みと確保方策の算出について】 

直近の利用状況を踏まえて設定 

 

実績値                           単位：件 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

利用件数 108 326 250 243  

量の見込み・確保方策                      単位：件 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 250 250 250 250 250 

Ｂ 確保方策 250 250 250 250 250 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 0 0 0 0 0 
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（８）一時預かり事業 

家庭において一時的に保育を受けることが困難になった乳幼児について、幼児教育・保育施

設で一時的に預かり、必要な保育を行う事業です。 

1 本市の事業名称 一時預かりサービス 

2 担当課 保育施設運営課 

3 対象／単位 
０歳～５歳（在園児対応型は３歳～５歳） ／ 延べ利用人数（人／

年）、実施箇所数 

4 
計画策定の 

考え方 

在園児対応型については、認定こども園および幼稚園で実施します。

在園児対応型以外については、令和６年度の実施施設において継続し

て実施するほか、公立保育所において新規実施を検討します。 

【量の見込みの算出について】 

在園児対応型についてはアンケート調査による今後の利用意向・利用

日数から算出し、在園児対応型以外については、そこから「施設の定

期的利用」及び「祖父母等の支援」が「有り」と回答した世帯を除いた

保護者の利用意向立から算出しました。 

【確保方策の算出について】 

・人数：量の見込みと同数を設定 

・箇所：令和６年度の実施箇所数を基礎とし、在園時対応型について

は保育所から認定こども園への移行見込数を踏まえて設定 

 

◆在園児対応型 

実績値                          単位：人回 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

利用者数（延べ人数） 76,075 87,593 92,555 100,412  

実施箇所 24 24 24 25 25 

量の見込み・確保方策                     単位：人回 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 104,458 100,093 89,211 83,392 80,308 

Ｂ 確保方策 104,458 100,093 89,211 83,392 80,308 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 0 0 0 0 0 

実施箇所 27 27 27 27 27 
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◆在園児対応型以外 

実績値                          単位：人回 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

利用者数（延べ人数） 2,745 2,400 1,840 1,707  

実施箇所 16 16 16 13 20 

量の見込み・確保方策                     単位：人回 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 1,513 1,453 1,386 1,334 1,302 

Ｂ 確保方策 1,513 1,453 1,386 1,334 1,302 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 0 0 0 0 0 

実施箇所 21 22 23 24 25 

 

【乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）】【新規】 

乳児等通園支援事業は、保護者の就労要件を問わずに、月一定時間までの利用可能枠の中で、

時間単位等で柔軟に利用できる新たな制度で令和8年度から全自治体で実施されることとされて

います。 

 

1 本市の事業名称 こども誰でも通園制度 

2 担当課 保育施設運営課 

3 対象／単位 ０歳６か月～満３歳未満 ／ 定員数（人） 

4 
計画策定の 

考え方 

【量の見込みと確保方策の算出について】 

（対象年齢（※１）の未就園児数 × 月一定時間（※２））÷ 定員一

人１月当たりの受入れ可能時間数（※３）  

（※１）０歳６か月から満３歳未満  

（※２）月一定時間は、本調査においては、月10時間と仮定します。  

（※３）月 176時間（８時間×22日）を基本とします。  

 
A 推計人口                単位:人 

区 分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

0歳児 485 481 475 467 462 

1歳児 449 480 476 470 462 

2歳児 526 444 475 471 465 

 

B 施設利用人数(保育の量の見込み)           単位:人 

区 分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

0歳児 141 140 138 136 134 

1歳児 366 394 393 390 386 

2歳児 451 383 412 411 408 
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C 未就園児数(A-B)              単位:人 

区 分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

0歳児 102 101 99 98 97 

1歳児 83 86 83 80 76 

2歳児 75 61 63 60 57 

※0歳児は生後 6か月から利用可能なため、A÷2-B としている。 
 

D 必要定員数(C×10÷176)             単位:人日 

区 分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 13 12 12 12 12 

0歳児 5 5 5 5 5 

1歳児 4 4 4 4 4 

2歳児 4 3 3 3 3 

Ｂ 確保方策 13 12 12 12 12 

0歳児 5 5 5 5 5 

1歳児 4 4 4 4 4 

2歳児 4 3 3 3 3 

（９）延長保育事業 

保育認定を受けたこどもについて、通常の利用時間以外の時間において、保育所等で引き

続き保育を実施する事業です。 

1 本市の事業名称 延長保育事業 

2 担当課 保育施設運営課 

3 対象／単位 ０歳～５歳 ／ 実利用人数（人／年）、実施個所数 

4 
計画策定の 

考え方 

令和６年度の実施施設において継続して実施します。 

【量の見込みと確保方策の算出について】 

アンケート調査による今後の利用意向・利用日数から、「祖父母等の

支援有り」と回答した世帯を除いた保護者の利用率から算出 

 

実績値                           単位：人 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

利用者数（実人数） 222 167 190 240  

実施箇所 22 21 19 18 18 

量の見込み・確保方策                      単位：人 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 661 634 601 577 562 

Ｂ 確保方策 661 634 601 577 562 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 0 0 0 0 0 

実施箇所 20 20 20 20 20 

  



 

- 135 - 

（10）病児・病後児保育事業 

病気等の児童について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等

が一時的に保育等を行う事業です。 

1 本市の事業名称 病児・病後児保育事業 

2 担当課 保育施設運営課 

3 対象／単位 ０歳～小学６年生 ／ 延べ利用人数（人／年） 

4 
計画策定の 

考え方 

令和６年度の実施施設において継続して実施します。 

【量の見込みと確保方策の算出について】 

過去の最大利用日数実績値を利用希望日数とし、そこから祖父母等の

支援有り」と回答した世帯を除いて算出 

 

実績値                         単位：人日 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

利用者数（延べ人数） 758 1,275 1,509 1,165  

実施箇所 2 2 2 2 2 

量の見込み・確保方策                    単位：人日 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 2,108 1,908 1,807 1,735 1,691 

Ｂ 確保方策 2,108 1,908 1,807 1,735 1,691 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 0 0 0 0 0 

実施箇所 2 2 2 2 2 
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（11）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

小学校に就学しており、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対し、授業の終了

後等に小学校の余裕教室や専用施設等において適切な遊び及び生活の場を与えて、その健

全な育成を図る事業です。 

1 本市の事業名称 放課後児童クラブ 

2 担当課 子育て支援課 

3 対象／単位 小学１年生～小学６年生 ／ 利用実人数（人）、実施個所数 

4 
計画策定の 

考え方 

待機児童の発生が見込まれる校区については低学年児童を優先して受

け入れるとともに、高学年の待機児童対策として、放課後子ども教室

との連携、定員増を伴う施設整備、送迎支援等による受入れ等につい

て検討します。 

過疎地域について、人手不足等により運営困難となったクラブについ

ては順次放課後居場所緊急対策事業に切り替えていくものとします。 

施設整備については、可能な限り学校からの距離が近い場所への整備

及び放課後子ども教室との一体型（校内交流型）を前提とし、待機児

童解消等のため、南部校区、小楠校区、鶴居校区、大幡校区、三保校区

において実施を計画しています。 

放課後子ども教室と一体的な実施見込みのない校区については、物理

的な距離による問題等もあるため、引き続き社会教育課と連携し、相

互の交流等について取り組んで行きます。 

【量の見込みの算出について】 

低学年の量の見込みは、過去５年間の利用率の推移を踏まえ、令和７

年度 42％から１年に 0.5％ずつ利用率が上昇する見込みにより算出

し、高学年の量の見込みについては、過去５年間の最大利用率６％で

推移する見込みにより算出 

【確保方策の算出について】 

・人数：量の見込みと同数を設定 

・箇所：施設整備による増加分を反映 
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◆中津市全域 

実績値                       単位：人、箇所 

区分 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

申込者数 1,038 1,021 1,050 1,059 1,032 

実施箇所 36 36 35 35 33 

量の見込み・確保方策               単位：人、箇所、校区 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 1,005 946 962 937 905 

 低学年 870 811 789 773 750 

 高学年 135 135 173 164 155 

Ｂ 確保方策 1,005 946 962 937 905 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 0 0 0 0 0 

実施箇所 34 35 36 36 36 

放課後子ども教室と 

一体的に実施する校区 
12 13 14 15 16 

 

◆中津・三光地域 

   量の見込み・確保方策               単位：人、箇所、校区 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 897 842 849 828 800 

 低学年 801 746 726 711 690 

 高学年 96 96 123 117 110 

Ｂ 確保方策 897 842 849 828 800 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 0 0 0 0 0 

実施箇所 29 30 31 31 31 

放課後子ども教室と 

一体的に実施する校区 
9 9 10 11 11 

 

◆本耶馬渓・耶馬溪・山国地域 

     量の見込み・確保方策               単位：人、箇所、校区 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 108 104 113 109 105 

 低学年 69 65 63 62 60 

 高学年 39 39 50 47 45 

Ｂ 確保方策 108 104 113 109 105 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 0 0 0 0 0 

実施箇所 5 5 5 5 5 

放課後子ども教室と 

一体的に実施する校区 
3 4 4 4 5 
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（12）子育て世帯訪問支援事業【新規】 

家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる

家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子

育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防

ぐことを目的とする事業です。対象家庭を訪問し、下記の支援を行うことを基本に、家庭の状況

に合わせ次の内容を包括的に実施するものです。 

◆家事支援（食事準備、洗濯、掃除、買い物の代行やサポート等）  

◆育児・養育支援（育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助等） 

1 本市の事業名称 子育て世帯訪問支援事業 

2 担当課 こども家庭センター 

3 対象／単位 特に支援が必要な妊産婦及び子育て家庭 ／ 延べ訪問回数 

4 
計画策定の 

考え方 

【量の見込みと確保方策の算出について】 

年間利用世帯数を１０世帯と見込み、１世帯あたり最大１２回利用し

たとして算出 

１０世帯 × １２回 

 

量の見込み・確保方策                    単位：回 

区分 Ｒ７年度 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10年度 Ｒ11年度 

Ａ 量の見込み 120 120 120 120 120 

Ｂ 確保方策 120 120 120 120 120 

Ｃ 量の見込み差（Ｂ-Ａ） 0 0 0 0 0 
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４ 人口減少時代における教育・保育の在り方について 

 教育保育の量の確保については、一貫して量の拡大を図ってきましたが、幼児教育保育の質の向

上、地域における子育て支援機能の強化、過疎地域における幼児教育保育の確保の実現を目指し

つつ、教育保育の実施区域ごとの需要に応じた幼児教育保育施設の適正配置を行うために、人口

推計を踏まえ、関係部署や民間団体と連携し、慎重に検討を行っていき、必要量の確保に努めます。 

 

５ 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該学

校教育・保育の推進等 

（1）認定こども園の普及に係る考え方 

認定こども園は、幼稚園と保育所の機能をあわせ持ち、保護者の就労状況等によらず柔軟

にこどもを受け入れられる施設であり、子ども・子育て支援新制度では、幼稚園・保育所からの

移行が促進される仕組みとなっています。  

現在の教育・保育の利用状況及び利用希望に沿って教育・保育施設の適切な利用が可能

となるよう、幼稚園、保育所等の施設の意向や職員体制等を勘案しながら、認定こども園に移

行する場合には、必要な施設整備の促進や情報提供を行い、認定こども園の普及・促進を図り

ます。 

 

（2）幼児教育・保育等の質の確保及び向上 

乳幼児期はこどもの生涯にわたる人格形成の基礎が培われる重要な時期であり、発達段階

に応じた質の高い教育・保育や子育て支援が提供されることが重要です。  

質の高い教育・保育や子育て支援を提供するためには、保育教諭等の確保、専門性の向上

が不可欠であるため、教育・保育や子育て支援に係る専門職の確保及び資質向上支援に努

めます。 

 

（3）幼児教育・保育と小学校教育（義務教育）との円滑な接続について 

乳幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、学童期や思春期

に至るこどもの育ちを確保するため、保育所・幼稚園・認定こども園と小学校との連携強化を図

っていきます。 

 

（４）乳児等のための支援給付に係る教育・保育等（教育・保育又は乳児等通園支援をい

う。）を一体的に提供する体制について 

本事業の利用が終わった後も、認定こども園の「満 3 歳児クラス」などを活用して、引き続き

適切な教育・保育サービスを受けられるように支援します。  

また、本事業での利用の様子や成長の記録を引き継げる体制を作り、お子さんが新しい環

境でも安心して過ごせるように、保護者の方への情報提供や相談支援を丁寧に行い、切れ目

のない支援につなげます。 
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6 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容 

 令和元年 10 月から実施された幼児教育・保育の無償化に伴い、「子育てのための施設等利用

給付」が創設されました。この給付の実施に当たっては、現行の子どものための教育・保育給付の

手法を踏襲しつつ、保護者の経済的負担の軽減や利便性等を勘案し、公正かつ適正な給付を行

います。 

また、広報誌や市ホームページによる広報等により、制度や申請手続についての周知に努めると

ともに、教育・保育施設及び子ども・子育て支援施設等の認可、認定、届出に関する事項及び確認

並びに指導監督にあたっては、県と必要な情報を共有し、協働で指導監督を行うなど、相互に密接

な連携を図ります。 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 計画の推進に向けて
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１ 推進体制及び進行管理 

本計画に基づく各種施策については、福祉・保健・医療・教育・雇用・まちづくり・生涯学習な

ど、幅広い分野にわたる施策と連携しながら総合的に推進するとともに、市民、学識経験者、関

係団体及び事業者の推薦を受けた者からなる「中津市子ども・子育て会議」において、計画の

進捗管理や評価を行います。 

また、法律等に基づく制度改正やその他広域的な対応が必要な場合は国・県などとの連携を

深め計画を推進していきます。 

 

 

  

第 6章 計画の推進に向けて 
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2 当事者からの意見聴取 

こども基本法第 11 条では、地方公共団体は、こども施策を策定・実施・評価するに当たり、

個々の施策の目的等に応じて、こどもの年齢や発達の段階、実現可能性等を考慮しつつ、こど

もや子育て当事者等の意見を聴取してこどもの最善の利益を実現する観点から、施策への反

映・フィードバックさせるために必要な措置を講ずるものとするとされています。  

中津市では、「中津市 こども・若者会議」を定期的に開催し、こども本人からの意見を聴取し、

施策への反映やフィードバック等を行っていきます。 
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１ 中津市子ども・子育て会議委員名簿（順不同・敬称略） 

 

氏名 団体・役職等 

井上 登生（会長） 
中津市医師会 医師 

「中津こどもメディカルスーパーバイザー」 

土居 孝信（副会長） 幼稚園・認定こども園「双葉ヶ丘幼稚園」園長 

坂本 美紀 発達障がい児親の会「たんぽぽの会」会長 

酒井 直樹 
認可保育園・認定こども園（旧中津地域） 

「おぐすこども園」園長 

池内 めぐみ 
認可保育園・認定こども園（旧中津地域） 

「中殿こども園」保護者 

清原 麻比 認可保育園（旧下毛地域）「柿坂保育園」主任保育士 

新谷 智世 認可保育園（旧下毛地域）「みさと保育園」保護者 

中嶋 絵美 認可外保育施設「とみよ保育園NAKATSU」副主任保育士 

中嵜 敦之 幼稚園・認定こども園「めぐみ幼稚園」保護者 

八丁 誠一 
公立幼稚園 園長会長  

「南部幼稚園」園長 

山口 哲郎 
中津市小中学校 小学校長会長  

「山口小学校」校長 

橘 真琴 中津市 PTA連合会 母親部 

魏 文文 子育て支援センター 利用者（なかつ・こどもいきいきプレイルーム） 

中尾 智子 「沖代児童クラブひだまり」放課後児童クラブ支援員 

末宗 恵子 「小楠児童クラブひまわり」放課後児童クラブ保護者 

衛藤 祐治 児童養護施設「聖ヨゼフ寮」施設長 

友松 貴子 中津市民生委員児童委員連合協議会 

中山 顕子 中津商工会議所 

黒永 俊弘 中津市教育委員会 教育部長 

今泉 俊一 中津市 健康福祉部長 
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2 会議の設置根拠・所掌事務 

１ 設置根拠 

◎子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号） 

◎中津市執行機関の附属機関の設置等に関する条例（平成 30年条例第 17号） 

 

【子ども・子育て支援法抜粋】 

第 72 条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会そ

の他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。（以下略） 

2 前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては地域の子ども及

び子育て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。 

 

【中津市執行機関の附属機関の設置等に関する条例抜粋】 

第 2 条 市は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の 4 第 3 項の規定に基

づき、執行機関の附属機関として別表第 1 及び別表第 2 の第 1 欄に掲げる附属機関を置

く。 

 

2 所掌事務 

【中津市執行機関の附属機関の設置等に関する条例第 2条（担任する事務）】 

子ども・子育て支援法第 72条第 1項各号に規定する事務 

【子ども・子育て支援法第 72条第 1項】 

（1） 認定こども園、幼稚園、保育園の利用定員の設定について意見を述べること 

（2） 小規模保育、家庭的保育等の利用定員の設定について意見を述べること 

（3） 子ども・子育て支援事業計画の策定・変更について意見を述べること 

（4） 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び

当該施策の実施状況を調査審議すること 
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３ 用語解説 
 

【あ行】 

一般世帯                                                                                  

国勢調査上の世帯の分類。住居と生計を共にしている人々の集まり又は一戸を構えて住んでい

る単身者等をいう。 

 

【か行】 

家庭的保育                                                                               

保育ママともいう。保育士又は看護師の資格を有する家庭的保育者（保育ママ）が、保育所と連

携しながら自身の居宅等において少数の主に３歳未満児を保育する事業。 

 

教育・保育施設                                                                             

認定こども園法第2条第6項に規定する認定こども園、学校教育法第1条に規定する幼稚園及

び児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいう。（子ども・子育て支援法第7条） 

 

合計特殊出生率                                                                              

一人の女性が一生の間に産むこどもの数の平均をとった指標。 

 

国勢調査                                                                                 

人口及び世帯に関するデータを調べる全数調査。10 年ごとに総務大臣が行い、その中間の５年

目に当たる年には簡易な調査を行うとされている。 

 

子育て世代包括支援センター                                                                                 

妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援のために、子育て世代包括支援センターに保

健師等を配置して、「母子保健サービス」と「子育て支援サービス」を一体的に提供できるよう、

きめ細かな相談支援等を行う機関。 

 

こども家庭センター                                                                          

市区町村において、子ども家庭総合支援拠点（児童福祉）と子育て世代包括支援センター（母

子保健）の設立の意義や機能は維持した上で組織を見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、こども

へ一体的に相談支援を行う機能を有する機関。 

 

こども家庭庁                                                                               

常にこどもの最善の利益を第⼀に考え、こどもに関する取組・政策を我が国社会の真ん中に据

えて（「こどもまんなか社会」）、こどもの視点で、こどもを取り巻くあらゆる環境を視野に⼊れ、こ

どもの権利を保障し、こどもを誰⼀⼈取り残さず、健やかな成長を社会全体で後押しするための

新たな司令塔。2023年4月発足。 
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子ども・子育て会議                                                                          

有識者、地方公共団体、事業主代表・労働者代表、子育て当事者、子育て支援当事者等（子ど

も・子育て支援に関する事業に従事する者）が、子育て支援の政策プロセスなどに参画・関与す

ることができる仕組み。国が設置する会議と地方自治体が設置する会議がある。 

 

子ども・子育て関連 3法                                                                     

①子ども・子育て支援法 

②就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関する法律の一部を改正する法律

（認定こども園法の一部改正） 

③子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関する法

律の一部を改正する法律の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律（関係法律の整備

法：児童福祉法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律ほかの一部改正） 

 

子ども・子育て支援                                                                         

全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保するとともに、子どもを持つこと

を希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するため、国若しくは地方

公共団体又は地域における子育ての支援を行なう者が実施する子ども及び子どもの保護者に

対する支援（子ども・子育て支援法第７条）。 

 

子ども・子育て支援新制度                                                                      

平成24年8月に成立した「子ども・子育て関連3法」に基づく制度。教育・保育施設を必要とする

すべての家庭が利用でき、子どもの豊かな育成と安心した子育てを支援するため、地域の実情

に応じて、「量の拡充」と「質の向上」の両面から行う取り組みのこと。 

 

子ども・子育て支援法                                                                       

平成24年８月に成立した、教育保育の給付等新しい子ども・子育て支援について規定した法律。 

 

子ども・子育てビジョン                                                                       

平成22年１月に閣議決定した、「子どもが主人公」「社会全体で子育てを支える」等を掲げた大

綱。 

 

こどもの貧困                                                                              

相対的貧困にある18歳未満のこどもの存在及び生活状況のこと。相対的貧困とは、その国の等

価可処分所得（世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割って調整した所得）の中央値の半

分に満たない世帯のことを指し、国の７人に１人のこどもが貧困状態にあると言われている。 
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【さ行】     

次世代育成支援対策推進法                                                                            

平成15年７月制定。少子化対策の一環として、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育

成される環境整備を進めるために制定された法律。国や地方自治体だけでなく一般企業まで次

世代育成支援の取り組みが求められた。平成26年度までの10年間の時限立法だったが、令和

７年までに期間が延長された。 

 

市町村子ども・子育て支援事業計画                                                           

５年間の計画期間における幼児期の学校教育・保育・地域の子育て支援についての需給計画を

いい、新制度の実施主体として、特別区を含めた全市町村が作成することになる。（子ども・子育

て支援法第61条） 

 

児童館                                                                                   

児童福祉法第40条に規定する、「児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を

増進し、又は情操を豊かにすること」を目的とする施設。 

 

児童手当                                                                                   

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児

童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与すると

ともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給されている手当。 

 

児童扶養手当                                                                               

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、こどもの福祉の増進を図ることを目的とし

て、支給される手当。 

 

就学援助制度                                                                               

学校教育法第19条「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保

護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」の規定により実施される援

助。 

 

小規模保育                                                                               

３歳未満児を対象とした、定員が６人以上19人以下の少人数で行う保育。 

 

少子化社会対策大綱                                                                               

少子化社会対策基本法に基づいて国の基本施策として、「１．（若者の）自立への希望と力」、

「２．（子育ての）不安と障壁の除去」「３．子育ての新たな支え合いと連帯（家族のきずなと地域

のきずな）」の、少子化の流れを変えるための３つの視点から、少子化の流れを変えるための施

策を強力に推進するとした。平成16年６月閣議決定。 
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食育                                                                                     

国民一人ひとりが、生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、健康の確保等が図れる

よう、自らの食について考える習慣や食に関する様々な知識と食を選択する判断力を楽しく身に

付けるための学習等の取り組み。 

 

スクールカウンセラー                                                                                  

児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有する臨床心理士等で、児童生徒

に対する相談のほか、保護者及び教職員に対する相談、教職員等への研修、事件・事故等の緊

急対応における被害児童生徒の心のケア等を行う。 

 

スクールソーシャルワーカー                                                                                  

こどもたちが日々の生活の中で出会ういろいろな困難を、こどもの側に立って解決するためのサ

ポートシステム及びサポートする人。 

 

【た行】     

地域型保育事業                                                                           

教育・保育施設を対象とする施設型給付に加えて、地域の実情に合わせた子ども・子育て支援

のための事業。「小規模保育」「家庭的保育」「居宅訪問型保育」「事業所内保育」の４つがあ

る。 

 

地域子ども・子育て支援事業                                                                      

子ども・子育て支援法に規定された、市町村が子どもと子育てを支援するための13事業。地域

子育て支援拠点事業、一時預かり、乳児家庭全戸訪問事業、延長保育事業、病児・病後児保育

事業、放課後児童クラブ等の事業がある。（子ども・子育て支援法第59条） 

 

特定教育・保育施設                                                                        

市町村長が施設型給付費の支給に係る施設として確認する「教育・保育施設」を言い、施設型

給付を受けず、私学助成を受ける私立幼稚園は含まれない。（子ども・子育て支援法第27条） 

 

【な行】     

ニッポン一億総活躍プラン                                                                        

少子高齢化に歯止めをかけ、50年後も１億人を維持し、家庭・職場・地域で誰もが活躍できる

社会を目指すことを掲げた内閣府の計画。 

 

認定こども園                                                                              

幼稚園、保育所等のうち、教育と保育を提供でき、地域に対して子育て支援機能を有する施設で、

都道府県の認定を受けた教育保育施設。 

  



 

- 149 - 

【は行】     

発達障害                                                                                 

発達障害者支援法上の定義では、脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発

現するものと規定され、心理的発達障害並びに行動情緒の障害が対象とされている。自閉症、ア

スペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害などがこれに含まれる。 

 

パブリックコメント                                                                            

意見公募手続のこと。行政機関が、これから策定しようとしている各施策分野の基本的な計画等

の策定過程において、案の段階で広く住民に公表し、寄せられた意見・情報を考慮して意思決

定を行う手続。 

 

ハローワーク                                                                                 

公共職業安定所。職業紹介事業を営む主体として、国によって運営されている。 

 

ひとり親家庭等                                                                                

母子家庭、父子家庭、祖父母による養育家庭等をいう。 

 

保育所（園）                                                                              

保育を必要とする乳児（０～２歳）又は幼児（３～５歳）を日々保護者の下から通わせて、保育を

行うことを目的とする施設。経営主体が、都道府県、市町村の「公営保育所」とそれ以外の「私

営保育所」がある。 

 

保育の必要性の認定                                                                       

保護者の申請を受けた市町村が、国の策定する客観的基準に基づき、保育の必要性を認定し

た上で給付を支給する仕組み。（子ども・子育て支援法第 19条） 

【参考】認定区分 

◆1号認定：満 3歳以上の学校教育のみの就学前の子ども 

◆2号認定：満 3歳以上の保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども 

◆3号認定：満 3歳未満の保育の必要性の認定を受けた就学前の子ども 

 

放課後子ども教室                                                                              

地域の大人の協力を得て、学校等を活用し、緊急かつ計画的に子どもたちの活動拠点（居場所）

を確保し、放課後や週末等における様々な体験活動や地域住民との交流活動等を支援する。 

 

放課後子ども総合プラン                                                                        

厚生労働省と文部科学省が共同して、すべての小学校児童の安全・安心な居場所を確保するた

め、一体型を中心とした放課後児童クラブ（学童保育）及び放課後子ども教室の計画的な整備

をすすめるための計画。 
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放課後児童支援員                                                                           

都道府県知事が行う研修を修了した、放課後児童健全育成事業の実施者。小学生に適切な遊

び及び生活の場を与えて健全な育成を図る専門職である。 

 

母子保健                                                                                  

母親の健康の増進と乳幼児の健康の増進と発育の促進のための保健活動のこと。 

 

【や行】     

ヤングケアラー                                                                             

家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、

介護、感情面のサポートなどを行っている、18 歳未満のこどものこと。 

 

幼稚園                                                                                   

学校教育法に基づく、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児

の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的する教育

施設。 

 

要保護児童対策地域協議会                                                                                   

児童福祉法に基づく、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な

支援を図る協議会。関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他

の関係者により構成される。 

 

【わ行】     

ワーク・ライフ・バランス                                                                                

働く全ての人々が、「仕事」と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった「仕事以外の生

活」との調和をとり、その両方を充実させる働き方・生き方のこと。 
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